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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

(1)連結経営指標等

回次 第10期 第11期 第12期 第13期 第14期

決算年月 平成17年３月 平成18年３月 平成19年３月 平成20年３月 平成21年３月

売上高 (千円) 765,676 1,136,481 852,169 719,491 491,015

うち信託報酬 (千円) － 223,691 412,033 408,336 285,905

経常損益(△は損失) (千円) △993,705 △852,356 △712,094 △487,896 △880,852

当期純損益(△は損失) (千円) △1,046,468 △1,023,349 △1,097,301 △1,002,959 △936,841

純資産額 (千円) 222,070 2,472,348 1,768,574 739,079 154,319

総資産額 (千円) 3,596,805 4,880,057 2,733,723 1,116,350 584,569

１株当たり純資産額 （円） 2,885.59 11,883.93 6,650.39 1,848.60 34.86

１株当たり当期純損益

(△は損失)
（円） △15,791.05 △5,519.94 △5,274.01 △4,815.27 △3,146.77

潜在株式調整後１株当

たり当期純利益
（円） － － － － －

自己資本比率 （％） 6.2 50.7 50.6 34.6 2.9

自己資本利益率 （％） △140.4 △76.0 △56.9 △113.4 △465.9

株価収益率 （倍） － － － － －

営業活動によるキャッ

シュ・フロー
(千円) △909,719 △657,101 △162,041 △131,339 △518,849

投資活動によるキャッ

シュ・フロー
(千円) △353,992 △2,197,439 900,462 △33,550 24,218

財務活動によるキャッ

シュ・フロー
(千円) 2,299,743 1,946,826 △700,792 △665,150 399,102

現金及び現金同等物の

期末残高
(千円) 1,163,049 955,968 993,596 163,524 67,996

従業員数

（ほか、平均臨時雇用者

数）

（人）
29

(8)

28

(10)

25

(12)

31

(12)

27

(10)

信託財産額 (千円) － 8,745,865 33,218,026 46,300,346 35,769,000

　（注）１．売上高には消費税等は含まれておりません。

２．第10期の１株当たり当期純損失は、平成16年５月20日付で１株を５株とする株式分割が行なわれているた

め、当該分割が期首に行なわれたものとして計算しております。

３．第11期の１株当たり当期純損失は、平成17年11月18日付で１株を2株とする株式分割が行なわれているため、

当該分割が期首に行なわれたものとして計算しております。
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４．潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、１株当たり当期純損失であるため記載しておりません。

５．株価収益率については、当期純損失であるため記載しておりません。

６．当社は第11期より信託業務を行っているため、売上高のうち信託報酬の金額、信託財産額について記載して

おります。

７．純資産額の算定にあたり、第12期から「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」（企業会計基準

第５号）及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」（企業会計基準適用指針

第８号）を適用しております。
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(2)提出会社の経営指標等

回次 第10期 第11期 第12期 第13期 第14期

決算年月 平成17年３月 平成18年３月 平成19年３月 平成20年３月 平成21年３月

売上高 (千円) 738,144 1,108,265 886,570 735,928 541,397

うち信託報酬 (千円) － 223,691 412,033 408,336 294,979

経常損益(△は損失) (千円) △952,244 △785,121 △524,925 △462,772 △807,558

当期純損益(△は損失) (千円) △1,007,011 △1,021,821 △1,038,655 △1,108,738 △929,729

資本金 (千円) 635,691 2,272,911 2,277,607 2,280,032 2,563,585

発行済株式総数 (株) 76,958.34 208,041.28 208,171.28 208,441.28 484,670.00

純資産額 (千円) 260,790 2,512,595 1,495,693 378,436 17,154

総資産額 (千円) 3,607,490 4,555,702 2,401,699 1,265,108 573,610

１株当たり純資産額 (円) 3,388.72 12,077.39 7,125.50 1,815.72 35.39

１株当たり配当額

（うち１株当たり中間

配当額）

(円)
－

(－)

－

(－)

－

(－)

－

(－)

－

(－)

１株当たり当期純損益

(△は損失)
(円) △15,195.66 △5,511.70 △4,992.13 △5,323.13 △3,019.75

潜在株式調整後１株当

たり当期純利益
(円) － － － － －

自己資本比率 (％) 7.2 55.2 61.8 30.0 3.0

自己資本利益率 (％) △140.3 △73.7 △52.0 △119.0 △195.3

株価収益率 (倍) － － － － －

配当性向 (％) － － － － －

従業員数

（ほか、平均臨時雇用者

数）

(人)
28

(8)

26

(10)

25

(12)

31

(12)

27

(10)

信託財産額 (千円) － 8,745,865 33,218,026 46,300,346 35,769,000

　（注）１．売上高には消費税等は含まれておりません。

２．第10期の１株当たりの当期純損失は、平成16年５月20日付で１株を５株とする株式分割が行われているた

め、当該分割が期首に行われたものとして計算しております。

３．第11期の１株当たりの当期純損失は、平成17年11月18日付で1株を2株とする株式分割がおこなわれているた

め、当該分割が期首に行なわれたものとして計算しております。

４．第10期以降の潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、１株当たり当期純損失であるため記載して

おりません。

５．第10期以降の株価収益率については、当期純損失であるため記載しておりません。

６．当社は第11期より信託業務を行っているため、売上高のうち信託報酬の金額、信託財産額について記載して

おります。

７．純資産額の算定にあたり、第12期から「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」（企業会計基準

第５号）及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」（企業会計基準適用指針

第８号）を適用しております。
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２【沿革】

年月 沿革

平成７年12月 東京都世田谷区に、インターネットによる企業情報の収集・管理・提供を目的として当社（株式

会社ジャパン・デジタル・コンテンツ）の前身である有限会社グローバル・コーポレイト・イン

フォメーションを出資金3,000千円を以て設立

平成９年４月 通商産業省及びマルチメディア関連企業をメンバーとした「マルチメディアコンテンツ流通研究

会」の報告を基に、デジタルコンテンツ産業支援のためのスキームを事業化するため、有限会社グ

ローバル・コーポレイト・インフォメーションを組織変更し、株式会社ジャパン・デジタル・コ

ンテンツ立ち上げ（資本金10,000千円）

平成10年１月 東京中小企業投資育成株式会社、伊藤忠商事株式会社、株式会社エヌ・ティ・ティ・データの出資

により、資本金110,000千円に増額

平成10年２月 日本ビクター株式会社、トヨタ自動車株式会社、丸紅株式会社の出資により、資本金230,000千円に

増額

平成10年３月 東京マルチメディアファンドのサポート事業開始に伴い、本社を東京都港区虎ノ門五丁目３番２

号に移転

平成12年５月 著作権管理業務に関するビジネスモデル特許出願

平成12年12月 東京証券取引所マザーズに株式を上場し、1,500株の有償一般募集増資により、資本金389,375千円

に増額

平成13年１月 株式会社タイム二十四より、東京マルチメディアファンド業務執行組合員の地位譲渡を受ける

平成13年２月 著作権管理アドバイス業務を開始

平成13年３月

平成13年５月

投資事業有限責任組合第２東京マルチメディアファンド（現、連結子会社）を組成

本社を東京都港区虎ノ門四丁目３番10号に移転

平成13年12月 １株を２株とする無償株式分割を実施

平成14年１月 著作権管理事業者として文化庁に登録

平成14年２月 貸金業を東京都に登録

平成15年12月 2,000株の有償一般募集増資により、資本金567,375千円に増額

平成16年１月 242株のオーバーアロットメントによる売出しに係る第三者割当増資により、資本金588,913千円に

増額

平成16年５月 １株を５株とする無償株式分割を実施

平成16年９月 円貨建転換社債型新株予約権付社債1,800百万円をスイスにて発行

平成17年４月 ＴＭＦ３投資事業有限責任組合中小企業コンテンツ制作支援ファンドを独立行政法人中小企業基

盤整備機構と組成

平成17年５月 金融庁より、信託免許認可を受ける

平成17年６月 株式会社ジャパン・デジタル・コンテンツから、ジャパン・デジタル・コンテンツ信託株式会社

に商号変更し、信託業務開始

平成17年７月 松竹株式会社と日本初の著作権信託契約を締結

平成17年11月 1株を2株とする無償株式分割を実施

平成17年12月 第三者割当による第5回新株予約権を発行し、コミットメントライン契約を締結

平成18年４月 本格的ポートフォリオ型映画ファンド「シネマ信託TM～シネカノン・ファンド第1号～」を組成

平成18年７月 「シネマ信託TM～製作者ファンド第1号～」の取扱い開始

平成18年８月 「信託型商品ファンド～マスタートラスト～」の取扱い開始

平成18年９月 株式会社新銀行東京とTMF３の投融資で「ゲーム信託～悪代官～」を組成

平成18年11月 わが国初、ロボットキャラクターに関する著作権を信託設定

平成19年２月 MPLCと合弁で、映画・アニメを非劇場施設で上映できる包括ライセンス供与会社MPLCジャパン

株式会社（現、持分法適用関連会社）を設立

平成20年５月 第三者割当による第６回及び第７回新株予約権を発行

平成20年６月　 投資事業有限責任組合第２東京マルチメディアファンドの業務終了に伴い、同ファンドを連結の

範囲より除外　

平成20年７月　 第三者割当による第８回及び第９回新株予約権を発行　

平成20年12月　 第三者割当による新株式発行

平成21年６月　 第三者割当による新株式発行　
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３【事業の内容】

当社グループ（当社及び当社の関係会社）は、当社（ジャパン・デジタル・コンテンツ信託株式会社）、連結子会

社１社、持分法適用非連結子会社１社及び持分法適用関連会社１社により構成されております。当社はデジタルコン

テンツ業界において、信託事業をはじめ、コンテンツ関連の投資及びビジネスコーディネーション業務を通じて、知的

財産権に関する資金調達から管理、運用までトータルなアレンジメントを行っております。

当連結会計年度における、当社グループの主要な事業会社は、次のとおりであります。

１．信託事業

平成17年６月より開始した業務であり、著作権等の知的財産権をはじめとして、金銭、金銭債権、有価証券、動産を

対象とする信託業務を行っております。具体的には映画等のコンテンツに関し、制作会社より著作権等の信託を受

け、交付した信託受益権を投資家に販売することにより資金調達を支援するとともに、その著作権等の運用による

収益を投資家に分配する業務を中心に手がけております。資金調達を目的とする流動化信託業務以外に、信託財産

の管理運用のみを行う管理信託業務もあります。

２．兼業事業

従来から行っているデジタルコンテンツ・アレンジメント事業であり、ビジネスコーディネーション業務やコン

テンツアグリゲーション業務、投資業務等が含まれます。

ビジネスコーディネーション業務では、コンテンツビジネスを事業化するためのコンサルティングやビジネスモ

デル構築の支援、流通・配信に関するアドバイスなどを行っています。最近は、動画コンテンツの権利保持者から作

品を預かり、各種権利処理を行った上でブロードバンド配信業者に対して作品を提供するコンテンツアグリゲー

ション業務が中心となっています。

投資業務としては、アイディアはあるが資金力のない中小の制作会社が、著作権を保持しつつ適正な収益配分を

受けることのできる仕組みとして考案された常設のコンテンツ投資ファンド「東京マルチメディアファンド（

TMF）」の運営・管理を行っております。

[事業系統図]

　以上述べた事項を事業系統図として示すと、次のとおりであります。

(注)　※１　連結子会社

※２　持分法適用関連会社
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４【関係会社の状況】

名称 住所
資本金
（百万円）

主要な事業の内容

議決権の所
有又は被所
有割合
（％）

関係内容

（親会社）

EFG BANK HONG KONG GORGE

OUSE GRACE INVESTMENTS L

TD（イーエフジー・バンク・ホ

ンコン・ゴージャス・グレース

・インベストメンツ・リミテッ

ド）

英領バージン

諸島トートラ
1米ドル 投資業

51.1
　　被所有

親会社　

（連結子会社）

TMF3投資事業有限責任組合中小

企業コンテンツ制作支援ファン

ド(TMF3)

(注1)(注2)

東京都港区

当初出資

総額

500

コンテンツ制作企画への投融

資
50.0

無限責任組

合員

（持分法適用関連会社）

MPLCジャパン株式会社
東京都港区 2.5

映像作品を非劇場施設で上映

するためのライセンス供与
50.0

３名の役員

兼任

（注１）特定子会社であります。

（注２）持分は、100分の50以下でありますが、実質的に支配しているため子会社としております。

（注３）有価証券届出書又は有価証券報告書を提出している会社はありません。　

５【従業員の状況】

(1)連結会社の状況

　 平成21年３月31日現在

事業の種類別セグメントの名称 従業員数（人）

信託事業 ８（５）　

兼業事業 11（２）　

全社（共通） ８（３）　

合計 27（10）　

（注）１．従業員数は就業人員（使用人兼務取締役を除く）であり、契約社員及び派遣社員は、年間の平均雇用者数を

（　）外数で記載しております。

２．全社（共通）は、総務及び経理等の管理部門の従業員であります。

(2)提出会社の状況

　 平成21年３月31日現在

従業員数（人） 平均年齢（歳） 平均勤続年数（年） 平均年間給与（千円）

27（10）　 39.2 3.3 5,941

　（注）１．従業員数は就業人員（使用人兼務取締役を除く）であり、契約社員及び派遣社員は、年間の平均人員を（　）

外数で記載しております。

２．平均年間給与は、基準外賃金を含んでおります。

(3)労働組合の状況

　当社には労働組合はありませんが、労使関係は良好に推移しております。
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第２【事業の状況】

１【業績等の概要】

（１）業績

当連結会計年度におけるわが国経済は、米国のサブプライムローン問題に端を発する金融不安の広がりや原油価

格高騰による物価上昇の懸念等、厳しい経営環境にあります。　

コンテンツ業界においては、ブロードバンドコンテンツや携帯コンテンツ等の新しい分野を中心に、市場規模が僅

かながら拡大しております。

このような状況の下、当社グループは、コンテンツ制作会社への支援と新しいチャネルの開拓に取り組んでまいり

ました。平成16年６月より開始した信託事業を中核の業務として位置付け、従来から行ってきた兼業事業とあわせ

て、積極的な事業展開を行っております。

　　　　当社のこれまでの状況を鑑みると、事業面では、平成17年５月に内閣総理大臣より、一般事業会社としては戦後

　　　第１号となる信託免許を受け、著作権等の知的財産権を主に扱う信託会社として映画やアニメ、ゲームなどのコン

　　　テンツに投資する信託ファンドを数多く組成するなど、積極的な事業展開を図って参りました。しかしながら、こ

　　　こ数年、投融資に係る評価損の取り込みや貸倒引当金の計上等により、赤字決算が続いております。

　　　　また、平成20年９月16日に開示したとおり、弊社元従業員による業務上横領事件や平成21年２月24日に開示した

　　　とおり、過去の不適切な取引が発覚し、それに伴い当社株式は、東京証券取引所より有価証券上場規程施行規則第

　　　605条第１項第14号に該当するとして、投資家の注意を喚起するため、平成21年３月23日より監理銘柄（審査中）

　　　に指定されております。これらのことから、当社の信用が下がったことで、新規取引などの抑制などで財政および

　　　経営状況に大きな影響を与えております。

　　　　この結果、当連結会計年度の業績は、売上高491百万円（前年同期比31.7％減）、営業損失653百万円（前年

　　　同期比損失が46.8％増）、経常損失880百万円（前年同期比損失が80.5％増）、当期純損失936百万円（前年同

　　　期比損失が3.9％減）となりました。

信託事業におきましては、投資環境が一段と厳しさを増し、上記のとおり、当社信用が下がったことにより、新規案

件を立ち上げるのが難しい状況になりました。そのため、売上の中心は既存案件の管理報酬となっており、売上高は

294百万円、営業利益は90百万円となりました。

　兼業事業におきましては、コンテンツアグリゲーション部門とセールスサポート部門の売上は比較的堅調に推移い

たしましたが、他の部門の売上が伸び悩んだことと、中小企業向けコンテンツ投資ファンド等における損失の取り込

みにより、売上高は196百万円、営業損失は490百万円となりました。

（２）キャッシュ・フローの状況

当連結会計年度末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は67百万円となり、前連結会計年度末と

比較して95百万円の減少となりました。

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

営業活動の結果、使用した資金は518百万円（前年同期は131百万円の使用）となっております。これは主に貸倒引

当金266百万円及び預り金151百万円の増加があった一方で、税金等調整前当期純損失1,000百万円を計上したためで

あります。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

投資活動の結果、獲得した資金は24百万円（前年同期は33万円の使用）となっております。これは主に貸付金によ

る支出230百万円があった一方で、貸付金の回収による収入242百万円があったためであります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

財務活動の結果、獲得した資金は399百万円（前年同期は665百万円の使用）となっております。これは主に株式の

発行による収入561百万円及び短期借入金174百万円の増加があった一方で、短期借入金の返済187百万円及び子会社

の清算による支出151百万円があったためであります。
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２【生産、受注及び販売の状況】

（１）生産実績及び受注状況

当社グループは、広範囲かつ多種多様にわたる信託事業及びデジタルコンテンツに関するアレンジメント業務に

よる販売が大半を占めております。事業の種類別セグメントごとの生産及び受注実績については、信託事業及びアレ

ンジメント業務の内容、構造、形式等が必ずしも一様でない為、その金額あるいは数量を記載しておりません。

（２）販売実績

　　当連結会計年度の販売実績を事業種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。

事業の種類別セグメントの名称
当連結会計年度

（自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日）

前年同期比（％）

信託事業　　　　　　　　　(千円) 294,979 △27.8

兼業事業　　　　　　　　　(千円) 196,036 △37.0

　 　　 　合　　　計　　　(千円) 491,015 △31.8

（注）１．主な相手先別の販売実績及び総販売実績に対する割合は、次のとおりであります。

相手先

前連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日）

金額（千円） 割合（％） 金額（千円） 割合（％）

株式会社シネカノン 131,413 18.2 132,204 24.4

２．上記の金額には、消費税は含まれておりません。
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３【対処すべき課題】

（１）信託事業

今後より一層のデジタル化・ブロードバンド化の進展が予想される中、デジタルコンテンツ市場もこうした動

きに合わせて大きく成長するものと期待されます。当社は市場の拡大に伴うコンテンツ業界のニーズに対応するた

め、信託スキームを活用した新たな金融商品を開発し、業界内に対して信託スキームのメリットをアピールするこ

とで受託財産額の積上げを図り、信託事業及び関連事業を拡大していきます。

（２）兼業事業

ブロードバンド配信ビジネスの広がりを受け、引き続きコンテンツアグリゲーション業務に取り組んでまいり

ます。また、信託事業との連携を深め、相乗効果が狙える事業に注力していきます。投資関連業務に関しては、常設

ファンドの募集及び運営を行い、有望な作品や制作会社を発掘するとともに、パフォーマンスのアップを図ります。

（３）人材の確保

以上の事業展開を着実に進めるためには、高度な専門知識とビジネス感覚を兼ね備えた優秀な人材の確保が不可

欠であります。引き続き優秀な人材の採用と育成を重要な経営課題として位置付け、積極的に取り組んでまいりま

す。

（４）海外チャネルの開拓

デジタルコンテンツ業界のグローバル展開に向け、海外でのマーケティング推進体制及びディストリビューショ

ン・チャネルの開拓体制の構築を進めてまいります。

（５）内部統制の充実

当社グループでは、「内部統制基本的計画及び方針」に基づき、事業活動に関わるコンプライアンス態勢の強化、

業務の有効性と効率性の徹底、財務・会計の適正化と適時開示体制の推進、リスク・マネジメントの整備の結果確

保される資産の保全が達成される内部統制システムを構築する。この内部統制システムの構築は下記①～⑥の実現

により達成します。

　　　　①適正な財務報告を確保するための全社的な方針・手続の整備及び運用体制の構築

　　　　②財務報告の重要事項に虚偽記載が発生するリスクの適切な評価及び運用体制の構築

　　　　③財務報告の重要事項に虚偽記載が発生するリスクを低減するための体制の整備及び運用

　　　　④真実かつ公正な情報が識別、把握及び処理され、適切な者に適時に伝達される仕組みの整備及び運用

　　　　⑤財務報告に関するモニタリング体制の整備、適切な運用

　　　　⑥財務報告に係る内部統制に関するＩＴに対する適切な対応

　   （６）不祥事に関する行政処分

　平成19年９月に組成した実績配当型合同運用特定金銭信託「ベトナム未公開株ファンド」より、同ファンドの

運用のため香港に設立されたSPC（特別目的会社）に対して出資した匿名組合出資金の一部である約88百万円

を、元従業員が目的事業以外に流用していた事実を調査により確認し、元従業員を平成20年５月16日付で懲戒解

雇するとともに、平成20年９月16日、業務上横領の容疑により、警視庁愛宕警察署に刑事告訴いたしました。この

不祥事事件に関連して当社は、法令遵守態勢、内部管理態勢および経営管理態勢が不十分であるとして、平成20年

６月６日、関東財務局長から信託業法第43条の規程に基づく業務改善命令を受け、同年７月４日には業務改善計

画を関東財務局長に対して提出いたしました。また、改善計画の実施完了までの間、四半期毎に改善状況等を報告

することになっており、第１回目の報告書を10月末に、第２回目の報告書を１月末に、第３回目の報告書を４月末

にそれぞれ提出しております。

　 　（７）元従業員の刑事告訴と使途不明金の回収

　　　　当社は、平成20年９月16日、当社の元従業員（平成20年５月16日付で懲戒解雇）を業務上横領の容疑により、警

　　　視庁愛宕警察署に刑事告訴いたしました。これは、昨年９月に組成した実績配当型合同運用特定金銭信託「ベトナ

　　　ム未公開ファンド」より、同ファンドの運用のため香港に設立されたSPC（特別目的会社）に対して出資した匿名

　　　組合出資金の一部である約88百万円を、元従業員が目的事業外に流用していた事実を調査により確認したためであ

　　　ります。SPCにおける出資金損失額については、使用者責任に基づいて当社が全額補填いたしました。今後は、使

　　　途不明金支出金の解明と回収に全力を尽くします。

　 　（８）株式会社九天社の自己破産申請に伴う債権回収

　　　　当社の関連会社であった株式会社九天社は、平成20年６月10日、東京地方裁判所に対し自己破産申立を行い、同

　　　日受理されました。同社は出版業を営んでおりましたが、近年の出版需要の冷え込みによる売上減少に適切な対策

　　　をとることができなかったものです。当社は、株主としてさまざまな経営支援を行ってきましたが、抜本的な収益

　　　改善の見通しが立たないことから、株主としての直接的な支援を昨年末で取りやめ、再建計画の策定を急ぐよう指
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　　　導しておりました。同社に対する当社の債権額は514百万円であります。このうち、３百万円については、法的手

　　　続きにより、既に回収を済ませております。今後、責任の所在を明らかにし、残金回収を検討してまいります。

　　 （９）金融商品取引法違反（四半期報告書提出遅延）への対応

　　　　当社は、金融商品取引法に基づく平成21年３月期第２四半期報告書の作成にあたり、「継続企業の前提に重要な

　　　疑義を抱かせる事象又は状況」の注記の前提になる、向こう１年間の事業資金の確保並びに資本増強についての対

　　　応協議に時間を要した結果、期限である平成20年11月14日の提出が遅延し、平成20年11月28日に提出いたしまし　　

　　　た。

　　　　今後の提出時期につきましては、金融商品取引法に対応した確認事項の事前打ち合わせの開催や事前監査スケジ

　　　ュールの調整など、会計監査人とのさらなる連携強化を図り、45日以内に提出できるよう、提出の早期化に向け取

　　　り組んでまいります。

　　（10）過去の不適切な取引に伴う有価証券報告書の訂正報告書等の提出と今後の対応

　　　 当社による循環取引およびスルー取引と疑われる不適切な取引が平成15年３月期（第８期）から平成20年３月期

　　　（第13期）にわたり行われておりました。当社は判明した上記取引につきまして、過年度に遡り計上を取り消す等

　　　の適正な会計処理を行った結果、過年度における連結財務諸表等の修正が必要となりましたので、金融商品取引法

　　　第24条の第２項１項に基づき、平成20年６月19日に提出しました第13期事業年度（自　平成19年４月１日　至　平

　　　成20年３月31日）に係る有価証券報告書の訂正報告書を平成21年４月30日に提出いたしました。

　　　　その結果、平成21年６月16日証券取引等監視委員会から金融庁に対して、課徴金を課するべきとの勧告がなされ

　　　ております。当社といたしましては、金融庁からの通知をもって、真摯に対応していくことといたします。また平

　　　成21年６月18日に金融庁より、平成21年６月19日（金）から平成21年９月18日（金）までの間、信託業にかかる業

　　　務を停止する内容の行政処分を受け、関東財務局より、信託業法第43条による業務改善命令を受けており、平成21

　　　年６月25日（木）に改善計画書を関東財務局に提出しております。

　　　　不適切な取引が行われた原因としては、社内管理体制の形骸化や経営層のコンプライアンス意識の欠如、風通し

　　　の悪い組織風土等があげられますが、経営体制を一新した現在、過去の膿を全て出し切り、新生ＪＤＣ信託として

　　　一からスタートしようということで、全役職員が意識改革を行い、一丸となって取り組んでおります。新経営陣

　　　は、過去の経営体質とは決別し、二度と同じ過ちを繰り返すことはしないという強い決意のもと、経営に望んでま

　　　いります。

４【事業等のリスク】

当社及び当社グループ事業に関するリスク要因となりうる主要な事項は以下のとおりであります。なお、文中の将

来に関する事項は、有価証券報告書提出日現在において当社グループ（当社及び連結子会社）が判断したものであり

ます。

（１）コンテンツマーケットに関するリスク

コンテンツビジネスのマーケット規模は、今後も大きく拡大するものと想定されておりますが、予期しない何ら

かの事情でマーケット環境悪化等が発生した場合には、当社の業績に影響を与える可能性があります。

（２）コンテンツの供給に関するリスク

コンテンツアグリゲーション業務においては、当社の営業ネットワークを通じてコンテンツホルダーより優良な

コンテンツを仕入れ、配信業者に対して販売する業務を行っておりますが、競争の激化や、制作会社を取り巻く環境

の変化等により、配信業者のニーズに合った優良なコンテンツを集めることができなくなった場合には、当社の業

績に影響を与える可能性があります。

（３）競合激化に関するリスク

知的財産権の信託が平成16年末の法改正により実現され以降、当社のようにコンテンツを中心とした知的財産権

をメインに取扱う信託会社は他に存在しておりませんが、信託銀行をはじめとした金融機関等が当社のビジネス領

域に進出した場合には、競争激化により当社グループの経営成績に影響を与える可能性があります。

また、一般事業会社においても信託業への進出が可能となったことから、当社と同様の業務を行う企業が出現し

た場合には、当社の業績に影響を与える可能性があります。

（４）出資金等の回収に伴うリスク

当社は、コンテンツ制作会社の企業リスクと切り離した形でデジタルコンテンツ制作企画に対して資金供給を側

面からサポートしており、様々なプロジェクトに対し出資を行っております。コンテンツビジネスは、大ヒットした

場合、大きな収益が見込める半面、期待どおりの収益が確保できないという可能性もあります。コンテンツプロジェ

クト投資に対して、当社はリスク・リターン分析を行いながら、適切な投資判断を行っておりますが、プロジェクト

収益が予想を大きく下回ることも想定されます。このような場合、当社の出資額に対する全額回収が見込めない可

能性もあり、当社の業績に影響を与える可能性があります。
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（５）人材の確保について

　当社の業務は、ハード・ソフト面でのコンテンツ知識と信託業務を行うための金融の知識が要求されていること

から今後の事業拡大における重要な要素は専門知識を持った優秀なスタッフの確保にあると考えております。

　さらなる業務拡大を図るためには、優秀な人材の確保が最重要の課題として考えておりますが、当社の求める人材

確保が計画どおりに進まなかった場合には、ビジネスチャンスを逃すことや、プロジェクト遅延などが発生するこ

とになり、そのような場合には当社の業績に影響を与える可能性があります。

（６）信託ファンド組成に伴うリスク

当社は、信託事業においては、信託ファンドの組成を行うことにより受託財産額が積みあがり、信託報酬を獲得で

きますが、平成20年３月期有価証券報告書記載のとおり、この度平成21年６月18日金融庁より、信託業法第44条によ

り行政処分を受けております。その内容は、平成21年６月19日（金）から平成21年９月18日（金）までの間、信託業

にかかる業務（平成21年６月18日以前の既存の契約の信託財産の管理・返還にかかる業務、平成21年６月18日付業

務改善命令（関財金１第313号）の実施に必要な業務及び当庁が個別に承認した業務を除く。）を停止することと

いうものであります。

　その結果、平成21年６月18日に開示したとおり、平成22年３月期業績予想の下方修正を行っております。内容は、信

託業による収益予想について、上記業務停止期間分の収益見込みを、取り消したことによるものであります。

　また、平成21年６月18日関東財務局より、信託業法第43条の規定に基づく行政処分を受けております。その内容は、

信託業務の健全かつ適切な業務運営を確保するため必要があると認められることから、以下の措置を講じる必要が

あるというものであります。

　① 全受益者に対して、本命令及び金融庁長官からの業務停止命令の内容並びに処分の理由を説明した上で、受

　　益者と協議の上、信託契約の解消、受託者の変更その他受益者保護のために必要な対応をすみやかに実施す

　ること。

　② 既存の信託財産を保全し、受益者を保護するために必要な業務を適切に行うために必要な内部管理態勢を整

　　備すること（法令等遵守態勢の整備、人的構成の抜本的見直し等）。

　③ 委託者から受託した信託財産の保全と分別管理を徹底するとともに、会社財産を不当に費消する行為を行わ

　　ないこと。

　④ 信託勘定から実行されている融資資金を目的外使用している状況を解消すること。また、本件と類似の事案

　　の発生の有無を確認すること。

　⑤ ①ないし④に関する業務改善計画を平成21年６月25日までに提出し、以降、改善計画の実施完了までの間、

　　平成21年７月末を初回として、１ヶ月毎に改善状況等を翌月10日までに報告すること。なお、上記③の分別

　　管理状況については、営業日毎に報告すること。

　当社は、この業務改善計画の実施を喫緊に実行することに全力を挙げますが、改善状況の進捗によっては、業務停

止期間の延長や信託免許の返還等のリスクがございます。そのような場合、当社の業績に多大な影響を及ぼすこと

が予想されます。

（７）東京証券取引所より監理銘柄（審査中）に指定されていることについて　　

当社は平成21年２月24日、過去において不適切な取引が行われていた疑義が発覚したことを公表いたしました。

それに伴い当社株式は、東京証券取引所より有価証券上場規程施行規則第605条第１項第14号（上場会社が有価証

券上場規程第601条第１項第11号a前段（有価証券上場規程第603条第１項第６号による場合）に該当すると認めら

れる相当の事由があると東京証券取引所が認める場合）に該当するとして、投資者の注意を喚起するため、平成21

年３月23日より監理銘柄（審査中）に指定されております。

当社は不適切な取引の内容を調査により明らかにし、平成16年３月期から平成20年３月期までの５期分の過年度

決算修正を行い、平成21年４月30日までに有価証券報告書の訂正報告書及び決算短信の訂正等の提出・開示を完了

いたしました。しかしながら平成21年５月20日現在、当社株式の監理銘柄の指定は解除されておらず、上場廃止すべ

きか否かの審査が継続中であります。従って、東京証券取引所の審査の結果、当社が過去に行っていた不適切な取引

が上場廃止基準に抵触すると判断された場合には、上場廃止になる可能性があります。

（８）運用型信託会社の免許基準である最低純資産額（100百万円）を割り込んだことについて

当社は、個別業績における平成21年３月期末の純資産額が17百万円となり、運用型信託会社の免許基準である最

低純資産額（100百万円）を割り込みました。これは、信託業法第44条第１項第１号に該当し、速やかに財務の健全

性を確保しなければ、免許の取消や業務停止の処分を受ける可能性があります。

（９）継続企業の前提に関する重要事象等

当社グループは、前連結会計年度までの４連結会計年度に引き続き、当連結会計年度においても619百万円の営業

損失を計上しております。また、営業活動によるキャッシュ・フローも前連結会計年度に引き続き、当連結会計年度

も518百万円のマイナスとなりました。当該状況により、継続企業の前提に関する重要な疑義を生じさせるような状
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況が存在しています。

　当社グループは、平成21年６月以降、複数の事業会社を引受先として第三者割当増資を実施する予定であります。

また、当社株式は現在、東京証券取引所の監理銘柄（審査中）に指定されており、整理銘柄指定となった場合におい

て、増資を行うかは未定でありますが、その場合も含め、増資ができない場合の融資の実行についても、検討いただ

いております。

　この資本増強により、信託会社としての財務基盤を強化するとともに、手許流動性の確保と有利子負債の削減を図

ります。また、事業を利益率の高い信託部門に集中し、既存事業についても抜本的な見直しを図り、信託事業を中心

として事業の拡充と収益拡大を実現させます。さらには、販売費及び一般管理費の削減と利益率向上のための経営

構造改革を断行し、利益計上体質への改善を図っていく計画であります。

　　（10）信託免許の継続性に関するリスク

　　　　 当社は、平成21年６月18日金融庁より、信託業法第44条により行政処分を受けております。その内容は、平成

　　　 21年６月19日（金）から平成21年９月18日（金）までの間、信託業にかかる業務（平成21年６月18日以前の既存

       の契約の信託財産の管理・返還にかかる業務、平成21年６月18日付業務改善命令（関財金１第313号）の実施に

       必要な業務及び当庁が個別に承認した業務を除く。）を停止することというものであります。

         その結果、平成21年６月18日に開示したとおり、当期業績予想の下方修正を行っております。内容は、信託業

       による収益予想について、上記業務停止期間分の収益見込みを、取り消したことによるものであります。

         また、平成21年６月18日関東財務局より、信託業法第43条の規定に基づく行政処分を受けております。その内

       容は、信託業務の健全かつ適切な業務運営を確保するため必要があると認められることから、以下の措置を講

       じる必要があります。

     　① 全受益者に対して、本命令及び金融庁長官からの業務停止命令の内容並びに処分の理由を説明した上で、受益

　　　　　者と協議の上、信託契約の解消、受託者の変更その他受益者保護のために必要な対応を速やかに実施するこ

　　　　　と。

     　② 既存の信託財産を保全し、受益者を保護するために必要な業務を適切に行うために必要な内部管理態勢を整備

　　　　　すること（法令等遵守態勢の整備、人的構成の抜本的見直し等）。

     　③ 委託者から受託した信託財産の保全と分別管理を徹底するとともに、会社財産を不当に費消する行為を行わな

　　　　　いこと。

   　  ④ 信託勘定から実行されている融資資金を目的外使用している状況を解消すること。また、本件と類似の事案の

　　　　　発生の有無を確認すること。

   　  ⑤ ①ないし④に関する業務改善計画を平成21年６月25日までに提出し、以降、改善計画の実施完了までの間、平

　　　　　成21年７月末を初回として、１ヶ月毎に改善状況等を翌月10日までに報告すること。なお、上記③の分別管理

　　　　　状況については、営業日毎に報告すること。

        当社は、この業務改善計画の実施を喫緊に実行することに全力を挙げますが、改善状況の進捗によっては、業務

      停止期間の延長や信託免許の返還等のリスクがございます。そのような場合、当社の業績に多大な影響を及ぼすこ

      とが予想されます。 

５【経営上の重要な契約等】

該当事項はありません。

６【研究開発活動】

　該当事項はありません。
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７【財政状態及び経営成績の分析】

　当社グループの連結財務諸表は、わが国において一般に公正妥当と認められている会計基準に基づき作成されてお

り、財政状態および経営成績に関する以下の分析が行われております。なお、文中の将来に関する事項は、有価証券報

告書提出日現在において当社グループ（当社及び連結子会社）が判断したものであります。

(1)財政状態の分析

① 流動資産

当連結会計年度末における流動資産残高は、420,006千円（前連結会計年度末は887,037千円）となり、前期に比

べ467,031千円減少しております。これは、現金及び預金が215,528千円、営業投資有価証券が7,661千円、短期貸付金

が312,775千円それぞれ減少したことが主な要因です。

② 固定資産

　　 当連結会計年度末における固定資産残高は、164,563千円（前連結会計年度末229,313千円）となり、前期に比べ

64,750千円減少しております。この主な要因は、ソフトウェアが5,116千円減少したこと、評価損の取込み等により

投資有価証券及び出資金が、それぞれ44,996千円、3,411千円減少したこと、貸倒引当金が、711,212千円増加したこと

が主な要因です。

③ 流動負債

　　 当連結会計年度末における流動負債残高は、430,249千円（前連結会計年度末257,270千円）となり、前期に比べ

172,979千円増加しております。この主な要因は、未払金が81,666千円、預り金が164,570千円増加したことが主な要

因です。

④ 固定負債

　　 当連結会計年度末における固定負債残高は－千円（前連結会計年度末120,000千円）となり、前期に比べ120,000千

円減少しております。これは、持分法適用に伴う負債が120,000千円減少したことが主な要因です。

⑤ 純資産

当連結会計年度末における純資産の残高は154,319千円（前連結会計年度末739,079千円）となり、前期に比べ

584,760千円減少しました。これは、当期純損失936,841千円を計上したことにより、利益剰余金が減少したことが主

な要因です。

(2)経営成績の分析

① 売上高

　　 当連結会計年度における売上高は491,015千円（前年同期比31.7％減）となり、内訳は、信託事業で294,979千円（売

上高比率が60.1%）、兼業事業で196,036千円（同比率が39.9％）となっております。信託事業においては新規組成

手数料が予定通り計上できず、兼業事業においては主業務を信託事業へ移行したことによる売上規模の縮小によ

り、全体の売上高も減少しております。

② 売上原価

　　 当連結会計年度における売上原価は367,156千円（前年同期比19.8％減）となりました。これは、売上原価の発生が

比較的僅少な信託事業の比重が高まったことや出資損失負担金の計上が減少したことが主な要因です。

③ 販売費及び一般管理費

　　 当連結会計年度における販売費及び一般管理費は777,162千円（前年同期比10.0％増）となっております。これは

広告宣伝費が32,131千円増加したことが主な要因です。

④ 営業外収益

　　 当連結会計年度における営業外収益は21,004千円となっており、受取利息8,966千円及び匿名組合事業の利益の取

込み8,801千円が主なものです。

⑤ 営業外費用

　　 当連結会計年度における営業外費用は248,554千円となっており、支払利息5,592千円及び支払手数料53,123千円並

びに貸倒引当金繰入額185,073千円が主なものです。

　⑥ 特別損失

　　 当連結会計年度における特別損失は119,208千円となりました。その内訳は、投資有価証券評価損6,525千円、投資有

価証券売却損19,875千円、匿名組合財産補填損失88,445千円が主なものです。

　※「経営成績に関する分析」における前年同期の金額、前年同期比は、参考として記載しております。

　　　次期の見通しにつきましては、コンテンツ業界を取り巻く環境は引き続き微増であるものの、著作権信託の推進と

並行して、他の分野の信託案件についても積極的に取り組むことにより、受託財産額を着実に積み上げて利益確保

を図ってまいります。しかしながら、当社は平成21年６月18日に金融庁から信託業にかかる３ヶ月の業務停止処分

を受け、関東財務局より業務改善命令の行政処分を受けております。（重要な後発事象を参照）従いまして、兼業

部門について、利益率の高い業務に注力していく一方、従来の常識にとらわれることなく、大胆な発想で新規事業

にも取り組み、信託事業の落ち込みを最小限に食い止めるよう努めてまいります。
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　　　信託部門については、信託案件の組成に伴う手数料及び期間に応じた管理手数料を合わせた通期の信託報酬とし

ては360百万円を、売上総利益は332百万円をそれぞれ見込んでおります。兼業部門については、190百万円の売上高

と68百万円の売上総利益を見込んでおります。最終的には期末において営業損失、経常損失、当期純損失となる見

込みでございますが、同じ過ちが二度と起きないよう、内部管理態勢等、今後の回復の布石をうつべく施策を実行

してまいる所存でございます。
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第３【設備の状況】

１【設備投資等の概要】

　当連結会計年度において総額８百万円の設備投資を実施しており、内容は有形固定資産８百万円が主なものです。

２【主要な設備の状況】

(1）提出会社

　平成21年３月31日現在における事業所の設備及び従業員の配置は以下のとおりであります。

事業所名
（所在地）

事業の種類別セグメ
ントの名称

設備の内容

帳簿価額（千円）
従業員数
（人）

建物
工具、器具及
び備品

車両運搬具
ソフトウエア

　
合計

本社（東京都港区） 信託事業・兼業事業 本社機能 33 17,296 7,837 16,553 41,719
27

(10)

　（注）１．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

２．従業員数の（　）は、契約社員及び派遣社員数を外書しております。

３．主要な賃貸設備は以下のとおりです。

事業所名
（所在地）

事業の種類別セグメント
の名称

設備の内容 賃貸面積 月間賃借料

本社（東京都港区） 信託事業・兼業事業 事務所 648.59㎡ 5,064千円

（注）①　上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

②　月間賃借料には共益費が含まれております。

(2）国内子会社

　　　　該当事項はありません。

３【設備の新設、除却等の計画】

　平成21年３月31日現在において重要な設備の新設及び除却等の計画はありません。
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第４【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 1,600,000

計 1,600,000

②【発行済株式】

種類
事業年度末現在発行数

（株）
（平成21年3月31日）

提出日現在発行数
（株）

（平成21年6月30日）

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品
取引業協会名

内容

普通株式 484,670.00 594,233.00
東京証券取引所

（マザーズ）

完全議決権付株主の権利

に特に制限のない株式で

す。単元株制度は採用し

ておりません。

計 484,670.00 594,233.00 － －

　（注）「提出日現在発行数」欄には平成21年６月１日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発

行された株式数は、含まれておりません。
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（２）【新株予約権等の状況】

　平成13年改正旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づき発行した新株予約権は、次のとおりでありま

す。

①平成14年６月20日株主総会特別決議

 
事業年度末現在

（平成21年３月31日）
提出日の前月末現在
（平成21年５月31日）

新株予約権の数（個） 28 28

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） － －

新株予約権の目的となる株式の種類

　　　　　普通株式

完全議決権付株式で株主の権

利に特に制限のない株式です。

単元株制度は採用しておりま

せん。

　　　　　普通株式

完全議決権付株式で株主の権

利に特に制限のない株式です。

単元株制度は採用しておりま

せん。

新株予約権の目的となる株式の数（株）（注）２ 280 280

新株予約権の行使時の払込金額（円）（注）１ 20,958 20,958

新株予約権の行使期間
平成16年６月21日から

平成24年３月31日まで
同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の

株式の発行価格及び資本組入額（円）

発行価格　 20,958

資本組入額 10,479

発行価格　 20,958

資本組入額 10,479

新株予約権の行使の条件

相続、退職後の権利行使の可

否、権利喪失事由その他権利

行使の条件は、本総会決議お

よび取締役会決議に基づき、

当社と対象従業員との間で締

結する新株予約権付与契約に

定めるところによる。

同左

新株予約権の譲渡に関する事項
新株予約権を譲渡するときは

取締役会の承認を要する。
同左

代用払込みに関する事項 － －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事

項
－ －

（注）１．新株予約権行使時の払込金額は、株式の分割及び時価を下回る価格で新株を発行するときは、次の算式により

発行価格を調整し・調整により生ずる１円未満の端数はこれを切り上げる。

    
既発行株式数＋

新規発行株式数×1株当たり払込金

調整後発行価額 ＝ 調整前発行価額 ×
分割・新規発行前の株価

既発行株式数＋分割・新規発行による増加株式数

平成16年５月20日付の株式分割（１：５）及び平成17年11月18日付の株式分割（１：２）により行使時の払

込金額（発行価額）は20,958円になっております。

２．当初の新株予約権の目的となる株式の数は140株でありましたが、平成16年５月20日付の株式分割（１：５）

及び平成17年11月18日付の株式分割（１：２）により調整いたしております。なお、平成20年３月31日現在失

効した920株を除いております。
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②平成15年６月19日株主総会特別決議

 
事業年度末現在

（平成21年３月31日）
提出日の前月末現在
（平成21年５月31日）

新株予約権の数（個） 45 45

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） － －

新株予約権の目的となる株式の種類

　　　　　普通株式

完全議決権付株式で株主の権

利に特に制限のない株式です。

単元株制度は採用しておりま

せん。

　　　　　普通株式

完全議決権付株式で株主の権

利に特に制限のない株式です。

単元株制度は採用しておりま

せん。

新株予約権の目的となる株式の数（株）（注）２ 450 450

新株予約権の行使時の払込金額（円）（注）１ 14,560 14,560

新株予約権の行使期間
平成17年６月20日から

平成25年３月31日まで
同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の

株式の発行価格及び資本組入額（円）

発行価格　　　14,560

資本組入額　　 7,280

発行価格　　　14,560

資本組入額　　 7,280

新株予約権の行使の条件

相続、退職後の権利行使の可

否、権利喪失事由その他権利

行使の条件は、本総会決議お

よび取締役会決議に基づき、

当社と対象従業員との間で締

結する新株予約権付与契約に

定めるところによる。

同左

新株予約権の譲渡に関する事項
新株予約権を譲渡するときは

取締役会の承認を要する。
同左

代用払込みに関する事項 － －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事

項
－ －

（注）１．新株予約権行使時の払込金額は、株式の分割及び時価を下回る価格で新株を発行するときは、次の算式により

発行価格を調整し・調整により生ずる１円未満の端数はこれを切り上げる。

    
既発行株式数＋

新規発行株式数×1株当たり払込金

調整後発行価額 ＝ 調整前発行価額 ×
分割・新規発行前の株価

既発行株式数＋分割・新規発行による増加株式数

平成16年５月20日付の株式分割（１：５）及び平成17年11月18日付の株式分割（１：２）により行使時の払

込金額（発行価額）は14,560円になっております。

２．当初の新株予約権の目的となる株式の数は174株でありましたが、平成16年５月20日付の株式分割（１：５）

及び平成17年11月18日付の株式分割（１：２）により調整いたしております。なお、平成20年３月31日現在失

効した1,030株を除いております。
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③平成16年６月17日株主総会特別決議

 
事業年度末現在

（平成21年３月31日）
提出日の前月末現在
（平成21年５月31日）

新株予約権の数（個） 305 305

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） － －

新株予約権の目的となる株式の種類

　　　　　普通株式

完全議決権付株式で株主の権

利に特に制限のない株式です。

単元株制度は採用しておりま

せん。

　　　　　普通株式

完全議決権付株式で株主の権

利に特に制限のない株式です。

単元株制度は採用しておりま

せん。

新株予約権の目的となる株式の数（株）（注）２ 610 610

新株予約権の行使時の払込金額（円）（注）１ 60,500 60,500

新株予約権の行使期間
平成18年６月18日から

平成26年３月31日まで
同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の

株式の発行価格及び資本組入額（円）

発行価格　　　60,500

資本組入額　　30,250

発行価格　　　60,500

資本組入額　　30,250

新株予約権の行使の条件

相続、退職後の権利行使の可

否、権利喪失事由その他権利

行使の条件は、本総会決議お

よび取締役会決議に基づき、

当社と対象従業員との間で締

結する新株予約権付与契約に

定めるところによる。

同左

新株予約権の譲渡に関する事項
新株予約権を譲渡するときは

取締役会の承認を要する。
同左

代用払込みに関する事項 － －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事

項
－ －

（注）１．新株予約権行使時の払込金額は、株式の分割及び時価を下回る価格で新株を発行するときは、次の算式により

発行価格を調整し・調整により生ずる１円未満の端数はこれを切り上げる。

    
既発行株式数＋

新規発行株式数×1株当たり払込金

調整後発行価額 ＝ 調整前発行価額 ×
分割・新規発行前の株価

既発行株式数＋分割・新規発行による増加株式数

平成17年11月18日付の株式分割（１：２）により行使時の払込金額（発行価額）は60,500円となっておりま

す。

２．当初の新株予約権の目的となる株式の数は870株でありましたが、平成17年11月18日付の株式分割（１：２）

により調整いたしております。なお、平成20年３月31日現在失効した470株を除いております。
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④平成17年６月23日株主総会特別決議

 
事業年度末現在

（平成21年３月31日）
提出日の前月末現在
（平成21年５月31日）

新株予約権の数（個） 270 270

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） － －

新株予約権の目的となる株式の種類

　　　　普通株式

完全議決権付株式で株主の権

利に特に制限のない株式で

す。単元株制度は採用してお

りません。

　　　　　普通株式

完全議決権付株式で株主の権

利に特に制限のない株式です。

単元株制度は採用しておりま

せん。

新株予約権の目的となる株式の数（株）（注）２ 580 580

新株予約権の行使時の払込金額（円）（注）１ 158,393 158,393

新株予約権の行使期間
平成19年６月24日から

平成27年３月31日まで
同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の

株式の発行価格及び資本組入額（円）

発行価格　　 158,393

資本組入額　　79,196

発行価格　　 158,393

資本組入額　　79,196

新株予約権の行使の条件

相続、退職後の権利行使の可

否、権利喪失事由その他権利

行使の条件は、本総会決議お

よび取締役会決議に基づき、

当社と対象従業員との間で締

結する新株予約権付与契約に

定めるところによる。

同左

新株予約権の譲渡に関する事項
新株予約権を譲渡するときは

取締役会の承認を要する。
同左

代用払込みに関する事項 － －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事

項
－ －

（注）１．新株予約権行使時の払込金額は、株式の分割及び時価を下回る価格で新株を発行するときは、次の算式により

発行価格を調整し・調整により生ずる１円未満の端数はこれを切り上げる。

    
既発行株式数＋

新規発行株式数×1株当たり払込金

調整後発行価額 ＝ 調整前発行価額 ×
分割・新規発行前の株価

既発行株式数＋分割・新規発行による増加株式数

平成17年11月18日付の株式分割（１：２）により行使時の払込金額（発行価額）は158,393円となっておりま

す。

２．当初の新株予約権の目的となる株式の数は845株でありましたが、平成17年11月18日付の株式分割（１：２）

により調整いたしております。なお、平成19年３月31日現在失効した560株を除いております。
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（３）【ライツプランの内容】

 該当事項はありません。

（４）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式
総数増減数
（株）

発行済株式総
数残高（株）

資本金増減額
（千円）

資本金残高
（千円）

資本準備金増
減額（千円）

資本準備金残
高（千円）

平成16年５月20日
 （注）１

57,768 72,210 －　 －　 －　 －　

平成16年５月20日　
 （注）２

1,250 73,460 6,250 595,163 6,250 506,763

平成16年７月15日　
 （注）３

120 73,580 2,387 597,550 2,387 509,150

平成16年７月27日
 （注）３

50 73,630 1,047 598,598 1,047 510,198

平成16年12月10日
 （注）３

1,950 75,580 9,750 608,348 9,750 519,948

平成17年１月20日
 （注）３

800 76,380 4,000 612,348 4,000 523,948

平成17年３月４日
 （注）４

428.34 76,808.34 20,838 633,186 20,838 544,786

平成17年３月７日
 （注）５

100 76,908.34 1,457 634,643 1,457 546,243

平成17年３月25日
  （注）５

50 76,958.34 1,047 635,691 1,047 547,291

平成17年４月１日～
　平成18年３月31日

 （注）６

405 77,363.34 6,365 642,056 6,365 553,656

平成17年４月１日～
平成18年３月31日
  （注）７

18,058.17 95,421.51 880,000 1,522,056 880,000 1,433,656

平成17年11月18日
  （注）８

93,429.77 188,851.28 － － － －

平成17年４月１日～
　平成18年３月31日

  （注）９

19,190 208,041.28 750,854 2,272,911 750,854 2,184,511

平成18年４月１日～
　平成19年３月31日

　（注）10
130 208,171.28 4,696 2,277,607 4,696 2,189,207

平成19年４月１日～
　平成20年３月31日

　（注）10
270 208,441.28 2,425 2,280,032 2,425 2,191,632

平成20年５月20日　
　（注）11　

1,500 209,941.28 9,755 2,289,787 9,755 2,201,387

平成20年５月23日　
　（注）11　　

1,500 211,441.28 9,180 2,298,967 9,180 2,210,567

平成20年５月27日　
　（注）11　

1,500 212,941.28 8,817 2,307,784 8,817 2,219,384

平成20年５月30日　
　（注）11　　

1,500 214,441.28 8,297 2,316,081 8,297 2,227,681

平成20年６月２日　
　（注）11　　　

1,500 215,941.28 8,396 2,324,477 8,396 2,236,077

平成20年６月11日　
　（注）11　　　　

1,500 217,441.28 6,513 2,330,990 6,513 2,242,590

平成20年６月16日　
　（注）11　　

1,500 218,941.28 6,012 2,337,002 6,012 2,248,602

平成20年６月19日
　（注）11

1,500 220,441.28 5,992 2,342,994 5,992 2,254,594

平成20年８月５日　
　（注）11

3,000 223,441.28 7,278 2,350,272 7,278 2,261,872
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年月日
発行済株式
総数増減数
（株）

発行済株式総
数残高（株）

資本金増減額
（千円）

資本金残高
（千円）

資本準備金増
減額（千円）

資本準備金残
高（千円）

平成20年８月18日　
　（注）11

3,000 226,441.28 4,713 2,354,985 4,713 2,266,585

平成20年８月20日　
　（注）11

3,000 229,441.28 4,713 2,359,698 4,713 2,271,298

平成20年９月１日　
　（注）11

3,000 232,441.28 4,975 2,364,673 4,975 2,276,273

平成20年９月16日　
　（注）11

3,000 235,441.28 4,632 2,369,305 4,632 2,280,905

平成20年９月29日　
　（注）11

1,500 236,941.28 2,042 2,371,348 2,042 2,282,948

平成20年９月30日　
　（注）12

△0.28 236,941.00 － 2,371,348 － 2,282,948

平成20年12月19日　
  （注）13

247,729 484,670.00 192,237 2,563,585 192,237 2,475,185

　平成21年６月26日　
　（注）13

109,563 594,233.00 158,866 2,722,452 158,866 2,634,051

（注）１．平成16年３月31日現在の株主を対象として１株を５株とする株式分割を行っております。

　　　　２．ストックオプションの権利行使が行われ発行株式数が4,170株（払込金額46,870千円）増加し、払込金は資

　　　　　　本金及び資本準備金に２分の１ずつ組入れております。

　　　　３．ストックオプションの権利行使が行なわれ発行株式数が4,170株（払込金額46,870千円）増加し、払込金は

　　　　　　資本金及び資本準備金に2分の1ずつ組入れております。

４．転換社債型新株予約付社債の権利行使により発行株式数が388.34株（社債金額40,000千円）増加し、ストッ

クオプションの権利行使により発行株式数が40株（払込金額1,676千円）増加しております。社債金額及び払

込金額は資本金及び資本準備金に2分の1ずつ組入れております。なお、端株0.34株（36千円）は当社買取によ

り自己株式として計上しております。

５．ストックオプションの権利行使が行なわれ発行株式数が150株（払込金額5,010千円）増加し、払込金は資本

金及び資本準備金に2分の1ずつ組入れております。

６．ストックオプションの権利行使による増加であります。

７．転換社債型新株予約権付社債の権利行使による増加であります。

８．平成17年9月30日現在の株主を対象に１株を２株とする株式分割を行なっております。

９．第三者割当による新株予約権の権利行使（60個）による増加であります。

１０．ストックオプションの権利行使等による増加であります。

　　　１１．第三者割当による新株予約権の行使による増加であります。

　　　１２．自己株式の消却による減少であります。

　　　１３．第三者割当による新株式の発行による増加であります。

（５）【所有者別状況】

　 平成21年３月31日現在

区分

株式の状況

端株の状況
政府及び地方
公共団体

金融機関
金融商品取引
業者

その他の法人
外国法人等

個人その他 計
個人以外 個人

株主数（人） ー　 2 13 49 15 14 10,114 10,207 －

所有株式数(株) ー　 1,003 2,218 19,289 254,991 213 206,956 484,670   －　

所有株式数の

割合（％）
ー　 0.21 0.46 3.98 52.61 0.04 42.70 100.0 －

(注)１．自己株式18株は、「個人その他」に18株含まれております。

　　２．上記「その他の法人」には、証券保管振替機構名義の株式が29株含まれております。
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（６）【大株主の状況】

　 平成21年３月31日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
（株）

発行済株式総数
に対する所有株
式数の割合(％)

　イーエフジー　バンク　ホンコン　ゴー

ジャス　グレ－スインベストメンツ　リ

ミテッド

（常任代理人　株式会社三菱東京UFJ銀

行）

　　　　　（注）１

英領ヴァージン諸島トートラ

（東京都千代田区丸の内２丁目７－１）
247,729 51.11

トヨタ自動車株式会社

（常任代理人　資産管理サービス

信託銀行株式会社）

愛知県豊田市トヨタ町１

（東京都中央区晴海１丁目８-12）
16,000 3.30

　中丸　周一

　　　　　（注）２
埼玉県さいたま市 11,872 2.44

　石上　栄一

　　　　　（注）３
千葉県銚子市 4,250 0.87

　児島　敦子

　　　　　（注）４
神奈川県横浜市 3,197 0.65

　金子　富廣

　　　　　（注）５
東京都中野区 3,081 0.63

　鈴木　勝浩

　　　　　（注）６
静岡県浜松市 2,600 0.53

　青木　俊

　　　　　（注）７
千葉県柏市 2,325 0.47

斉藤　純雄 東京都江東区 2,100 0.43

　今枝　清光

　　　　　（注）８
愛知県一宮市 2,000 0.41

計 － 295,154 60.90

（注）１．前事業年度末では主要株主でなかったイーエフジー　バンク　ホンコン　ゴージャス　グレースインベストメ

　　　　ンツ　リミテッドは、当事業年度末では主要株主となっております。　

　　　２．前事業年度末では主要株主でなかった中丸周一氏は、当事業年度末では主要株主となっております。　

　　　３．前事業年度末では主要株主でなかった石上栄一氏は、当事業年度末では主要株主となっております。　

　　　４．前事業年度末では主要株主でなかった児島敦子氏は、当事業年度末では主要株主となっております。　

　　　５．前事業年度末では主要株主でなかった金子富廣氏は、当事業年度末では主要株主となっております。　

　　　６．前事業年度末では主要株主でなかった鈴木勝浩氏は、当事業年度末では主要株主となっております。　

　　　７．前事業年度末では主要株主でなかった青木俊氏は、当事業年度末では主要株主となっております。　

　　　８．前事業年度末では主要株主でなかった今枝清光氏は、当事業年度末では主要株主となっております。　
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（７）【議決権の状況】

①【発行済株式】

　 平成21年３月31日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 － － －

議決権制限株式（自己株式等） － － －

議決権制限株式（その他） － － －

完全議決権株式（自己株式等）
（自己保有株式）

　普通株式　　18　　　 
－ －

完全議決権株式（その他） 普通株式　　484,652　 484,652 －

端株 　　　　　 － － －

発行済株式総数 484,670.00 － －

総株主の議決権 － 484,652 －

　(注)「完全議決権株式（その他）」欄の普通株式には証券保管振替機構名義の株式が29株（議決権29個）含まれており

ます。

②【自己株式等】

　 平成21年３月31日現在

所有者の氏名又は名称 所有者の住所
自己名義所有
株式数（株）

他人名義所有
株式数（株）

所有株式数の
合計（株）

発行済株式総数
に対する所有株
式数の割合

（％）

ジャパン・デジタル・コ

ンテンツ信託株式会社

東京都港区虎ノ門四

丁目３番10号
18.0 　－ 18.0 0.00

計 － 18.0 　－　 18.0 0.01

（８）【ストックオプション制度の内容】

①　平成14年６月20日開催の定時株主総会において、当社の監査役２名と従業員11名に対して新株予約権を付与

することが決議されました。当該制度の内容は「（2）新株予約権等の状況」において記載しております。

②　平成15年６月19日開催の定時株主総会において、当社の取締役４名、監査役２名と従業員15名に対して新株予

約権を付与することが決議されました。当該制度の内容は「（2）新株予約権等の状況」において記載して

おります。

③　平成16年6月17日開催の定時株主総会において、当社の取締役４名、監査役３名と従業員17名に対して新株予

約権を付与することが決議されました。当該制度の内容は「（2）新株予約権等の状況」において記載して

おります。

④　平成17年６月23日開催の定時株主総会において、当社の取締役４名、監査役２名及び従業員22名に対して新株

予約権を付与することが決議されました。当該制度の内容は、「（2）新株予約権等の状況」において記載し

ております。
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２【自己株式の取得等の状況】

【株式の種類等】　該当事項はありません。

（１）【株主総会決議による取得の状況】

　該当事項はありません。

（２）【取締役会決議による取得の状況】

　該当事項はありません。

（３）【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

　該当事項はありません。

（４）【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

区分

当事業年度 当期間

株式数（株）
処分価額の総額
（円）

株式数（株）
処分価額の総額
（円）

引き受ける者の募集を行った取得自己株式 －　 －　 －　 －　

消却の処分を行った取得自己株式 0.28　 －　 0.28 －　

合併、株式交換、会社分割に係る移転を行った取得

自己株式
－　 －　 －　 －　

その他

(－)
－　 －　 －　 －　

保有自己株式数 18.00 　　　　　　－　 18.00 　　　　　　－　

３【配当政策】

当社は、株主に対する利益還元を重要な経営課題の一つとして位置付けております。また、当社の剰余金の配当は期

末配当の年１回を基本的な方針としておりますが、会社業績に応じた株主への利益還元を柔軟に実施するため、当社は

「取締役会の決議により、毎年９月30日を基準日としての最終の株主名簿に記載又は記録された株主又は登録株式質

権者に対し、中間配当を行うことができる。」旨定款に定めております。剰余金の配当の決定機関は、期末配当について

は株主総会、中間配当については取締役会であります。近い将来の配当金による株主への利益還元を考えております

が、平成21年3月期においては当期純損失を計上しているため、配当は行っておりません。

４【株価の推移】

（１）【最近５年間の事業年度別最高・最低株価】

回次 第10期 第11期 第12期 第13期 第14期

決算年月 平成17年３月 平成18年３月 平成19年３月 平成20年３月 平成21年３月

最高（円） 172,000
381,000

□145,000
92,700 91,100 15,740

最低（円） 47,800
108,000

□62,800
21,050 12,500 1,501

　（注）１．最高・最低株価は、東京証券取引所マザーズにおけるものであります。

２．□印は、株式分割による権利落後の最高・最低株価を示しております。

なお、第９期には平成16年３月31日現在の株主を対象として１株を５株とする株式分割を行っております。

第11期は、平成17年9月30日現在の株主を対象に１株を２株とする株式分割を行っております。

（２）【最近６月間の月別最高・最低株価】

月別 平成20年12月 平成21年1月 ２月 ３月 ４月 ５月

最高（円） 4,340 5,140 3,820 3,740 4,240 5,140

最低（円） 2,425 3,550 2,765 1,580 1,753 3,740

　（注）　最高・最低株価は、東京証券取引所マザーズにおけるものであります。
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５【役員の状況】

役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式数
（株）

取締役社長

(代表取締役)
 小田村　芳忠 昭和31年３月12日生

昭和53年４月 株式会社　阪急百貨店　入社

昭和60年８月 同社　開発部

平成４年４月 伊藤忠商事株式会社へ出向

海外建設部

平成８年９月 阪急百貨店　開発部

平成12年10月 フリースタイル・パートナーズ株

式会社　代表取締役

平成21年３月 当社　監査役

平成21年６月 当社　代表取締役社長（現任）

(注)３ －

取締役副社長

(代表取締役)
 伊藤　圭一 昭和39年７月13日生

平成13年４月 最高裁判所司法研修所　入所

平成14年10月 同研修　終了

平成14年11月 弁護士登録

平成16年１月 ちよだ総合法律事務所　代表弁護士

平成17年４月 ポラリス法律事務所　設立

代表弁護士（現任）

平成19年７月 株式会社シティガイアアセット代

表取締役（現任）

平成21年３月 当社　監査役

平成21年６月 当社　代表取締役副社長（現任）

(注)３ －

取締役  齊藤　勝久 昭和40年６月25日生

平成元年４月 株式会社マルナカ興産、株式会社フ

ロンティア開発　入社

平成９年４月 財団法人日本開発構想研究所研究

員

平成９年９月 株式会社シー・ティー・エム設立

ニューカインドインベストメント

社設立　代表取締役

平成15年７月 特定非営利活動法人特許・知的財

産取引機構（現　特定非営利活動法

人特許・知的財産取引機構）設立　

理事長（現任）

平成16年８月

平成21年６月

KOSCO株式会社　会長

当社　取締役（現任）

(注)３ 750

取締役　  岡田　馨　 昭和49年６月13日生　

平成11年４月 三菱信託銀行株式会社（現三菱Ｕ

ＦＪ信託銀行株式会社）入行　

平成18年４月 当社　入社　

平成19年４月 当社　信託運用第一部長　

平成20年６月 当社　取締役信託部信託運用担当兼

信託運用第一部長　

平成21年３月 当社　取締役信託運用担当　

平成21年６月 当社　代表取締役社長　

平成21年６月 当社　取締役信託運用担当（現任）

　

(注)２ －

取締役  鈴木　輝 昭和47年２月９日生

平成７年４月 ニチメン株式会社（現　双日株式会

社）入社

平成16年８月 当社　入社

平成19年４月 当社　信託運用第４部長

平成20年４月 当社　信託運用第３部長

平成20年11月 当社　信託運用第２部長兼信託支援

部長

平成21年３月 当社　信託運用部長

平成21年６月 当社　取締役信託運用部長（現任）

(注)３ －
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役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式数
（株）

取締役　 　　社外 山田　剛夫　 昭和13年８月３日生　

昭和36年４月 三井物産株式会社　入社　

昭和60年10月 香港三井物産株式会社　副社長　

平成２年４月 三井物産株式会社　本店市場資金部

長　

平成４年６月 同社　関西支社財務部長　

平成７年12月 三井リース事業株式会社　常務取締

役　

平成13年12月 同社　顧問　

平成19年６月 昭和ゴム株式会社　社外監査役　

平成20年６月 同社　退任　

平成20年11月 株式会社モンテブランコ・キャピ

タル　代表取締役　

平成20年11月 株式会社モンテブランコ・キャピ

タル　代表取締役　

平成21年６月 当社　取締役（現任）　

(注)３　 －

取締役　 　　社外 宮林　俊夫　 昭和18年11月５日生　

昭和43年４月 三井物産株式会社　入社　

平成２年６月 同社　本店市場資金部市場資金室長

　

平成８年６月 ヴェトナム三井物産株式会社　副総

経理　

平成11年９月 テクノレント株式会社　常務取締役

　

平成13年10月 セントラル警備保障株式会社　顧客

サービス部長　

平成21年６月 当社　取締役（現任）　

(注)３　 －

取締役　 　　社外 洞口　勝人　 昭和38年１月10日生　

昭和61年４月 日興證券株式会社入社。新宿支店営

業課長、本社リテール事業部課長な

どを歴任　

平成14年４月 同社　退社

フィナンシャルプランナーとして

独立　

平成16年５月 株式会社エイチ・ツー・オー総合

研究所　取締役（現任）　

平成21年６月 当社　取締役（現任）　

(注)３　 －

監査役　 　 常勤　 高野江　信一郎　 昭和９年11月17日生　

昭和42年６月 ＣＢＳソニーレコード㈱　入社　

昭和48年11月 ㈱ＣＢＳソニーファミリークラブ

取締役　

昭和53年11月 ㈱ソニークリエイティブプロダク

ツ　取締役　

昭和63年６月 ㈱日本レコード販売網　取締役　

平成５年３月 同社　代表取締役社長　

平成11年６月 同社　相談役　

平成12年６月 当社　監査役（現任）　

(注)１　 200

監査役 　　社外 高村　定憲 昭和35年12月14日生

平成10年４月 日本弁護士連合及び第二東京弁護

士会登録、弁護士業務開始

平成14年４月 高村法律事務所開業（現任）

平成21年３月 当社　監査役（現任）

(注)４　 －

監査役 　　社外 勝間田　栄三郎 昭和30年１月28日生

昭和53年４月 ソニー株式会社　入社

平成10年４月 デジタルメディアエンタティメン

ト株式会社出向　広告部長

平成12年４月 株式会社インタビューション出向

媒体本部テレビ部統括部長

平成13年７月 ソニーマーケティング株式会社広

告宣伝部門宣伝業務統括部長

平成16年４月 株式会社フロンテッジ出向　メディ

ア本部シニアディレクター兼Ｊ-Ｃ

ＡＭＭ事務局長

平成19年４月 ソニー・エクスプローラサイエン

ス館長職

平成21年６月 当社　監査役（現任）

(注)４ －

    計  950

（注）１．平成19年６月21日開催の定時株主総会の終結の時から４年間

　　　２．平成20年６月18日開催の定時株主総会の終結の時から２年間

３．平成21年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
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４．平成21年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から３年間
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６【コーポレート・ガバナンスの状況等】

（１）【コーポレート・ガバナンスの状況】

　（コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方）

当社は、コーポレート・ガバナンスを充実させ、経営の透明性と健全性を確保することを、経営上の重要課題として

位置付けております。このために、２名の社外監査役を含む監査役会を設置し、経営監視の機能強化を図っておりま

す。

また、企業倫理ならびに法令遵守意識を役員はもとより従業員に浸透させ未然に法令違反行為を防ぐ仕組みを構築

し、コンプライアンス体制を推進しております。

　 (1)　会社の機関の内容及び内部統制システムの整備の状況等

①　会社の機関の基本説明

　当社は監査役制度を採用しております。取締役会は、取締役８名で構成されており、原則として毎月第４木曜日に開

催され、重要事項は全て付議されております。また、監査役会は常勤監査役１名と社内監査役１名、社外監査役２名に

より構成されております。取締役会には監査役も毎回出席し、取締役の業務の執行状況を監視しております。なお、経

営体制強化のため、平成20年６月18日の株主総会において、監査役１名の増員を決議しております。

②　会社の機関・内部統制の関係図

　当社の会社の機関とコーポレートガバナンス体制は、以下のとおりであります。

③　会社の機関の内容及び内部統制システムの整備の状況

　当社の機関としては、会社の最高意思決定機関としての「株主総会」、業務執行に関する意思決定と取締役の監督・

監視の機関としての「取締役会」、業務執行と会社代表の機関としての「代表取締役」、そして監査・監視機関とし

て「監査役会」があります。
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組織管理規程で定めた会社としての決定機関（経営全般に関する事項については「常勤役員会」、内部統制システ

ムの運営に関する事項については「内部統制委員会」、信託業務の運営に関する事項については「管理委員会」、

TMF３中小企業コンテンツ制作支援ファンドの投融資に関する事項については「投資会議」、信託案件の受託可否に

関する事項については「受託審査会議」、その他の営業案件の推進に関する事項については「案件会議」）による付

議と職務権限に沿った「稟議制度」があり、常勤監査役及び内部監査部による定期的な各部門の業務内容に対する

「業務監査」が行われております。

また、会社業務の法務的な事項については、顧問弁護士に相談しております。

さらに、コンプライアンス面の強化を図るため、平成17年６月にコンプライアンス室を新設、平成18年5月にはコンプ

ライアンス及び法務全般を統括する法務部を新設しました。法令遵守及び社会倫理の遵守をあらゆる企業活動の前提

としていくことを社内に徹底していくとともに、法令上疑義のある行為について従業員が直接情報提供を行う手段と

して内部通報制度を導入しております。

④　内部監査及び監査役監査の状況

　当社の内部監査及び監査役監査の組織は、内部監査担当１名、常勤監査役１名、社外監査役２名となっております。

内部監査については、内部監査規程に基づき、定期的に全部門を対象に業務監査を実施しており、監査結果は代表取

締役社長に報告しております。

　監査役監査は、常勤監査役が取締役会をはじめ常勤役員会、投資会議及び案件会議その他の社内の重要な会議に出席

するほか、取締役からその職務の執行状況を聴取するとともに重要な決裁書類を閲覧し、全部門における業務及び財

産の状況の監査を行っております。

⑤　会計監査の状況

当社の会計監査業務を執行した公認会計士は、

　　公認会計士　近　　暁氏

　　公認会計士　稲森　信幸氏であります。

 

　　当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士７名、その他１名であります。審査体制として監査意見の表明　

　に先立ち、当社の監査に従事していない公認会計士による審査を受けております。

⑥　社外監査役との関係

　２名の社外監査役は、当社と資本的関係又は取引関係その他利害関係にある会社の取締役には就任しておりませ

ん。

(2）リスク管理体制の整備の状況

当社では、事業活動に潜在するリスクを洗い出し、想定されるリスクに対してはリスク管理規程において管理及び

対応に関する基本方針を定めるとともに、必要に応じて社内規程及びマニュアル等を作成し、社内に周知徹底するな

ど、その予防策を講じるよう努めております。また、リスクが顕在化した場合にも迅速に対応できるよう、対応マニュ

アルを作成するよう努めております。事案によっては代表取締役社長を最高責任者とする対策委員会を設置し、緊急

時に対応するほか、顧問弁護士からは、適時アドバイスを受ける体制をとっております。

(3）役員報酬の内容

当社の社内取締役に対する報酬は取締役８名で37,545千円、監査役２名に対する報酬は5,400千円であります。また、

社外監査役に対する報酬は監査役６名で6,100千円であり、社外取締役に対する報酬は支払っておりません。

なお、本有価証券報告書提出日現在の取締役は、３名、監査役４名（うち社外監査役は３名）であります。上記の取締

役および監査役の員数と相違しておりますのは、平成20年６月18日開催の第13回定時株主総会終結の時をもって退任

した取締役２名および監査役３名並びに平成21年４月６日付で辞任により退任した監査役１名が含まれているため

であります。

(4）取締役の定数

当社の取締役は10名以内とする旨定款に定めております。

 （5）取締役選任の決議要件

　　　当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権３分の１以上を有する株主が出

　　席し、その議決権の過半数をもって行う旨、定款に定めております。

 （6）株主総会の特別決議要件

　　　当社は、会社法第309条第２項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の

　　議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の３分の２以上をもって行う旨定款に定めております。こ

　　れは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするも

　　のであります。
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 （7）自己株式の取得

　　　当社は、自己株式の取得について、経済情勢の変化に対応して財務製作等の経営諸施設策を機動的に遂行すること

　　が可能になるよう、会社法第165条第２項の規程に基づき、取締役会の決議によって市場取引等により自己株式を取

　　得することができる旨、定款に定めております。
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(9）中間配当

当社は、株主への機動的な利益還元を行うため、会社法第454条第５項の規定により、取締役会の決議によって毎年

９月30日を基準日として、中間配当を行うことができる旨定款に定めております。

　(10)取締役および監査役の責任免除

　　　当社は、会社法第426条第１項の規定により、取締役会決議をもって同法第423条第１項の行為に関する取締役（取

　　締役であった者を含む。）および監査役（監査役であった者を含む。）の責任を法令の限度において免除することが

　　できる旨、定款に定めております。これは、取締役および監査役が職務を遂行するにあたり、その能力を十分に発揮

　　して、期待される役割を果たしうる環境を整備することを目的とするものであります。

　

　

（２）【監査報酬の内容等】

①【監査公認会計士等に対する報酬の内容】

区分

前連結会計年度 当連結会計年度

監査証明業務に基づく
報酬（千円）

非監査業務に基づく報
酬（千円）

監査証明業務に基づく
報酬（千円）

非監査業務に基づく報
酬（千円）

提出会社 24,000 － 45,000 －

連結子会社 1,500 － 750 －

計 25,500 － 45,750 －

②【その他重要な報酬の内容】

　該当事項はありません。

③【監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容】

　該当事項はありません。

④【監査報酬の決定方針】

　該当事項はありませんが、監査日程等を勘案した上で決定しております。
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第５【経理の状況】

１．連結財務諸表及び財務諸表の作成方法について

(1）当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和51年大蔵省令第28号。以

下「連結財務諸表規則」という。）に基づいて作成しております。

　なお、前連結会計年度（平成19年４月１日から平成20年３月31日まで）は、改正前の連結財務諸表規則に基づき、

当連結会計年度（平成20年４月１日から平成21年３月31日まで）は、改正後の連結財務諸表規則に基づいて作成し

ております。

(2）当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号。以下「財

務諸表等規則」という。）に基づいて作成しております。

　なお、前事業年度（平成19年４月１日から平成20年３月31日まで）は、改正前の財務諸表等規則に基づき、当事業

年度（平成20年４月１日から平成21年３月31日まで）は、改正後の財務諸表等規則に基づいて作成しております。

２．監査証明について

　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、前連結会計年度（平成19年４月１日から平成20年３月

31日まで）の連結財務諸表及び前事業年度（平成19年４月１日から平成20年３月31日まで）の財務諸表については、

公認会計士近暁及び公認会計士降籏京二により監査を受け、また当連結会計年度（平成20年４月１日から平成21年３

月31日まで）の連結財務諸表及び当事業年度（平成20年４月１日から平成21年３月31日まで）の財務諸表について

は、公認会計士近暁及び公認会計士稲森信幸により監査を受けております。

なお、当社の監査人は次のとおり異動しております。

前連結会計年度及び前事業年度　　公認会計士　近　暁、公認会計士　降籏　京二

当連結会計年度及び当事業年度　　公認会計士　近　暁、公認会計士　稲森　信幸

臨時報告書に記載した事項は次のとおりであります。

平成21年２月17日提出臨時報告書

(1)　異動に係る監査公認会計士等

①　退任する監査公認会計士等の氏名又は名称

名称　　　清友監査法人

事業所所在地　京都府京都市中京区烏丸通六角上ルWEST18　６階

業務執行社員　公認会計士　後藤　員久

　　　　　　　公認会計士　田口　邦宏

②　就任する監査公認会計士等の氏名又は名称

名称　　　公認会計士近事務所

事業所所在地　東京都渋谷区桜丘町９-17親和ビル４階

氏名　　　公認会計士　近　暁

名称　　　降籏公認会計士事務所

事業所所在地　東京都千代田区内神田３-４-11千代田共同ビル６階

氏名　　　公認会計士　降籏　京二

(2)　異動の年月日

平成21年２月12日

(3)　監査公認会計士等であった者が監査公認会計士等でなくなった場合（概要）

①　異動監査公認会計士等が直近において監査公認会計士等となった年月日

平成19年６月21日

②　異動監査公認会計士等が作成した監査報告書等における内容等

該当事項はありません。

③　異動の決定又は当該異動に至った理由及び経緯

当社の会計監査人である清友監査法人と、平成21年３月期第３四半期の会計監査にあたり、財務状況の把握

等に関して見解の相違が生じ、協議を重ねてまいりましたが、相互理解に至りませんでした。このため、当社

より同監査法人に対して監査契約解除の申し入れを行い、平成21年２月12日付で監査契約の解除について

合意し、取締役会において決議いたしました。

これに伴い、当社の会計監査人が不在になることを回避し、適正な監査業務が継続される体制を維持するた

め、平成21年２月12日開催の監査役会において公認会計士　近暁氏及び公認会計士　降籏京二氏を一時会計

監査人に選任いたしました。

④　③の理由及び経緯に対する監査報告書等の記載事項に係る退任する監査公認会計士等の意見
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該当事項はありません。

⑤　異動監査公認会計士等が上記④の意見を表明しない場合における理由等

該当事項はありません。

平成21年６月19日提出臨時報告書

(1)　異動に係る監査公認会計士等

①　退任する監査公認会計士等の氏名又は名称

名称　　　降籏公認会計士事務所

事業所所在地　東京都千代田区内神田３-４-11

業務執行社員　公認会計士　降籏　京二

②　就任する監査公認会計士等の氏名又は名称

名称　　　稲森公認会計士事務所

事業所所在地　東京都千代田区神田錦町１-14-11

氏名　　　公認会計士　稲森　信幸

(2)　異動の年月日

平成21年６月17日

(3)　監査公認会計士等であった者が監査公認会計士等でなくなった場合（概要）

①　異動監査公認会計士等が直近において提出会社の監査公認会計士等となった年月日

平成21年２月12日

②　異動監査公認会計士等が直近３年間に作成した監査報告書等における意見等に関する事項

該当事項はありません。

③　異動の決定又は当該異動に至った理由及び経緯

　平成21年６月10日開催の当社取締役会により第三者割当増資による新株式発行を決議し、同日に開示いた

しました「主要株主の異動に関するお知らせ」に記載されておりますとおり、「LAKEWOOD１号投資事業

組合」が当社の主要株主となる予定です。当社の一時会計監査人である公認会計士　降籏京二氏は、「

LAKEWOOD１号投資事業組合」の業務執行組合員である株式会社モンテブランコ・キャピタル（代表取

締役　山田剛夫）の税務顧問のメンバーファームであり、この結果、当社との間で、日本公認会計士協会倫理

規則第14条（独立性）に該当する可能性が生じました。このため同氏より当社に対して一時会計監査人辞

任の意向が伝えられ、平成21年６月17日付で監査契約の解除について合意し、取締役会において決議いたし

ました。

　これに伴い、当社の会計監査人が欠員になることを回避し、適正な監査業務が継続される体制を維持する

ため、平成21年６月17日開催の監査役会において公認会計士　稲森信幸氏を一時会計監査人に選任し、就任

の応諾をいただきました。

④　上記③の理由及び経緯に対する監査報告書等の記載事項に係る異動監査公認会計士等の意見

該当事項はありません。

⑤　異動監査公認会計士等が上記④の意見を表明しない場合における理由等

該当事項はありません。
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１【連結財務諸表等】
（１）【連結財務諸表】
①【連結貸借対照表】

(単位：千円)

前連結会計年度
(平成20年３月31日)

当連結会計年度
(平成21年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 ※2
 283,524 67,996

売掛金 40,659 8,664

信託未収収益 17,164 63,695

営業投資有価証券 ※1
 168,771

※1
 161,110

たな卸資産 18,780 ※4
 5,263

短期貸付金 450,790 138,015

1年内回収予定の役員貸付金 － 20,000

その他 45,886 49,424

貸倒引当金 △138,541 △94,165

流動資産合計 887,037 420,006

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 333 333

減価償却累計額 △300 △300

建物及び構築物（純額） 33 33

工具、器具及び備品 49,286 50,089

減価償却累計額 △18,157 △32,793

工具、器具及び備品（純額） 31,129 17,296

車両運搬具 － 8,119

減価償却累計額 － △282

車両運搬具（純額） － 7,837

有形固定資産合計 31,162 25,166

無形固定資産

ソフトウエア 21,669 16,553

その他 1,530 1,379

無形固定資産合計 23,200 17,932

投資その他の資産

投資有価証券 ※1
 45,432

※1
 436

出資金 36,411 33,000

長期貸付金 － 216,101

敷金及び保証金 － 60,111

破産更生債権等 － 521,702

その他 114,303 22,519

貸倒引当金 △21,197 △732,409

投資その他の資産合計 174,950 121,463

固定資産合計 229,313 164,563

資産合計 1,116,350 584,569
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(単位：千円)

前連結会計年度
(平成20年３月31日)

当連結会計年度
(平成21年３月31日)

負債の部

流動負債

買掛金 65,165 5,681

短期借入金 90,000 76,217

未払金 70,724 152,390

預り金 － 164,570

未払法人税等 5,652 7,266

組合出資預り金 8,168 8,168

その他 17,558 15,952

流動負債合計 257,270 430,249

固定負債

持分法適用に伴う負債 120,000 －

固定負債合計 120,000 －

負債合計 377,270 430,249

純資産の部

株主資本

資本金 2,280,032 2,563,585

資本剰余金 2,191,632 2,475,185

利益剰余金 △4,082,995 △5,019,867

自己株式 △2,038 △2,007

株主資本合計 386,631 16,896

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △1,340 －

評価・換算差額等合計 △1,340 －

少数株主持分 353,788 137,423

純資産合計 739,079 154,319

負債純資産合計 1,116,350 584,569
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②【連結損益計算書】
(単位：千円)

前連結会計年度
(自　平成19年４月１日
　至　平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成20年４月１日
　至　平成21年３月31日)

売上高 719,491 491,015

売上原価 ※1
 457,968

※1
 367,156

売上総利益 261,522 123,859

販売費及び一般管理費 ※2
 706,299

※2
 777,162

営業損失（△） △444,777 △653,302

営業外収益

受取利息 9,576 8,966

匿名組合損益分配額 10,066 8,801

雑収入 2,479 3,236

営業外収益合計 22,122 21,004

営業外費用

支払利息 11,025 5,592

株式交付費 － 2,929

持分法投資損失 1,834 228

新株発行費償却 4,706 －

支払手数料 46,850 53,123

貸倒引当金繰入額 － 185,073

雑損失 824 1,606

営業外費用合計 65,241 248,554

経常損失（△） △487,896 △880,852

特別利益

貸倒引当金戻入額 9,929 －

新株予約権戻入益 12,500 －

出資金償還益 15,000 －

前期損益修正益 － －

固定資産売却益 3,816 －

特別利益合計 41,246 －

特別損失

投資有価証券評価損 95,100 6,525

投資有価証券売却損 － 19,875

たな卸資産評価損 22,080 －

貸倒引当金繰入額 31,150 －

持分法投資損失 423,164 －

匿名組合財産補填損失 － ※3
 88,445

和解金 － 4,361

循環取引損失 10,950 －

特別損失合計 582,445 119,208

税金等調整前当期純損失（△） △1,029,095 △1,000,060

法人税、住民税及び事業税 950 950

法人税等合計 950 950
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(単位：千円)

前連結会計年度
(自　平成19年４月１日
　至　平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成20年４月１日
　至　平成21年３月31日)

少数株主損失（△） △27,086 △64,169

当期純損失（△） △1,002,959 △936,841
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③【連結株主資本等変動計算書】
(単位：千円)

前連結会計年度
(自　平成19年４月１日
　至　平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成20年４月１日
　至　平成21年３月31日)

株主資本

資本金

前期末残高 2,277,607 2,280,032

当期変動額

新株の発行 2,425 283,553

当期変動額合計 2,425 283,553

当期末残高 2,280,032 2,563,585

資本剰余金

前期末残高 2,189,207 2,191,632

当期変動額

新株の発行 2,425 283,553

当期変動額合計 2,425 283,553

当期末残高 2,191,632 2,475,185

利益剰余金

前期末残高 △3,080,004 △4,082,995

当期変動額

連結除外による減少 △31 －

自己株式の消却 － △31

当期純損失（△） △1,002,959 △936,841

当期変動額合計 △1,002,991 △936,872

当期末残高 △4,082,995 △5,019,867

自己株式

前期末残高 △2,038 △2,038

当期変動額

自己株式の消却 － 31

当期変動額合計 － 31

当期末残高 △2,038 △2,007

株主資本合計

前期末残高 1,384,772 386,631

当期変動額

連結除外による減少 △31 －

新株の発行 4,850 567,106

当期純損失（△） △1,002,959 △936,841

当期変動額合計 △998,141 △369,735

当期末残高 386,631 16,896

EDINET提出書類

ジャパン・デジタル・コンテンツ信託株式会社(E05152)

有価証券報告書

 40/107



(単位：千円)

前連結会計年度
(自　平成19年４月１日
　至　平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成20年４月１日
　至　平成21年３月31日)

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金

前期末残高 △473 △1,340

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

△867 1,340

当期変動額合計 △867 1,340

当期末残高 △1,340 －

評価・換算差額等合計

前期末残高 △473 △1,340

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

△867 1,340

当期変動額合計 △867 1,340

当期末残高 △1,340 －

新株予約権

前期末残高 12,500 －

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △12,500 －

当期変動額合計 △12,500 －

当期末残高 － －

少数株主持分

前期末残高 371,774 353,788

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △17,986 △216,365

当期変動額合計 △17,986 △216,365

当期末残高 353,788 137,423

純資産合計

前期末残高 1,768,574 739,079

当期変動額

連結除外による減少 △31 －

新株の発行 4,850 567,106

当期純損失（△） △1,002,959 △936,841

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △31,354 △215,025

当期変動額合計 △1,029,495 △584,760

当期末残高 739,079 154,319
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④【連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)

前連結会計年度
(自　平成19年４月１日
　至　平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成20年４月１日
　至　平成21年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純損失（△） △1,029,095 △1,000,060

減価償却費 21,908 21,669

株式交付費 － 2,929

出資金評価損 － 1,357

持分法投資損失 424,998 228

新株予約権戻入益 △12,500 －

出資金償還益 △15,000 －

固定資産売却損益（△は益） △3,816 －

貸倒引当金の増減額（△は減少） 24,212 266,335

受取利息 △9,576 △8,966

支払利息 11,025 5,592

匿名組合損益分配額 △10,066 －

投資有価証券評価損益（△は益） 95,100 6,525

投資有価証券売却損 － 19,875

売上債権の増減額（△は増加） 46,117 21,730

信託未収収益の増加額 △1,395 △46,530

たな卸資産の増減額（△は増加） 13,844 13,517

営業投資有価証券の増減額（△は増加） 222,333 7,660

仕入債務の増減額（△は減少） 37,559 △59,483

組合出資預り金の減少額 △1,522 －

預り金の増減額 － 151,787

その他流動資産の増減額 － △22,086

その他流動負債の増減額 － 96,297

その他 53,454 10,900

小計 △132,418 △510,719

利息及び配当金の受取額 13,052 6,814

利息の支払額 △11,025 △5,027

法人税等の支払額 △948 △9,917

営業活動によるキャッシュ・フロー △131,339 △518,849

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出 △40,356 △3,990

固定資産の売却による収入 30,000 －

無形固定資産の取得による支出 △11,599 △480

投資有価証券の売却による収入 － 14,374

貸付けによる支出 △721,670 △230,460

貸付金の回収による収入 659,161 242,671

投資有価証券及び出資金回収による収入 50,915 688

その他 － 1,414

投資活動によるキャッシュ・フロー △33,550 24,218
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(単位：千円)

前連結会計年度
(自　平成19年４月１日
　至　平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成20年４月１日
　至　平成21年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少） △380,000 △13,782

長期借入金の返済による支出 △300,000 －

株式の発行による収入 4,850 561,677

新株予約権の発行による収入 － 11,760

少数株主からの払込みによる収入 10,000 －

新株予約権買取による支出 － △9,160

子会社清算による支出 － △151,392

財務活動によるキャッシュ・フロー △665,150 399,102

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △830,040 △95,528

現金及び現金同等物の期首残高 993,596 ※1
 163,524

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 △31 －

現金及び現金同等物の期末残高 ※1
 163,524

※1
 67,996
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【継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況】

前連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日）

当社グループは、前々連結会計年度744,317千円、前連結

会計年度586,568千円、当連結会計年度444,777千円と大幅

な営業損失を計上しております。また、営業キャッシュ・

フローも131,339千円のマイナスとなり、手許流動性が悪

化しております。当該状況により、継続企業の前提に関す

る重要な疑義が存在しています。

当該状況は、主として業務拡大に伴う人件費・経費の

増加、匿名組合等の出資に係る損失・評価損の取込、及び

貸付金等の融資と当該貸付金に対する貸倒引当金の計上

により生じたものであります。

当社グループは、当該状況を解消すべく、平成20年４月

24日開催の取締役会で決議しました第６回及び第７回新

株予約権の発行により当該引受権者の権利行使を通じて

資本増強を図り、信託会社としての財務基盤を強化する

とともに、手許流動性の確保と有利子負債の削減を図り

ます。また、信託部門での優秀な人材の確保やシステム強

化等の先行投資を行い、信託事業の拡充と収益拡大を実

現させます。さらには、販売費及び一般管理費の削減と利

益率向上のための経営構造改革を断行し、利益計上体質

への改善を図っていく計画であります。

　連結財務諸表は継続企業を前提として作成しており、こ

のような疑義の影響を連結財務諸表には反映しておりま

せん。

当社グループは、前連結会計年度までの４連結会計年

度に引き続き、当連結会計年度においても636,326千円の

営業損失を計上しております。また、営業活動による

キャッシュ・フローも前連結会計年度に引き続き、当連

結会計年度も518,849千円のマイナスとなりました。当該

状況により、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせる

ような状況が存在しております。

当社グループは、重要な後発事象にありますとおり、平

成21年６月18日付で金融庁より３ヶ月間の一部業務停止

命令、関東財務局より業務改善命令を受けております。こ

れに対し同年６月25日、受益者保護のために必要な対応

の速やかな実施や、内部管理態勢の整備、信託財産の保全

と分別管理の徹底等を内容とする業務改善計画書を関東

財務局に提出いたしました。現在、改善計画に沿って業務

の改善を遂行中でありますが、今後の計画の進捗によっ

ては、信託免許の維持に関するリスクが存在します。

　また、当社株式は現在、東京証券取引所の監理銘柄（審

査中）に指定されており、審査の結果によっては上場廃

止になる可能性があります。　

そこで、当社グループは、平成21年６月26日付で第三者

割当により新株式を発行し、700,004千円の資金調達を行

う予定でおりましたが、同日にて適時開示しましたとお

り、業務改善計画の受理に関する開示が遅れたことによ

り、新株の割当先からの払込みが一部間に合わず、予定額

を下回る317,732千円のみの資金調達を行うに留まりまし

た。予定調達額の不足分につきましては、平成21年6月29

日付で今回増資の割当先であるLAKEWOOD１号投資事

業組合およびTEARS INVESTMENTS PTE LTD よりそれ

ぞれ160,002千円、140,000千円の合計300,002千円を借り入

ることにより確保いたしました。また、これに加えて、平

成21年７月中に、第三者割当による新株式発行による

500,000千円の資金調達を行い、信託会社としての財務基

盤を強化するとともに、手許資金の確保を行う予定でご

ざいます。

　また、経営陣の一新により過去の経営体質との決別を図

り、人的構成の抜本的な見直し、法令等遵守態勢及び内部

管理態勢の整備・強化を実現させます。

経営基盤を強固なものにした上で、事業を利益率の高

い信託部門に集中するとともに、既存事業については大

幅な見直しを実施、信託事業を中心とした事業の拡充と

収益拡大を目指します。さらには、販売費及び一般管理費

の削減と利益率向上のための経営構造改革を断行し、利

益計上体質への改善を図っていく計画であります。

しかし、これらの対応策を講じたとしても、業務停止期

間の延長や免許取消の可能性があるほか、今後のファイ

ナンスが確実に実行されるかどうか、あるいは計画どお

りに収益があげられるかどうかについては不透明であ

り、現時点では継続企業の前提に関する重要な不確実性

が認められます。

　連結財務諸表は継続企業を前提として作成しており、継

続企業の前提に関する重要な不確実性の影響を連結財務

諸表に反映しておりません。
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【連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項】

項目
前連結会計年度

（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日）

１．連結の範囲に関する事項 (1）連結子会社の数　　　　　　　２社

主要な連結子会社の名称

・投資事業有限責任組合第２東京マルチ

メディアファンド

・ＴＭＦ３投資事業有限責任組合中小企

業コンテンツ制作支援ファンド

ユビキャスト匿名組合事業は、合計の

総資産、売上高、当期純損益及び利益剰

余金（持分に見合う額）等が、いずれも

連結財務諸表に重要な影響を及ぼすこ

とが無くなったため連結の範囲から除

外することにいたしました。

日本デジタルリンク匿名組合事業は、

当連結会計年度において匿名組合契約

を終了したため、当連結会計年度末にお

いて連結の範囲から除外しております。

なお、損益については連結しておりま

す。

(1）連結子会社の数　　　　　　　１社

主要な連結子会社の名称

・ＴＭＦ３投資事業有限責任組合中小企

業コンテンツ制作支援ファンド

投資事業有限責任組合第２東京マル

チメディアファンドは、期間満了により

業務が終了し、第１四半期連結会計期間

中において清算を行ったことにより、総

資産、売上高、当期純損益及び利益剰余

金（持分に見合う額）等が、いずれも連

結財務諸表に重要な影響を及ぼすこと

が無くなったため連結の範囲から除外

することにいたしました。

 (2）主要な非連結子会社の名称

・ケイジェイ・プロジェクト匿名組合

事業

(2）主要な非連結子会社の名称

同左

 連結の範囲から除いた理由

　非連結子会社８社は、いずれも小規模

会社等であり、合計の総資産、売上高、当

期純損益及び利益剰余金（持分に見合

う額）等は、いずれも連結財務諸表に重

要な影響を及ぼしていないためであり

ます。

連結の範囲から除いた理由

　非連結子会社４社は、いずれも小規模

会社等であり、合計の総資産、売上高、当

期純損益及び利益剰余金（持分に見合

う額）等は、いずれも連結財務諸表に重

要な影響を及ぼしていないためであり

ます。
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項目
前連結会計年度

（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日）

２．持分法の適用に関する事

項

(1）持分法を適用した非連結子会社の数

　１社

(1）持分法を適用した非連結子会社の数

　１社

 持分法を適用した関連会社の数

　１社

持分法を適用した関連会社の数

　１社

 主要な会社等の名称

・ケイジェイ・プロジェクト匿名組合事

業

・MPLCジャパン株式会社

主要な会社等の名称

・ケイジェイ・プロジェクト匿名組合事

業

・MPLCジャパン株式会社

 (2）持分法を適用しない非連結子会社の

うち主要な会社等の名称

・株式会社日本デジタルリンク

(2）持分法を適用しない非連結子会社の

うち主要な会社等の名称

・有限会社ケイジェイプロジェクト

 (3）持分法を適用しない理由

持分法非適用会社４社は、それぞれ当

期純損益及び利益剰余金等に及ぼす影

響が軽微であり、かつ全体としても重要

性がないためであります。

(3）持分法を適用しない理由

持分法非適用会社３社は、当期純損益

及び利益剰余金等に及ぼす影響が軽微

であり、かつ全体としても重要性がない

ためであります。

３．連結子会社の決算日等に

関する事項

連結子会社のうち、投資事業有限責任組

合第２東京マルチメディアファンドの決

算日は、12月31日であります。連結財務諸

表の作成にあたっては、同日現在の財務諸

表を使用し、連結決算日との間に生じた重

要な取引については、連結上必要な調整を

行っております。

連結子会社決算日は、連結決算日と一致

しております。
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項目
前連結会計年度

（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日）

４．会計処理基準に関する事

項

  

(1）重要な資産の評価基準

及び評価方法

①　有価証券

その他有価証券

時価のあるもの

連結決算日の市場価格等に基づく

時価法（評価差額は全部純資産直入

法により処理し、売却原価は移動平均

法により算定）を採用しております。

①　有価証券

その他有価証券

時価のあるもの

同左

 時価のないもの

移動平均法による原価法を採用し

ております。

なお、投資事業有限責任組合及びそ

れに類する組合への出資（金融商品

取引法第２条第２項により有価証券

とみなされるもの）については、組合

契約に規定される決算報告日に応じ

て入手可能な最近の決算書等を基礎

とし、持分相当額を純額で取込む方法

によっております。

時価のないもの

同左

 ②　たな卸資産

仕掛品・製品

個別法による原価法を採用しており

ます。

②　たな卸資産

仕掛品・製品

　個別法による原価法（貸借対照表価額

は収益性の低下に基づく簿価切下げの方

法により算定）を採用しております。

(2）重要な減価償却資産の

減価償却の方法

①　有形固定資産

定率法を採用しております。

　（会計方針の変更）

　当連結会計年度から法人税法の改正に

伴い、平成19年４月１日以降取得の有形

固定資産については、改正後の法人税法

に規定する償却方法に、変更しておりま

す。これに伴う営業利益、経常利益及び

税金等調整前当期純利益に与える影響

は軽微であります。

①　有形固定資産（リース資産を除く）

同左

 ②　無形固定資産

　定額法を採用しております。

　なお、自社利用のソフトウェアについ

ては、社内における利用可能期間（５

年）に基づく定額法を採用しておりま

す。

②　無形固定資産（リース資産を除く）

同左

 ③　長期前払費用

　定額法を採用しております。

③　長期前払費用

同左
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項目
前連結会計年度

（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日）

(3）重要な引当金の計上基

準

貸倒引当金

　債権の貸倒れに備えて、一般債権につ

いては貸倒実績率により計上しており、

貸倒懸念債権等特定の債権については

個別に回収可能性を勘案し、回収不能見

込額を計上しております。

貸倒引当金

同左

(4）重要なリース取引の処

理方法

　リース物件の所有権が借主に移転する

と認められるもの以外のファイナンス

・リース取引については、通常の賃貸借

取引に係る方法に準じた会計処理に

よっております。

――――――　

(5）重要なヘッジ会計の方

法

①　ヘッジ会計の方法

　金利スワップについては特例処理の要

件を満たしておりますので特例処理を

採用しております。

――――――

　

 ②　ヘッジ手段とヘッジ対象

（ヘッジ手段）

金利スワップ

（ヘッジ対象）

借入金の利息

――――――

　

 ③　ヘッジ方針

　借入金の金利変動リスクを回避する目

的で行っております。

――――――

　

 ④　ヘッジ有効性評価の方法

　金利スワップの特例処理の要件を満た

しているため、有効性の判定を省略して

おります。

――――――

　

(6）その他連結財務諸表作

成のための重要な事項

消費税等の会計処理

　消費税及び地方消費税の会計処理は税

抜方式によっております。

消費税等の会計処理

同左

５．連結子会社の資産及び負

債の評価に関する事項

　連結子会社の資産及び負債の評価につい

ては、全面時価評価法を採用しておりま

す。

同左

６．連結キャッシュ・フロー

計算書における資金の範囲

　手許現金、随時引き出し可能な預金及び

容易に換金可能であり、かつ、価値の変動

について僅少なリスクしか負わない取得

日から３ヶ月以内に償還期限の到来する

短期投資からなっております。

同左
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【連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更】

前連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日）

―――――― （棚卸資産の評価に関する会計基準）

　「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第

９号　平成18年７月５日公表分）を当連結会計年度から適

用し、評価基準については個別法による原価法（貸借対照

表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により

算定）に変更しております。

　これによる損益への影響は軽微であります。

（リース取引に関する会計基準）

　所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従来、

賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっておりまし

たが、当連結会計年度より「リース取引に関する会計基準」

（企業会計基準13号（平成５年６月17日（企業会計審議会

第一部会）、平成19年３月30日改正））および「リース取引

に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第

16号（平成６年１月18日（日本公認会計士協会会計制度委

員会）、平成19年３月30日改正））を適用し、通常の売買取

引に係る方法に準じた会計処理によっております。

　これによる損益への影響はありません。

【表示方法の変更】

前連結会計年度
（平成20年３月31日）

当連結会計年度
（平成21年３月31日）

（連結貸借対照表）

「未払金」は、前連結会計年度末は、流動負債の「その

他」に含めて表示しておりましたが、当連結会計年度末に

おいて資産の総額の100分の５を超えたため区分掲記しま

した。

なお、前連結会計年度末の「未払金」の金額は13,679千

円であります。

（連結貸借対照表）

　「敷金及び保証金」は、前連結会計年度末は、流動資産の投

資その他の資産「その他」に含めて表示しておりましたが、

当連結会計年度末において資産の総額の100分の５を超えた

ため区分掲記しました。 

　なお、前連結会計年度末の「敷金及び保証金」の金額は

59,872千円であります。

　「破産更生債権等」は、前連結会計年度末は、流動資産の投

資その他の資産「その他」に含めて表示しておりましたが、

当連結会計年度末において資産の総額の100分の５を超えた

ため区分掲記しました。 

　なお、前連結会計年度末の「破産更生債権等」の金額はあ

りません。

　「預り金」は、前連結会計年度末は、流動負債の「その他」

に含めて表示しておりましたが、当連結会計年度末において

資産の総額の100分の５を超えたため区分掲記しました。 

　なお、前連結会計年度末の「預り金」の金額は12,782千円で

あります。
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【注記事項】

（連結貸借対照表関係）

前連結会計年度
（平成20年３月31日）

当連結会計年度
（平成21年３月31日）

※１．非連結子会社及び関連会社に対するものは次のと

おりであります。

※１．非連結子会社及び関連会社に対するものは次のと

おりであります。

営業投資有価証券（その他） 53,681千円

投資有価証券（株式） 665千円

投資有価証券（その他） 170千円

営業投資有価証券（その他） 38,217千円

投資有価証券（株式） 487千円

※２．担保資産

関連会社株式会社九天社の金融機関からの借入金

に対し、定期預金120,000千円を担保として差し入れて

おります。

また、株式会社りそな銀行からの借入金90,000千円

に対し、ジェット証券株式会社の株式1,100株（34,100

千円）を担保として差し入れております。

※２．　　　　　　　――――――

　３．偶発債務（保証債務）

下記の取引先の特定プログラムの権利に対する債

務について保証を行っております。

　３．偶発債務（保証債務）

下記の取引先の特定プログラムの権利に対する債

務について保証を行っております。

株式会社メビウス 54,768千円 株式会社メビウス及び

株式会社アイアンドシー

 

50,568千円

　

　

※４.　たな卸資産の内訳は、次のとおりであります。

製品　　　　　　　　　　　　　　　5,263千円
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（連結損益計算書関係）

前連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日）

※１．売上原価には、営業投資有価証券から生じた費用の

金額が83,160千円含まれております。

※１．売上原価には、営業投資有価証券から生じた費用の

金額が116,713千円含まれております。

※２．販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額

は次のとおりであります。

※２．販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額

は次のとおりであります。

支払手数料 183,843千円

従業員給与手当 194,456千円

役員報酬 63,424千円

賃借料 64,851千円

減価償却費 21,659千円

支払手数料        167,956千円

従業員給与手当        195,434千円

役員報酬       49,045千円

賃借料       63,321千円

広告宣伝費        33,761千円

減価償却費 21,669千円　

貸倒引当金繰入額 　88,123千円

※３．　　　　　　　―――――― ※３．「信託型『ベトナム未公開株ファンド』第１号」

に関する匿名組合出資金のうち、元従業員の不正流用

による損失額を補填するため、社内調査の結果把握し

た金額であります。

（連結株主資本等変動計算書関係）

前連結会計年度（自平成19年４月１日　至平成20年３月31日）

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

 
前連結会計年度末
株式数（株）

当連結会計年度増
加株式数（株）

当連結会計年度減
少株式数（株）

当連結会計年度末
株式数（株）

発行済株式
208,171.28 270 － 208,441.28

普通株式

自己株式
18.28 － － 18.28

普通株式

（注）　普通株式の発行済株式数の増加270株は、ストック・オプションの行使による増加であります。

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

内訳　

新株予約権
の目的とな
る株式の種
類

新株予約権の目的となる株式の数（株） 当連結会計
年度期末残
高
（千円）

摘要
前連結会計年
度末株式数

当連結会計年
度増加株式数

当連結会計年
度減少株式数

当連結会計年
度期末株式数

　平成17年11月25

日決議第三者割当

による新株予約権

普通株式 41,051 － 41,051 － － 注

（注）１．平成17年11月25日決議第三者割当による新株予約権の目的となる株式数の減少41,051株は、行使に関する

割当先との契約期間満了に伴う新株予約権の失効によるものであります。

３．配当に関する事項

　該当事項はありません。

当連結会計年度（自平成20年４月１日　至平成21年３月31日）

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

 
前連結会計年度末
株式数（株）

当連結会計年度増
加株式数（株）

当連結会計年度減
少株式数（株）

当連結会計年度末
株式数（株）

発行済株式
208,441.28 276,229.00 0.28 484,670.00

普通株式　（注）１.

自己株式
18.28 － 0.28 18.00

普通株式　（注）２.

（注）１．普通株式の発行済株式数の増加276,229株は、平成20年４月24日決議の第三者割当による新株予約権の行使

による増加12,000株、平成20年７月16日決議の第三者割当による新株予約権の行使による増加16,500株及び

平成20年11月28日決議の第三者割当による新株発行による増加247,729株であります。
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（注）２．自己株式の減少0.28株は、消却によるものであります。

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

内訳

新株予約権
の目的とな
る株式の種
類

新株予約権の目的となる株式の数（株） 当連結会計
年度期末残
高
（千円）

摘要
前連結会計年
度末株式数

当連結会計年
度増加株式数

当連結会計年
度減少株式数

当連結会計年
度期末株式数

平成20年４月24日

決議第三者割当に

よる新株予約権

普通株式 － 60,000 60,000 － － 注１.

平成20年７月16日

決議第三者割当に

よる新株予約権

普通株式　 － 60,000 60,000 － － 注２.　

（注）１．平成20年４月24日決議第三者割当による新株予約権の目的となる株式数の減少60,000株は、行使による減

少12,000株及び契約に基づき当社が買取り自己新株予約権として消却した48,000株によるものであります。

（注）２．平成20年４月24日決議第三者割当による新株予約権の目的となる株式数の減少60,000株は、行使による減

少16,500株及び契約に基づき当社が買取り自己新株予約権として消却した43,500株によるものであります。

３．配当に関する事項

　該当事項はありません。

（連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日）

※１．現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表

に掲記されている科目の金額との関係

※１．現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表

に掲記されている科目の金額との関係

（平成20年３月31日現在） （平成21年３月31日現在）

現金及び預金勘定 283,524千円

拘束性預金 △120,000千円

現金及び現金同等物 163,524千円

現金及び預金勘定        67,996千円

現金及び現金同等物        67,996千円

２．　　　　　　　　―――――― ２．重要な非資金取引の内容

　担保に提供していた資産のうち借入先が破産法の規定　　

による破産手続開始の決定を受けたため、担保権が行使さ

れたもの　　　　　120,000千円
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（リース取引関係）

前連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日）

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの

以外のファイナンス・リース取引

　───────

（借主側） 　

１．リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額

及び期末残高相当額

　

 
取得価額相
当額
（千円）

減価償却累
計額相当額
（千円）

期末残高相
当額
（千円）

工具器具備品 10,281 8,725 1,556

合計 10,281 8,725 1,556

 

２．未経過リース料期末残高相当額 　

１年内 1,667千円

１年超 －千円

 1,667千円

 

３．支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額 　

支払リース料 2,452千円

減価償却費相当額 1,984千円

支払利息相当額 104千円

 

４．減価償却費相当額の算定方法

　リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額

法によっております。

　

　

５．利息相当額の算定方法

　リース料総額とリース物件の取得価額相当額との差額

を利息相当額とし、各期への配分方法については、利息

法によっております。

　

　

（貸主側） 　

未経過リース料期末残高相当額 　

１年以内 1,641千円

１年超 －千円

合計 1,641千円

 

（注）上記はすべて転貸リース取引に係る貸主側の未経

過リース料期末残高相当額であります。

なお、当該転貸リース取引はおおむね同一の条件で

第三者にリースしているのでほぼ同額の残高が上

記の借主側の未経過リース料期末残高相当額に含

まれております。
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（有価証券関係）

前連結会計年度（平成20年３月31日）

１．その他有価証券で時価のあるもの

 種類 取得原価（千円）
連結貸借対照表計上額

（千円）
差額（千円）

連結貸借対照表計

上額が取得原価を

超えないもの

その他（証券投

資信託）
5,150 3,809 △1,340

合計 5,150 3,809 △1,340

２．時価評価されていない主な有価証券の内容

 連結貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券  

非上場株式 40,625

匿名組合出資 115,251

当連結会計年度（平成21年３月31日）

１．当連結会計年度中に売却したその他有価証券（自　平成20年４月１日　至　平成21年３月31日）

取得原価（千円） 売却益の合計額（千円） 売却損の合計額（千円）

21,150 － 19,875

２．時価評価されていない主な有価証券の内容

 連結貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券 　

匿名組合出資 96,353

信託受益権 24,670
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（デリバティブ取引関係）

前連結会計年度（自平成19年４月１日　至平成20年３月31日）

　該当事項はありません。

　金利スワップ取引を行っておりますが、ヘッジ会計（特例処理）を採用しておりますので、注記の対象から除い

ております。

１．取引の状況に関する事項

(1）取引の内容

　利用しているデリバティブは、金利スワップ取引であります。

(2）取引に対する取組方針

　当社のデリバティブ取引は、将来の金利の変動によるリスクを回避することを目的としており、投機的な

取引は行わない方針であります。

(3）当社の利用目的

　当社のデリバティブ取引は、借入金利の将来の金利市場における利率上昇による変動リスクを回避する

目的で利用しております。

　なお、デリバティブ取引を利用してヘッジ会計を行っております。ただし、特例処理の要件を満たす場合

には特例処理を適用しております。

(4）取引に係るリスクの内容

①　市場リスク

　金利スワップ取引は、市場金利の変動によるリスクを有しております。

②　信用リスク

　信用度の高い金融機関を相手としてデリバティブを行っており、相手先の契約不履行に係る信用リス

クは低いと判断しております。

(5）取引に係るリスク管理体制

　デリバティブ取引の執行・管理については、取引権限及び取引限度額を定めた社内ルールに従い、管理部

門が決裁者の承認を得て行っております。

当連結会計年度（自平成20年４月１日　至平成21年３月31日）

　該当事項はありません。

（退職給付関係）

前連結会計年度（自平成19年４月１日　至平成20年３月31日）

　該当事項はありません。

当連結会計年度（自平成20年４月１日　至平成21年３月31日）

　該当事項はありません。

（ストック・オプション等関係）

前連結会計年度（自平成19年４月１日　至平成20年３月31日）

１．ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況

(1）ストック・オプションの内容

 
平成14年

ストック・オプション
平成15年

ストック・オプション
平成16年

ストック・オプション
平成17年

ストック・オプション

付与対象者の区分及

び数

当社監査役　　２名

当社従業員　　11名

当社取締役　　４名

当社監査役　　２名

当社従業員　　15名

当社取締役　　４名

当社監査役　　３名

当社従業員　　17名

当社取締役　　４名

当社監査役　　２名

当社従業員　　22名

ストック・オプショ

ン数（注）

普通株式140株

（分割後1,400株）

普通株式174株

（分割後1,740株）

普通株式870株

（分割後1,740株）

普通株式845株

（分割後1,690株）

付与日 平成14年６月20日 平成15年７月24日 平成16年７月22日 平成17年８月29日
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平成14年

ストック・オプション
平成15年

ストック・オプション
平成16年

ストック・オプション
平成17年

ストック・オプション

権利確定条件

付与日（平成14年６

月20日）以降、権利確

定日（平成16年６月

20日）まで継続して

勤務していること。

付与日（平成15年７

月24日）以降、権利確

定日（平成17年６月

19日）まで継続して

勤務していること。

付与日（平成16年７

月22日）以降、権利確

定日（平成18年６月

17日）まで継続して

勤務していること。

付与日（平成17年８

月29日）以降、権利確

定日（平成19年６月

23日）まで継続して

勤務していること。

対象勤務期間

２年（自　平成14年６

月20日　至　平成16年

６月20日）

１年11ヶ月（自　平成

15年７月24日　至　平

成17年６月19日）

１年11ヶ月（自　平成

16年７月22日　至　平

成18年６月17日）

１年10ヶ月（自　平成

17年８月29日　至　平

成19年６月23日）

権利行使期間

平成16年６月21日か

ら平成24年３月31

日）まで。

平成17年６月20日か

ら平成25年３月31

日）まで。

平成18年６月18日か

ら平成26年３月31

日）まで。

平成19年６月24日か

ら平成27年３月31

日）まで。

　（注）　（　）は、平成16年５月20日に１株を５株に、平成17年11月18日に１株を２株にそれぞれ株式分割しているため、

当該分割割合を乗じて記載しております。
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(2）ストック・オプションの規模及びその変動状況

　当連結会計年度において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数につい

ては、株式数に換算して記載しております。

①　ストック・オプションの数

  
平成14年

ストック・オプ
ション

平成15年
ストック・オプ
ション

平成16年
ストック・オプ
ション

平成17年
ストック・オプ
ション

権利確定前 （株）     

前連結会計年度末  － － － 1,310

付与  － － － －

失効  － － － －

権利確定  － － － 1,310

未確定残  － － － －

権利確定後 （株）     

前連結会計年度末  480 960 1,400 －

権利確定  － －  1,310

権利行使  － 250 20 －

失効  － － 110 180

未行使残  480 710 1,270 1,130

②　単価情報

  
平成14年

ストック・オプ
ション

平成15年
ストック・オプ
ション

平成16年
ストック・オプ
ション

平成17年
ストック・オプ
ション

権利行使価格 （円） 20,958 14,560 60,500 158,393

行使時平均株価 （円） － 71,400 42,750 －

公正な評価単価（付

与日）
（円） － － － －

当連結会計年度（自平成20年４月１日　至平成21年３月31日）

１．ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況

(1）ストック・オプションの内容

 
平成14年

ストック・オプション
平成15年

ストック・オプション
平成16年

ストック・オプション
平成17年

ストック・オプション

付与対象者の区分及

び数

当社監査役　　２名

当社従業員　　11名

当社取締役　　４名

当社監査役　　２名

当社従業員　　15名

当社取締役　　４名

当社監査役　　３名

当社従業員　　17名

当社取締役　　４名

当社監査役　　２名

当社従業員　　22名

ストック・オプショ

ン数（注）

普通株式140株

（分割後1,400株）

普通株式174株

（分割後1,740株）

普通株式870株

（分割後1,740株）

普通株式845株

（分割後1,690株）

付与日 平成14年６月20日 平成15年７月24日 平成16年７月22日 平成17年８月29日

権利確定条件

付与日（平成14年６

月20日）以降、権利確

定日（平成16年６月

20日）まで継続して

勤務していること。

付与日（平成15年７

月24日）以降、権利確

定日（平成17年６月

19日）まで継続して

勤務していること。

付与日（平成16年７

月22日）以降、権利確

定日（平成18年６月

17日）まで継続して

勤務していること。

付与日（平成17年８

月29日）以降、権利確

定日（平成19年６月

23日）まで継続して

勤務していること。

対象勤務期間

２年（自　平成14年６

月20日　至　平成16年

６月20日）

１年11ヶ月（自　平成

15年７月24日　至　平

成17年６月19日）

１年11ヶ月（自　平成

16年７月22日　至　平

成18年６月17日）

１年10ヶ月（自　平成

17年８月29日　至　平

成19年６月23日）
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平成14年

ストック・オプション
平成15年

ストック・オプション
平成16年

ストック・オプション
平成17年

ストック・オプション

権利行使期間

平成16年６月21日か

ら平成24年３月31

日）まで。

平成17年６月20日か

ら平成25年３月31

日）まで。

平成18年６月18日か

ら平成26年３月31

日）まで。

平成19年６月24日か

ら平成27年３月31

日）まで。

　（注）　（　）は、平成16年５月20日に１株を５株に、平成17年11月18日に１株を２株にそれぞれ株式分割しているため、

当該分割割合を乗じて記載しております。

(2）ストック・オプションの規模及びその変動状況

　当連結会計年度において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数につい

ては、株式数に換算して記載しております。

①　ストック・オプションの数

  
平成14年

ストック・オプ
ション

平成15年
ストック・オプ
ション

平成16年
ストック・オプ
ション

平成17年
ストック・オプ
ション

権利確定前 （株）     

前連結会計年度末  － － － －

付与  － － － －

失効  － － － －

権利確定  － － － －

未確定残  － － － －

権利確定後 （株）     

前連結会計年度末  480 710 1,270 1,130

権利確定  － －  －

権利行使  － － － －

失効  200 260 660 550

未行使残  280 450 610 580

②　単価情報

  
平成14年

ストック・オプ
ション

平成15年
ストック・オプ
ション

平成16年
ストック・オプ
ション

平成17年
ストック・オプ
ション

権利行使価格 （円） 20,958 14,560 60,500 158,393

行使時平均株価 （円） － － － －

公正な評価単価（付

与日）
（円） － － － －

EDINET提出書類

ジャパン・デジタル・コンテンツ信託株式会社(E05152)

有価証券報告書

 58/107



（税効果会計関係）

前連結会計年度
（平成20年３月31日現在）

当連結会計年度
（平成21年３月31日現在）

繰延税金資産および繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳

繰延税金資産および繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳

繰延税金資産（流動）  

貸倒引当金損金算入限度超過額 321,709千円

たな卸資産評価損 42,844千円

未払事業税否認 1,913千円

その他 △454千円

計 366,013千円

繰延税金資産（固定）  

税務上の繰越欠損金 1,179,310千円

貸倒引当金損金算入限度超過額 8,627千円

投資有価証券評価損 16,520千円

減損損失 18,346千円

債務保証損失引当金否認 105,820千円

計 1,328,624千円

繰延税金資産小計 1,694,638千円

評価性引当金 △1,694,638千円

繰延税金資産合計 －千円

繰延税金資産（流動）  

貸倒引当金損金算入限度超過額    5,093千円

たな卸資産評価損   42,844千円

出資損失負担金 30,058千円　

未払事業税否認  2,393千円

消費税差額    △56千円

計   80,333千円

繰延税金資産（固定）  

税務上の繰越欠損金 1,584,103千円

貸倒引当金損金算入限度超過額  342,844千円

投資有価証券評価損   13,583千円

匿名組合財産補填損失否認  35,997千円

減損損失   1,678千円

制作費償却超過額    697千円

計    1,978,905千円

繰延税金資産小計    2,059,239千円

評価性引当金  △2,059,239千円

繰延税金資産合計 －千円

法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳

前連結会計年度（平成20年３月31日現在）

　税金等調整前当期純損失を計上しているため記載しておりません。

当連結会計年度（平成21年３月31日現在）

　税金等調整前当期純損失を計上しているため記載しておりません。
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（セグメント情報）

【事業の種類別セグメント情報】

前連結会計年度（自平成19年４月１日　至平成20年３月31日）

 
信託事業
（千円）

兼業事業
（千円）

計
（千円）

消去又は全社
（千円）

連結
（千円）

Ⅰ　売上高及び営業損益      

売上高      

(1)外部顧客に対する売上高 408,336 311,154 719,491 － 719,491

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高
－ － － － －

計 408,336 311,154 719,491 － 719,491

営業費用 359,178 610,746 969,924 194,343 1,164,268

営業利益又は営業損失（△） 49,157 △299,591 △250,433 (194,343) △444,777

Ⅱ　資産、減価償却費及び資本的

支出
     

　　資産 73,856 792,052 865,908 250,441 1,116,350

　　減価償却費 7,455 9,889 17,345 4,563 21,908

　　資本的支出 12,187 14,932 27,119 24,836 51,956

（注）１．事業の区分は、内部管理上採用している区分によっております。

２．前連結会計年度においては、連結子会社であった株式会社バズスタイルが行うハードウェアセールス事業を

「その他の事業」として区分しておりましたが、平成19年３月に同社の全株式及び事業を譲渡したため、当連結会

計年度より「その他の事業」を種類別セグメントより除外しました。

３．各区分の主な事業内容

(1）信託事業

著作権等の知的財産権をはじめ、金銭、金銭債権、有価証券、動産を対象とする信託事業を行っております。

(2）兼業事業

デジタルコンテンツ業界における広範かつ多種多様なアレンジメント業務を行っております。

４．営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用（194,343千円）の主なものは、親会社の総務部

門等管理部門に係る費用であります。

５．資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産（250,441千円）の主なものは、親会社の運転資金（現預

金）、長期投資資金（投資有価証券）及び管理部門に係る資産等であります。

当連結会計年度（自平成20年４月１日　至平成21年３月31日）

 
信託事業
（千円）

兼業事業
（千円）

計
（千円）

消去又は全社
（千円）

連結
（千円）

Ⅰ　売上高及び営業損益      

売上高      

(1)外部顧客に対する売上高 294,979 196,036 491,015 － 491,015

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高
－ － － － －

計 294,979 196,036 491,015 － 491,015

営業費用 204,445 686,252 890,697 253,620 1,144,317

営業利益又は営業損失（△） 90,534 △490,216 △399,682 (253,620) △653,302

Ⅱ　資産、減価償却費及び資本的

支出
     

　　資産 116,101 335,685 451,787 132,782 584,569

　　減価償却費 8,068 7,039 15,108 6,561 21,669
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信託事業
（千円）

兼業事業
（千円）

計
（千円）

消去又は全社
（千円）

連結
（千円）

　　資本的支出 646 951 1,597 887 2,484

（注）１．事業の区分は、内部管理上採用している区分によっております。

 ２．各区分の主な事業内容

(1）信託事業

著作権等の知的財産権をはじめ、金銭、金銭債権、有価証券、動産を対象とする信託事業を行っております。

(2）兼業事業

コンテンツ業界における広範かつ多種多様なアレンジメント業務を行っております。

３．営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用（253,620千円）の主なものは、親会社の総務・

経理部門等の管理部門に係る費用であります。

４．資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産（132,782千円）の主なものは、親会社の運転資金（現預金）

及び管理部門に係る資産等であります。

【所在地別セグメント情報】

前連結会計年度（自平成19年４月１日　至平成20年３月31日）

　本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び重要な在外支店がないため、記載を省略しております。

当連結会計年度（自平成20年４月１日　至平成21年３月31日）

　本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び重要な在外支店がないため、記載を省略しております。

【海外売上高】

前連結会計年度（自平成19年４月１日　至平成20年３月31日）

　海外売上高がないため、記載を省略しております。

当連結会計年度（自平成20年４月１日　至平成21年３月31日）

　海外売上高がないため、記載を省略しております。
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【関連当事者との取引】

前連結会計年度（自平成19年４月１日　至平成20年３月31日）

(1）役員及び個人主要株主等

属性 氏名 住所
資本金又
は出資金

(千円)

事業の内容
又は職業

議決権等
の所有
(被所有)
割合(％)

関係内容

取引の内容
取引金額
（千円）

科目
期末残高
（千円）役員の

兼任等
事業上
の関係

役員

土井宏文 － －

代表取締役

社長

(被所有)

直接

3.83%

－ －

金銭の貸付

(注）1
－

役員長期

貸付金
20,000

当社銀行借入

に対する被担

保提供

（注）2

90,000 － －

当社代表取

締役社長

知的財産権

投資協議会

事務局長

知的財産権投

資協議会から

の金銭の借入

（注）3

12,000
短期借入

金
－

高野江信一郎 － － 監査役

(被所有)

直接

0.09%

－ －
金銭の借入

（注）3
30,000

短期借入

金
－

（注）１．金銭の貸付については、市場金利を勘案して決定しており、返済条件は期間５年、利率3.0％としております。

２．当社は、銀行借入（90,000千円）に当たり土井宏文から有価証券の担保提供を受けております。被担保提供料は

支払っておりません。

３．金銭の借入については、市場金利を勘案して利率を決定しております。

(2）子会社等

属性 会社等の名称 住所
資本金又
は出資金

(千円)

事業の内
容又は職
業

議決権等
の所有
(被所有)
割合(％)

関係内容

取引の内容
取引金額
（千円）

科目
期末残高
（千円）役員の

兼任等
事業上
の関係

関連会社

㈱九天社
東京都中

央区
90,000 出版業

(所有)

直接

20.3％

－
業務支

援

金銭の貸付

(注）1
391,400

短期貸付

金
391,400

担保提供

(注）2
120,000 － －

(有)エスイー

プロジェクト

東京都港

区
3,000

著作権等

への投資
－ －

匿名組

合出資

金銭の借入

(注）1
44,500

短期借入

金
－

（注）１．金銭の貸付及び借入については市場金利を勘案して利率を決定しております。

２．金融機関からの借入に対し、担保の提供を行ったものであり、担保提供の取引金額は、当連結会計年度の末日現

在の債務残高であります。

【関連当事者情報】

当連結会計年度（自平成20年４月１日　至平成21年３月31日）

１．関連当事者との取引

(1）連結財務諸表提出会社の非連結子会社及び関連会社等

種類
会社等の名
称又は氏名

所在地
資本金又
は出資金
（百万円）

事業の内
容又は職
業

議決権等
の所有
（被所
有）割合
（％）

関連当事
者との関
係　

取引の内容
取引金額
（百万円）

科目
期末残高
（百万円）

非連結　　

子会社

有限会社エ

スイープロ

ジェクト　

東京都港

区　
3,000

著作権等

への投資

（所有）　

関連　100　
　－

金銭の借入

(注)2
87,300 短期借入金 2,800

非連結　

子会社

音楽著作権

管理ソフト

ウェアファ

ンド　

東京都港

区
33,000

ソフト

ウェア開

発への投

資

9.09
業務執行

組合員　

金銭の借入

(注)2
10,000 短期借入金 10,000

非連結

子会社

有限会社ケ

イジェイプ

ロジェクト　

東京都港

区　
300

著作権等

への投資

（所有）　

間接　100
－

金銭の借入

(注)2
4,500 短期借入金 4,500

　（注）１．有限会社エスイープロジェクト及び有限会社ケイジェイプロジェクトは、当社が100％出資している社団法人

デジタルコンテンツエージェンシーの子会社であります。

２．金銭の借入については、市場金利を勘案して利率を決定しております。
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(2) 連結財務諸表提出会社の役員及び主要株主（個人の場合に限る。）等

種類
会社等の
名称又は
氏名

所在地
資本金又
は出資金
（百万円）

事業の内
容又は職
業

議決権等
の所有
（被所
有）割合
（％）

関連当事
者との関
係

取引の内容
取引金額
（百万円）

科目
期末残高
（百万円）

役員　
土井宏文

　
－ －　

　取締役
（被被所）

直接 0.21　

金銭の貸付
金銭の貸付

(注）1　
－

１年以内返

済予定役員

長期貸付金

20,000

金銭の借入
金銭の借入

（注）2
22,000

短期借入金

　
22,000

当社取締

役

知的財産

権投資協

議会事務

局長

ー　 金銭の借入

知的財産権投

資協議会から

の金銭の借入

（注）2　

12,000
短期借入金

　
12,000

　役員 平田　充　 －　 －
代表取締

役
ー　 金銭の仮払

金銭の仮払

（注）3
13,690 　仮払金 13,690

　（注）１．金銭の貸付については、市場金利を勘案して決定しており、返済期間は５年、利率3.0％としております。

２．金銭の借入については、市場金利を勘案して利率を決定しております。

３．取締役会の承認を得ていない金員の費消の一部であり、内容については調査中であります。

（追加情報）

　　　当連結会計年度より、「関連当事者の開示に関する会計基準」（企業会計基準第11号　平成18年10月17日）及び「関連

当事者の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第13号　平成18年10月17日）を適用しておりま

す。

　　　なお、これによる開示対象範囲の変更はありません。

　　２．親会社又は重要な関連会社との取引

　　  (1) 親会社情報

　　      GORGEOUS GRACE INVESTMENTS LTD
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（１株当たり情報）

前連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日）

１株当たり純資産額 1,848円60銭

１株当たり当期純損失金額 4,815円27銭

１株当たり純資産額     34円 86銭

１株当たり当期純損失金額     3,146円77銭

　なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につい

ては、１株当たり当期純損失が計上されているため記載し

ておりません。

　なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につい

ては、１株当たり当期純損失が計上されているため記載し

ておりません。

　（注）１．１株当たり当期純損失金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
前連結会計年度

（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日）

当期純損失（千円） 1,002,959 936,841

普通株主に帰属しない金額（千円） － －

普通株式に係る当期純損失（千円） 1,002,959 936,841

期中平均株式数 208,287.08株           297,715株

希薄化効果を有しないため、潜在株式

調整後１株当たり当期純利益の算定

に含めなかった潜在株式の概要

第１回新株予約権（第３回ストック

・オプション）

平成14年６月20日定時株主総会決議

（予約権の数48個）

第２回新株予約権（第４回ストック

・オプション）　

平成15年６月19日定時株主総会決議

（予約権の数71個）

第３回新株予約権（第５回ストック

・オプション）　　

平成16年６月17日定時株主総会決議

（予約権の数635個）

第４回新株予約権（第６回ストック

・オプション）　

平成17年６月23日定時株主総会決議

（予約権の数565個）

第１回新株予約権（第３回ストック

・オプション）

平成14年６月20日定時株主総会決議

（予約権の数28個）

第２回新株予約権（第４回ストック

・オプション）

平成15年６月19日定時株主総会決議

（予約権の数45個）　

第３回新株予約権（第５回ストック

・オプション）

平成16年６月17日定時株主総会決議

（予約権の数305個）　

第４回新株予約権（第６回ストック

・オプション）

平成17年６月23日定時株主総会決議

（予約権の数270個）　

（注）２．１株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
前連結会計年度

(自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日)

純資産の部の合計額（千円） 739,079 154,319

純資産の部の合計金額から控除する

金額　（千円）
353,788 137,423

（うち新株予約権） （　－） （　－）　

（うち少数株主持分） (353,788) (134,723)

普通株式に係る期末の純資産額

（千円）
385,291 16,896

１株当たり純資産額の算定に用いら

れた期末の普通株式数
208,423株        484,652株
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（重要な後発事象）

前連結会計年度
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

１．平成20年４月24日開催の当社取締役会において、第三

者割当による第６回及び第７回新株予約権の発行につい

て決議しております。

　内容は以下のとおりであります。

i．第６回新株予約権

(1)新株予約権の名称

　ジャパン・デジタル・コンテンツ信託株式会社第６回新

株予約権

(2)新株予約権の数　30個

(3)新株予約権の払込金額

新株予約権１個当たり211,500円（総額6,345,000円）

(4)申込期間　平成20年５月13日

(5)割当日　平成20年５月13日

(6)申込期日　平成20年５月13日

(7)募集の方法

　第三者割当の方法により、Derivative Arbitrage Fund 

L.P.（デリバティブ・アービットラージ・ファンド・

エル・ピー）に全ての新株予約権を割り当てる。

(8)新株予約権の目的である株式の種類及び種類ごとの数

の算定方法

　本新株予約権の目的である株式の種類および総数は当社

普通株式45,000株とする（本新株予約権１個の目的であ

る株式の数（以下「割当株式数」という。）は、1,500株

とする。）。

(9)当初の行使価額　14,828円（平成20年４月23日の終値の

110％）

(10)行使価額の修正

　行使請求の効力発生日の前日までの３連続取引日の終値

平均値の90％に修正される。なお、下限行使価額は6,740

円とする。

(11)行使期間

平成20年５月14日から平成22年５月13日

(12)取得条項

　当社は、残存する本新株予約権の一部又は全部を、本新株

予約権１個当たり、払込金額と同額で取得することがで

きる。

(13)譲渡制限

　本新株予約権の譲渡については、当社取締役会の承認を要

する。

(14)行使制限

　当社取締役会の決定により、平成20年５月14日から平成22

年３月13日までの期間においては、随時、何回でも、割当

先が本新株予約権の行使をすることができない期間を設

けることができる。

１．第三者割当による新株式の発行

　平成21年６月10日開催の当社取締役会において、第三者割

当による新株式発行について決議し、平成21年６月26日に

払込が終了しましたが、当初の割当予定株数241,381株（発

行総額700,004,900円）を下回る109,563株（発行価額

317,732,700円）の払込みがあり、残りの131,818株につきま

しては失権となりました。割当先及び割当株式数は、

LAKEWOOD１号投資事業組合が82,758株（当初予定

137,932株）、TEARS INVESTMENT HOLDINGS PTE LTDが

9,290株（当初予定68,966株）、

STAR GATE INVESTMENT HOLDINGS LTDが17,515株（当

初予定34,483株）となりました。

　これは、当社が平成21年6月18日に金融庁長官から３ヶ月

の一部業務停止命令、関東財務局長から業務改善命令を受

けたことに伴い、業務改善計画を関東財務局長に６月25日

に提出したところ、その情報開示が平成21年６月26日14時

にずれ込んだことにより、割当先の最終判断を遅らせるこ

ととなり、失権せざるを得ないとの連絡を受けたものであ

ります。なお、平成21年６月18日開示の「金融庁からの３ヶ

月業務停止命令、関東財務局からの業務改善命令につい

て」で、各割当先からは、予定どおり払い込みを行う旨、確

認いたしましたが、業務改善計画の受理に関する開示が遅

れ、その確認を待っていた割当先からの一部払込みが間に

合いませんでした。

　また、払込みをいただいた割当先及び原始委託者は、すべ

て適格性の調査で問題がございませんでしたが、失権と

なった原始委託者の一部の適格性については、調査が終了

しませんでした。

　今回の増資により調達した資金（手取金）につきまして

は、当初は、自社運営ファンドを含む取引先等への借入金の

返済や未払金の支払等の債務返済のために5億4,000万円程

度、今後の当社の安定的な事業運営を行っていくために経

常的に発生する運転資金として9,000万円程度それぞれ充当

する予定でありましたが、一部失権により予定調達額に不

足が生じましたので、割当先のLAKEWOOD１号投資事業組

合とTEARS INVESTMENTS PTE LTDより平成21年６月29

日付で３億円の借入を実行いたしました。これにより、当初

予定していた調達額をほぼ確保することができました。ま

た、当社は信託免許要件である純資産１億円（単体）を割

り込み、債務超過となっておりましたが、今回の増資により

純資産１億円を回復いたしました。借入金の概要は下記の

とおりです。

＜長期借入金の概要＞　

(1)借入先と借入金額

　 LAKEWOOD１号投資事業組合　     　　160,002,800円

　 TEARS INVESTMENT HOLDINGS PTE LTD　140,000,000

円

(2)借入額　　　300,002,800円

(3)利率　　　　９％（年利）

(4)借入実行日　平成21年６月29日
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前連結会計年度
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

(15)買取請求

　割当先は、本新株予約権の行使価額が下限行使価額を下

回った場合、当社に対して、残存する本新株予約権の全

部の取得を請求することができる。この場合、当社は、当

該新株予約権の取得と引き換えに、本新株予約権１個当

たり、払込金額と同額を交付する。

ii．第７回新株予約権

(1)新株予約権の名称

　ジャパン・デジタル・コンテンツ信託株式会社第７回新

株予約権

(2)新株予約権の数　10個

(3)新株予約権の払込金額

新株予約権１個当たり211,500円（総額2,115,000円）

(4)申込期間　平成20年５月13日

(5)割当日　平成20年５月13日

(6)申込期日　平成20年５月13日

(7)募集の方法

第三者割当の方法により、NDC Risk Hedge Fund(エヌ・

ディー・シー・リスク・ヘッジ・ファンド）に全ての新

株予約権を割り当てる。

(8)新株予約権の目的である株式の種類及び種類ごとの数

の算定方法

　本新株予約権の目的である株式の種類および総数は当社

普通株式15,000株とする（本新株予約権１個の目的であ

る株式の数（以下「割当株式数」という。）は、1,500株

とする。）。

(9)当初の行使価額　14,828円（平成20年４月23日の終値の

110％）

(10)行使価額の修正

　行使請求の効力発生日の前日までの３連続取引日の終値

平均値の90％に修正される。なお、下限行使価額は6,740

円とする。

(11)行使期間

平成20年５月14日から平成22年５月13日

(12)取得条項

　当社は、残存する本新株予約権の一部又は全部を、本新株

予約権１個当たり、払込金額と同額で取得することがで

きる。

(13)譲渡制限

　本新株予約権の譲渡については、当社取締役会の承認を要

する。

(5)借入方法　　上記（１）記載の借入先と平成21年6月26

　　　　　 　　日付で金銭消費貸借契約を締結

(6)借入期間　　平成21年6月29日から平成24年６月28日ま

　　　　　　　 での３年間

(7)条件　　　　株式転換及び期日前返済可能

(8)担保の有無　なし

　第三者割当による新株式発行に係る変更内容は下記のと

おりです。

　＜変更前＞

(1)発行新株式数　　　　　普通株式　241,381株

(2)発行価格　　　　　　　１株につき2,900円

(3)発行価格の総額　　　　700,004,900円

(4)資本組入れ額　　　　　１株につき1,450円

(5)資本組入れ額の総額　　350,002,450円

(6)申込期日　　　　　　　平成21年６月26日

(7)払込期日　　　　　　　平成21年６月26日

(8)割当先及び割当株式数

　　　 LAKEWOOD１号投資事業組合　         137,932株

       TEARS INVESTMENT HOLDINGS PTE LTD　

 68,966株

       STAR GATE INVESTMENT HOLDINGS LTD　

 34,483株

＜変更後＞

(1)発行新株式数　　　　　普通株式　109,563株

(2)発行価格　　　　　　　１株につき2,900円

(3)発行価格の総額　　　　317,732,700円

(4)資本組入れ額　　　　　１株につき1,450円

(5)資本組入れ額の総額　　158,866,350円

(6)申込期日　　　　　　　平成21年６月26日

(7)払込期日　　　　　　　平成21年６月26日

(8)割当先及び割当株式数　

　　　　LAKEWOOD１号投資事業組合　          82,758株

 　　　 TEARS INVESTMENT HOLDINGS PTE LTD　  9,290

株

        STAR GATE INVESTMENT HOLDINGS LTD　

 17,515株

 今回の増資による発行済株式総数（資本金）の推移は下

記のとおりです。

(1)本新株発行前の発行済株式総数　　　　　　484,670株

(2)本新株発行前の資本金　　　　　　　2,563,585,854円

(3)本新株発行による増加株式数　　　　　　　109,563株

(4)本新株発行による増加資本金　　　　　158,866,350円

(5)本新株発行後の発行済株式総数　　　　　　594,233株

(6)本新株発行後の資本金　　　　　　　2,722,452,204円
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前連結会計年度
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

(14)行使制限

　当社取締役会の決定により、平成20年５月14日から平成22

年３月13日までの期間においては、随時、何回でも、割当

先が本新株予約権の行使をすることができない期間を設

けることができる。

(15)買取請求

　割当先は、本新株予約権の行使価額が下限行使価額を下

回った場合、当社に対して、残存する本新株予約権の全

部の取得を請求することができる。この場合、当社は、当

該新株予約権の取得と引き換えに、本新株予約権１個当

たり、払込金額と同額を交付する。

２．資金の貸付及び借入の実行について

　当社グループは、以下のとおり資金の貸付及び借入を実行

いたしました。

(1)資金の貸付

　①貸付先　株式会社シネカノン

　②貸付額　230,000千円　利率：４％

　③貸付期間　平成20年４月１日から平成22年２月26日まで

(2)資金の借入

　①借入先　有限会社エスイープロジェクト他６社１任意団

体

　②借入額　88,000千円　利率：３％

　③借入期間　平成20年４月１日から平成20年５月30日まで

３．元従業員の不祥事件について

今般、当社グループは、実績配当型合同運用特定金銭信託

信託約款に基づき合同運用特定金銭信託として組成される

信託の受託者として、委託者から信託を受けた金銭を委託

者の特定運用指図に基づき、主として香港に設立された

SPCに対して匿名組合出資することにより運用する信託商

品「信託型『ベトナム未公開株ファンド』第１号」に関し

て、元従業員が、平成19年秋ごろから平成20年３月10日頃ま

での間に、およそ8,700万円の匿名組合出資金を営業者の目

的事業以外に流用していた事実を、調査により確認いたし

ました。

当社グループは、これらの事実につき、信託業法第41条第

１項及び信託業法施行規則第48条第１項第８号の規定に基

づき、平成20年５月14日付で関東財務局長に対し「不祥事

件等届出書」を提出いたしました。

また、これに関連して当社グループは、法令等遵守態勢、

内部管理態勢及び経営管理態勢が不十分であるとして、平

成20年６月６日、関東財務局長から信託業法第43条の規定

に基づく業務改善命令を受けました。

２．金融庁及び関東財務局からの行政処分　

　平成21年６月18日、当社は金融庁長官から信託業法第44条

第1項に基づく行政処分（信託業にかかる３ヶ月の業務の

一部停止命令）、関東財務局長から信託業法第43条の規定

に基づく行政処分（業務改善命令）をそれぞれ受けまし

た。これは、①土井宏文代表取締役社長（当時）自らの主導

のもと、信託勘定から特別目的会社（SPC）に対して融資し

た資金を、支払代行契約を結ぶことで当社の管理下に移し、

平成19年12月と平成20年６月の２度にわたり固有勘定の返

済資金に充てた、②平成20年４月、信託勘定から法令及び契

約上の根拠なく信託報酬の前払いと称して資金を引き出

し、固有勘定の返済資金等として流用した、③平成18年３月

期及び平成19年３月期９月中間期について、循環取引等に

より、重要な事項につき虚偽の記載のある有価証券報告書

等を提出した、④平田充前代表取締役社長は、平成21年３月

６日の就任から同年６月1日の解任まで、当局の承認なく他

の会社の代表取締役の常務に従事していた、⑤これらの法

令違反行為等を防止できておらず、適切な法令等遵守態勢、

内部管理態勢が構築されていない。また、信託業務を的確に

遂行するに足りる人的構成を有していない、⑥平成21年３

月末には信託業法上の最低資本金額である１億円を下回る

純資産額（17百万円）となり、同年４月末には債務超過と

なっている、ことが理由です。

　関東財務局長からの業務改善命令は、①受益者と協議の

上、信託契約の解消、受託者の変更その他受益者保護のため

に必要な対応を速やかに実施、②既存の信託財産を保全し、

受益者を保護するために必要な業務を適切に行うために必

要な内部管理態勢を整備、③信託財産の保全と分別管理を

徹底するとともに、会社財産を不当に費消する行為を行わ

ない、④信託勘定から実行されている融資資金を目的外使

用している状況を解消するとともに、類似事案の発生の有

無を確認、─の4項目に関する業務改善計画を平成21年６月

25日までに提出し、以降、改善計画の実施完了までの間、平

成21年７月末を初回として、１ヶ月毎に改善状況等を翌月

10日までに報告する内容となっています。分別管理につい

ては、営業日毎の報告となります。業務停止は、平成21年６

月19日（金）から同年９月18日（金）までの間で、既存契

約の信託財産の管理・返還にかかる業務、上記業務改善命

令の実施に必要な業務及び監督官庁が個別に承認した業務

を除き、信託業にかかる業務ができなくなります。
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前連結会計年度
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

なお、当社グループは、現在、被害総額等を特定するため

に追加調査を実施しており、状況が明らかになり次第、元従

業員に対して誠実な対応を求める予定であります。

４．当社の持分法適用関連会社である株式会社九天社　　

は、平成20年６月10日、東京地方裁判所に対し自己破産申立

を行い、同日受理されました。同社は出版業を営んでおりま

すが、近年の出版需要の冷え込みによる売上減少に適切な

対策をとることができなかったものです。当社は、株主とし

てさまざまな経営支援を行ってきましたが、抜本的な収益

改善の見通しが立たないことから、株主として直接的な支

援を昨年末で取りやめ、再建計画の策定を急ぐよう指導し

てきました。同社の自己破産申立に、当社は関与しておりま

せん。　　

(1）名称：株式会社九天社

(2）事業内容：出版社

(3）当社の持分比率：20.3％

(4）自己破産申立の時期：平成20年６月10日

(5）負債の総額：745百万円

(6）当該自己破産申立による会社の損失見込額：

当社グループは、同社に対する全債権及び出資金の

合計544百万円を、当連結会計年度までに全て特別損失

として計上しているため、今後損失が発生することは

ありません。

(7）当該自己破産申立が営業活動へ及ぼす影響：

当社グループの営業活動に及ぼす影響はありませ

ん。

――――――
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⑤【連結附属明細表】

【借入金等明細表】

区分
前期末残高
（千円）

当期末残高
（千円）

平均利率
（％）

返済期限

短期借入金 90,000 76,217 2.50 －

１年以内に返済予定の長期借入金 － － － －

１年以内に返済予定のリース債務 － － － －

リース債務（１年以内に返済予定のものを

除く）
－ － － －

その他有利子負債 － － － －

計 90,000 76,217 － －

（注）　平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。

（２）【その他】

当事業年度における四半期情報

　　　　①四半期連結累計期間

 
第１四半期

自　平成20年４月１日
至　平成20年６月１日

第２四半期
自　平成20年７月１日
至　平成20年９月30日

第３四半期
自　平成20年10月１日
至　平成20年12月31日

第４四半期
自　平成21年１月１日
至　平成21年３月31日

売上高 （百万円） 157,836 291,551 416,758 491,015

税引前四半期純利益金

額
（百万円） △168,193 △470,811 △801,683 △1,000,060

四半期純利益金額 （百万円） △166,372 △435,826 △750,487 △936,841

１株当たり四半期純利

益金額
（円） △784.35 △1,986.54 △3,167.06 △3,146.77

　

　　　　②四半期連結会計期間

 
第１四半期

自　平成20年４月１日
至　平成20年６月１日

第２四半期
自　平成20年７月１日
至　平成20年９月30日

第３四半期
自　平成20年10月１日
至　平成20年12月31日

第４四半期
自　平成21年１月１日
至　平成21年３月31日

売上高 （百万円） 157,836 133,715 125,206 74,257

税引前四半期純利益金

額
（百万円） △168,193 △302,618 △330,871 △198,377

四半期純利益金額 （百万円） △166,372 △269,454 △314,661 △186,353

１株当たり四半期純利

益金額
（円） △784.35 △1,189.19 △1,157.15 △384.5
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２【財務諸表等】
（１）【財務諸表】
①【貸借対照表】

(単位：千円)

前事業年度
(平成20年３月31日)

当事業年度
(平成21年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 ※1
 157,367 59,018

売掛金 40,659 24,414

信託未収収益 17,164 63,695

営業投資有価証券 ※2
 664,786

※2
 199,491

製品 18,726 5,263

短期貸付金 ※2
 530,835 －

1年内回収予定の役員貸付金 － 20,000

仕掛品 54 －

前払費用 7,089 620

未収収益 － 2,957

未収入金 － 288

仮払金 － 23,390

未収還付消費税等 － 9,587

その他 27,218 5,392

貸倒引当金 △429,941 △5,125

流動資産合計 1,033,960 408,995

固定資産

有形固定資産

建物 333 333

減価償却累計額 △300 △300

建物（純額） 33 33

工具、器具及び備品 49,286 50,089

減価償却累計額 △18,157 △32,793

工具、器具及び備品（純額） 31,129 17,296

車両運搬具 － 8,119

減価償却累計額 － △282

車両運搬具（純額） － 7,837

有形固定資産合計 31,162 25,166

無形固定資産

商標権 880 728

ソフトウエア 21,669 16,553

電話加入権 650 650

無形固定資産合計 23,200 17,932

投資その他の資産

投資有価証券 44,597 －

関係会社株式 2,500 487

その他の関係会社有価証券 170 －

出資金 36,411 33,000
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(単位：千円)

前事業年度
(平成20年３月31日)

当事業年度
(平成21年３月31日)

長期前払費用 830 587

役員長期貸付金 20,000 －

従業員長期貸付金 10,420 2,920

長期貸付金 18,038 216,101

敷金及び保証金 59,872 60,111

破産更生債権等 － 521,702

供託金 － 15,470

その他投資 5,142 3,542

貸倒引当金 △21,197 △732,409

投資その他の資産合計 176,785 121,515

固定資産合計 231,147 164,614

資産合計 1,265,108 573,610

負債の部

流動負債

買掛金 65,165 5,681

短期借入金 ※2
 456,000

※2
 206,001

未払金 69,937 152,027

未払費用 － 11,652

未払法人税等 5,652 6,836

預り金 52,782 164,570

組合出資預り金 8,168 8,168

その他 8,964 1,516

流動負債合計 666,671 556,455

固定負債

債務保証損失引当金 220,000 －

固定負債合計 220,000 －

負債合計 886,671 556,455

純資産の部

株主資本

資本金 2,280,032 2,563,585

資本剰余金

資本準備金 2,191,632 2,475,185

その他資本剰余金 － －

資本剰余金合計 2,191,632 2,475,185

利益剰余金

利益準備金 － －

その他利益剰余金

繰越利益剰余金 △4,089,849 △5,019,610

利益剰余金合計 △4,089,849 △5,019,610

自己株式 △2,038 △2,007

EDINET提出書類

ジャパン・デジタル・コンテンツ信託株式会社(E05152)

有価証券報告書

 71/107



(単位：千円)

前事業年度
(平成20年３月31日)

当事業年度
(平成21年３月31日)

株主資本合計 379,777 17,154

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △1,340 －

評価・換算差額等合計 △1,340 －

純資産合計 378,436 17,154

負債純資産合計 1,265,108 573,610
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②【損益計算書】
(単位：千円)

前事業年度
(自　平成19年４月１日
　至　平成20年３月31日)

当事業年度
(自　平成20年４月１日
　至　平成21年３月31日)

売上高 735,928 541,397

売上原価 447,074 418,715

売上総利益 288,854 122,682

販売費及び一般管理費 ※1
 699,655

※1
 687,360

営業損失（△） △410,801 △564,678

営業外収益

受取利息 9,576 5,004

匿名組合損益分配額 10,066 3,159

還付消費税等 － 1,208

雑収入 2,453 2,028

営業外収益合計 22,097 11,400

営業外費用

支払利息 ※3
 21,985

※3
 11,612

新株発行費償却 4,706 －

株式交付費 － 2,929

支払手数料 46,850 53,123

貸倒引当金繰入額 － 185,073

雑損失 526 1,541

営業外費用合計 74,069 254,280

経常損失（△） △462,772 △807,558

特別利益

貸倒引当金戻入額 8,929 －

新株予約権戻入益 12,500 －

出資金償還益 15,000 －

特別利益合計 36,429 －

特別損失

投資有価証券評価損 ※2
 95,100

※2
 8,537

投資有価証券売却損 － 19,875

たな卸資産評価損 22,080 －

貸倒引当金繰入額 333,314 －

債務保証損失引当金繰入額 220,000 －

匿名組合財産補填損失 － 88,445

和解金 － 4,361

循環取引損失 10,950 －

特別損失合計 681,445 121,220

税引前当期純損失（△） △1,107,788 △928,779

法人税、住民税及び事業税 950 950

法人税等調整額 － －

法人税等合計 950 950

当期純損失（△） △1,108,738 △929,729
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【売上原価明細書】

  
前事業年度

（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

当事業年度
（自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

Ⅰ　仕入高  308,825 69.0 162,388 40.1

Ⅱ　労務費  － － － －

Ⅲ　経費 ※１ 156,975 31.0 242,865 59.9

小計  465,800 100.0 405,252 100.0

期首商品たな卸高  6,196  18,726  

合計  471,996  423,978  

　　　商品評価損  6,196  －  

期末商品たな卸高  －  －  

期末製品たな卸高  18,726  5,263  

売上原価  447,074  418,715  

　（注）※１．経費の主な内訳は次のとおりであります。

前事業年度 当事業年度

項目 金額（千円） 項目 金額（千円）

外注費 53,325 外注費 17,022

減価償却費 249 減価償却費 －

投資事業組合等損失負担額 71,559 投資事業組合等損失負担額 192,091

支払手数料 31,841 支払手数料 33,752
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③【株主資本等変動計算書】
(単位：千円)

前事業年度
(自　平成19年４月１日
　至　平成20年３月31日)

当事業年度
(自　平成20年４月１日
　至　平成21年３月31日)

株主資本

資本金

前期末残高 2,277,607 2,280,032

当期変動額

新株の発行 2,425 283,553

当期変動額合計 2,425 283,553

当期末残高 2,280,032 2,563,585

資本剰余金

資本準備金

前期末残高 2,189,207 2,191,632

当期変動額

新株の発行 2,425 283,553

当期変動額合計 2,425 283,553

当期末残高 2,191,632 2,475,185

利益剰余金

その他利益剰余金

繰越利益剰余金

前期末残高 △2,981,110 △4,089,849

当期変動額

自己株式の消却 － △31

当期純利益 △1,108,738 △929,729

当期変動額合計 △1,108,738 △929,760

当期末残高 △4,089,849 △5,019,610

利益剰余金合計

前期末残高 △2,981,110 △4,089,849

当期変動額

自己株式の消却 － △31

当期純利益 △1,108,738 △929,729

当期変動額合計 △1,108,738 △929,760

当期末残高 △4,089,849 △5,019,610

自己株式

前期末残高 △2,038 △2,038

当期変動額

自己株式の消却 － 31

当期変動額合計 － 31

当期末残高 △2,038 △2,007

株主資本合計

前期末残高 1,483,666 379,777

当期変動額

新株の発行 4,850 567,106
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(単位：千円)

前事業年度
(自　平成19年４月１日
　至　平成20年３月31日)

当事業年度
(自　平成20年４月１日
　至　平成21年３月31日)

当期純損失（△） △1,108,738 △929,729

当期変動額合計 △1,108,738 △362,623

当期末残高 379,777 17,154

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金

前期末残高 △473 △1,340

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

△867 1,340

当期変動額合計 △867 1,340

当期末残高 △1,340 －

評価・換算差額等合計

前期末残高 △473 △1,340

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

△867 1,340

当期変動額合計 △867 1,340

当期末残高 △1,340 －

新株予約権

前期末残高 12,500 －

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △12,500 －

当期変動額合計 △12,500 －

当期末残高 － －

純資産合計

前期末残高 1,495,693 378,436

当期変動額

新株の発行 4,850 567,106

当期純損失（△） △1,108,738 △929,729

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △13,367 1,340

当期変動額合計 △1,117,256 △361,283

当期末残高 378,436 17,154
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【継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況】

前事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

当事業年度
（自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日）

当社は、前々事業年度655,350千円、前事業年度493,377

千円、当事業年度410,801千円と大幅な営業損失を計上し

ており、また手許流動性も悪化しております。

当該状況により、継続企業の前提に関する重要な疑義

が存在しています。

当該状況は、主として業務拡大に伴う人件費・経費の

増加、匿名組合等の出資に係る損失・評価損の取込、及び

貸付金等の融資と当該貸付金に対する貸倒引当金の計上

により生じたものであります。

当社は、当該状況を解消すべく、平成20年４月24日開催

の取締役会で決議しました第６回及び第７回新株予約権

の発行により当該引受権者の権利行使を通じて資本増強

を図り、信託会社としての財務基盤を強化するとともに、

手許流動性の確保と有利子負債の削減を図ります。また、

信託部門での優秀な人材の確保やシステム強化等の先行

投資を行い、信託事業の拡充と収益拡大を実現させます。

さらには、販売費及び一般管理費の削減と利益率向上の

ための経営構造改革を断行し、利益計上体質への改善を

図っていく計画であります。

財務諸表は継続企業を前提として作成しており、このよ

うな疑義の影響を財務諸表には反映しておりません。

当社は、前事業年度までの４事業年度に引き続き、当事

業年度においても541,397千円の営業損失を計上しており

ます。また、手許流動性も悪化しております。

当該状況により、継続企業の前提に関する重要な疑義

を生じさせるような状況が存在しております。

当社は、重要な後発事象にありますとおり、平成21年６

月18日付で金融庁より３ヶ月間の一部業務停止命令、関

東財務局より業務改善命令を受けております。これに対

し同年６月25日、受益者保護のために必要な対応の速や

かな実施や、内部管理態勢の整備、信託財産の保全と分別

管理の徹底等を内容とする業務改善計画書を関東財務局

に提出いたしました。現在、改善計画に沿って業務の改善

を遂行中でありますが、今後の計画の進捗によっては、信

託免許の維持に関するリスクが存在します。

　また、当社株式は現在、東京証券取引所の監理銘柄（審

査中）に指定されており、審査の結果によっては上場廃

止になる可能性があります。　

そこで、当社は、平成21年６月26日付で第三者割当によ

り新株式を発行し、700,004千円の資金調達を行う予定で

おりましたが、同日にて適時開示しましたとおり、業務改

善計画の受理に関する開示が遅れたことにより、新株の

割当先からの払込みが一部間に合わず、予定額を下回る

317,732千円のみの資金調達を行うに留まりました。予定

調達額の不足分につきましては、平成21年6月29日付で今

回増資の割当先であるLAKEWOOD１号投資事業組合お

よびTEARS INVESTMENTS PTE LTD よりそれぞれ

160,002千円、140,000千円の合計300,002千円を借り入るこ

とにより確保いたしました。また、これに加えて、平成21

年７月中に、第三者割当による新株式発行による500,000

千円の資金調達を行い、信託会社としての財務基盤を強

化するとともに、手許資金の確保を行う予定でございま

す。

　また、経営陣の一新により過去の経営体質との決別を図

り、人的構成の抜本的な見直し、法令等遵守態勢及び内部

管理態勢の整備・強化を実現させます。

経営基盤を強固なものにした上で、事業を利益率の高

い信託部門に集中するとともに、既存事業については大

幅な見直しを実施、信託事業を中心とした事業の拡充と

収益拡大を目指します。さらには、販売費及び一般管理費

の削減と利益率向上のための経営構造改革を断行し、利

益計上体質への改善を図っていく計画であります。

しかし、これらの対応策を講じたとしても、業務停止期

間の延長や免許取消の可能性があるほか、今後のファイ

ナンスが確実に実行されるかどうか、あるいは計画どお

りに収益があげられるかどうかについては不透明であ

り、現時点では継続企業の前提に関する重要な不確実性

が認められます。

財務諸表は継続企業を前提として作成しており、継続企

業の前提に関する重要な不確実性の影響を財務諸表に反

映しておりません。
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【重要な会計方針】

項目
前事業年度

（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

当事業年度
（自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日）

１．有価証券の評価基準及び

評価方法

子会社株式及び関連会社株式

移動平均法による原価法を採用してお

ります。

子会社株式及び関連会社株式

同左

 その他有価証券

時価のあるもの

決算日の市場価格等に基づく時価法

(評価差額は全部純資産直入法により処

理し、売却原価は移動平均法により算定

)を採用しております。

その他有価証券

時価のあるもの

同左

 時価のないもの

移動平均法による原価法を採用して

おります。

なお、投資事業有限責任組合及びそれ

に類する組合への出資（金融商品取引

法第２条第２項により有価証券とみな

されるもの）については、組合契約に規

定される決算報告日に応じて入手可能

な最近の決算書等を基礎とし、持分相当

額を純額で取り込む方法によっており

ます。

時価のないもの

同左　

２．たな卸資産の評価基準及

び評価方法

仕掛品・製品

個別法による原価法を採用しておりま

す。

仕掛品・製品

個別法による原価法（貸借対照表価額

は収益性の低下に基づく簿価切り下げの

方法により算定）を採用しております。

３．固定資産の減価償却の方

法

(1) 有形固定資産

定率法を採用しております。

　　（会計方針の変更）

　当事業年度から法人税法の改正に伴い、

平成19年４月１日以降取得の有形固定資

産については、改正後の法人税法に規定す

る償却方法に、変更しております。これに

伴う営業利益、経常利益及び税引前当期純

利益に与える影響は軽微であります。

(1) 有形固定資産（リース資産を除く）

定率法を採用しております。

　　

　

 (2) 無形固定資産

　定額法を採用しております。

　なお、自社利用のソフトウェアについて

は、社内における利用可能期間（５年）

に基づく定額法を採用しております。

(2) 無形固定資産（リース資産を除く）

同左

 (3) 長期前払費用

　定額法を採用しております。

(3) 長期前払費用

同左

４．繰延資産の処理方法 (1) 新株発行費

　　３年間で均等償却しております。

───────

　

 　

　

(1) 株式交付費

支出時に全額費用処理しております。
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項目
前事業年度

（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

当事業年度
（自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日）

５．引当金の計上基準 ①貸倒引当金

　期末債権の貸倒れに備えて、一般債権に

ついては貸倒実績率により、貸倒懸念債権

等特定の債権については個別に回収可能

性を勘案し、回収不能見込額を計上してお

ります。

②債務保証損失引当金

保証債務に係る損失に備えるため、保証

先の財政状態等を勘案して、損失負担見込

額を計上しております。

①貸倒引当金

同左

 

 

 

 

───────

　

６．リース取引の処理方法 リース物件の所有権が借主に移転する

と認められるもの以外のファイナンス・

リース取引については、通常の賃貸借取引

に係る方法に準じた会計処理によってお

ります。

───────

７．重要なヘッジ会計の方法 ①ヘッジ会計の方法

　金利スワップについては特例処理の要件

を満たしておりますので特例処理を採用

しております。

───────

 ②ヘッジ手段とヘッジ対象

（ヘッジ手段）

　金利スワップ

（ヘッジ対象）

　借入金の利息

───────

 ③ヘッジ方針

　借入金の金利変動リスクを回避する目的

で行っております。

───────

 ④ヘッジ有効性評価の方法

　金利スワップの特例処理の要件を満たし

ているため、有効性の判定を省略しており

ます。

───────

８．その他財務諸表作成のた

めの基本となる重要な事項

消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税

抜方式によっております。

消費税等の会計処理

同左
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【会計処理方法の変更】

前事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

当事業年度
（自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日）

─────── （棚卸資産の評価に関する会計基準）

　「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第

９号　平成18年７月５日公表分）を当事業年度から適用

し、評価基準については個別法による原価法（貸借対照表

価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算

定）に変更しております。

　これによる損益への影響は軽微であります。

　 （リース取引に関する会計基準）

　所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従

来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっており

ましたが、当事業年度より「リース取引に関する会計基

準」（企業会計基準13号（平成５年６月17日（企業会計

審議会第一部会）、平成19年３月30日改正））および

「リース取引に関する会計基準の適用指針」（企業会計

基準適用指針第16号（平成６年１月18日（日本公認会計

士協会会計制度委員会）、平成19年３月30日改正））を適

用し、通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理によっ

ております。

　なお、リース取引開始日が適用初年度以前の所有権移転

外ファインナンス・リース取引については、引き続き通常

の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を適用してお

ります。

　これによる損益への影響はありません。

【注記事項】

（貸借対照表関係）

前事業年度
（平成20年３月31日現在）

当事業年度
（平成21年３月31日現在）

※１．担保資産

関連会社株式会社九天社の金融機関からの借入金

に対し、定期預金120,000千円を担保として差し入れて

おります。

また、株式会社りそな銀行からの借入金90,000千円

に対し、ジェット証券株式会社の株式1,100株（34,100

千円）を担保として差し入れております。

　※１．　　　　　　───────

※２．関係会社項目

　　　関係会社に対する資産及び負債には区分掲記されたも

のの他に次のものがあります。

※２．関係会社項目

　　　関係会社に対する資産及び負債には区分掲記されたも

のの他に次のものがあります。

流動資産 営業投資有価証券 664,786千円

流動資産 短期貸付金 391,400千円

流動負債 短期借入金 366,000千円

流動資産 営業投資有価証券   199,491千円

流動負債 短期借入金   159,083千円

３．偶発債務（保証債務）

下記の取引先の特定プログラムの権利に対する債

務について保証を行っております。

３．偶発債務（保証債務）

下記の取引先の特定プログラムの権利に対する債

務について保証を行っております。

株式会社メビウス 54,768千円 株式会社メビウス     50,568千円
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（損益計算書関係）

前事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

当事業年度
（自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日）

※１．販売費に属する費用のおおよその割合43.1％、一般

管理費に属する費用のおおよその割合は56.9％であ

ります。

主要な費目及び金額は次のとおりであります。

※１．販売費に属する費用のおおよその割合37.5％、一般

管理費に属する費用のおおよその割合は62.5％であ

ります。

主要な費目及び金額は次のとおりであります。

役員報酬 63,424千円

給与手当 194,456

雑給 30,946

法定福利費 28,030

業務委託費 16,709

旅費交通費 12,830

支払手数料 183,821

賃借料 64,851

減価償却費 17,167

租税公課 29,427

役員報酬     　49,045千円

給与手当 195,434

雑給 20,505

法定福利費 26,203

業務委託費 17,236

旅費交通費 16,939

支払手数料 167,956

賃借料 63,321

減価償却費 21,669

租税公課 12,179

※２.投資有価証券評価損の内訳

投資有価証券評価損 95,100千円

※２.投資有価証券評価損の内訳

投資有価証券評価損    8,537千円

※３．関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれ

ております。

※３．関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれ

ております。

支払利息 11,310千円 支払利息    3,321千円
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（株主資本等変動計算書関係）

前事業年度（自　平成19年４月１日　至　平成20年３月31日）

自己株式に関する事項

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当事業年度末

普通株式（株） 18.28 － － 18.28

当事業年度（自　平成20年４月１日　至　平成21年３月31日）

自己株式に関する事項

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当事業年度末

普通株式（株） 18.28 － 0.28 18.00
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（リース取引関係）

前事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

当事業年度　
（自　平成20年４月１日　
至　平成21年３月31日）

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの

以外のファイナンス・リース取引

（借主側）

　───────

　

１．リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額

及び期末残高相当額

　

 
取得価額相
当額
（千円）

減価償却累
計額相当額
（千円）

期末残高相
当額
（千円）

工具器具備品 10,281 8,725 1,556

合計 10,281 8,725 1,556

 

２．未経過リース料期末残高相当額 　

１年内 1,667千円

１年超 －千円

 合計　1,667千円

 

３．支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額 　

支払リース料 2,452千円

減価償却費相当額 1,984千円

支払利息相当額 104千円

 

４．減価償却費相当額の算定方法

　リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額

法によっております。

　

　

５．利息相当額の算定方法

　リース料総額とリース物件の取得価額相当額との差額

を利息相当額とし、各期への配分方法については、利息

法によっております。

　

　

（貸主側） 　

　　未経過リース料期末残高相当額 　

1年以内 1,641千円

1年超 －千円

合計 1,641千円

 

（注）上記はすべて転貸リース取引に係る貸主側の未経

過リース料期末残高相当額であります。

　なお、当該転貸リース取引はおおむね同一の条件で

第三者にリースしているのでほぼ同額の残高が上記

の借主側の未経過リース料期末残高相当額に含まれ

ております。
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（有価証券関係）

前事業年度（自平成19年4月1日　至平成20年3月31日）

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。

当事業年度（自平成20年4月1日　至平成21年3月31日）

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。

（税効果会計関係）

前事業年度
(平成20年３月31日現在)

当事業年度
(平成21年３月31日現在)

繰延税金資産および繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳

繰延税金資産および繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳

繰延税金資産（流動）  

貸倒引当金損金算入限度超過額 321,709千円

たな卸資産評価損 42,844千円

未払事業税否認 1,913千円

その他 △454千円

計 366,013千円

繰延税金資産（固定）  

税務上の繰越欠損金 1,179,310千円

貸倒引当金損金算入限度超過額 8,627千円

投資有価証券評価損 16,520千円

減損損失 18,346千円

債務保証損失引当金否認 105,820千円

計 1,328,624千円

繰延税金資産小計 1,694,638千円

評価性引当金 △1,694,638千円

繰延税金資産合計 －千円

繰延税金資産（流動）  

貸倒引当金損金算入限度超過額        5,093千円

たな卸資産評価損       42,844千円

出資損失負担金      30,058千円

未払事業税否認    2,393千円

消費税差額 △56千円　

計     80,333千円

繰延税金資産（固定）  

税務上の繰越欠損金    1,584,103千円

匿名組合財産補填損失否認 35,997千円　

貸倒引当金損金算入限度超過額      342,844千円

投資有価証券評価損       13,583千円

減損損失 1,678千円　

制作費償却超過額       697千円

計    1,978,905千円

繰延税金資産小計    2,059,239千円

評価性引当金  △2,059,239千円

繰延税金資産合計 －千円

前事業年度（自平成19年４月１日　至平成20年３月31日）

法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳

税金等調整前当期純損失を計上しているため記載しておりません。

当事業年度（自平成20年４月１日　至平成21年３月31日）

法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳

税金等調整前当期純損失を計上しているため記載しておりません。
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（１株当たり情報）

前事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

当事業年度
（自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日）

１株当たり純資産額 1,815円72銭

１株当たり当期純損失金額 5,323円13銭

１株当たり純資産額     35円39銭

１株当たり当期純損失金額      3,122円88銭

なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額につい

ては、潜在株式は存在するものの当期純損失であるため記

載しておりません。

なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額につい

ては、潜在株式は存在するものの当期純損失であるため記

載しておりません。

　（注）１．１株当たり当期純損失金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
前事業年度

（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

当事業年度
（自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日）

1株当たり当期純損失金額   

当期純損失（千円） 1,108,738 929,729

普通株主に帰属しない金額（千円） － －

普通株式に係る当期純損失（千円） 1,108,738 929,729

期中平均株式数 208,287.08株           297,715.02株

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整

後１株当たり当期純利益の算定に含めな

かった潜在株式の概要

新株予約権の概要は「第４提出会

社の状況、１　株式の状況、(2)　新株

予約権等の状況」に記載のとおり

であります。

新株予約権の概要は「第４提出会

社の状況、１　株式の状況、(2)　新株

予約権等の状況」に記載のとおり

であります。

（注）２．１株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
前事業年度

（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

当事業年度
（自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日）

純資産の部の合計額（千円） 378,436 17,154

純資産の部の合計金額から控除する金

額（千円）
－ －

（うち新株予約権） （　　－） （　　－）　

普通株式に係る期末の純資産額

（千円）
378,436 17,154

１株当たり純資産額の算定に用いられ

た期末の普通株式数
208,423株        484,652株
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（重要な後発事象）

前事業年度
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当事業年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

１．平成20年４月24日開催の当社取締役会において、第三

者割当による第６回及び第７回新株予約権の発行につい

て決議しております。

　内容は以下のとおりであります。

i．第６回新株予約権

(1)新株予約権の名称

　ジャパン・デジタル・コンテンツ信託株式会社第６回新

株予約権

(2)新株予約権の数　30個

(3)新株予約権の払込金額

新株予約権１個当たり211,500円（総額6,345,000円）

(4)申込期間　平成20年５月13日

(5)割当日　平成20年５月13日

(6)申込期日　平成20年５月13日

(7)募集の方法

　第三者割当の方法により、Derivative Arbitrage Fund 

L.P.（デリバティブ・アービットラージ・ファンド・

エル・ピー）に全ての新株予約権を割り当てる。

(8)新株予約権の目的である株式の種類及び種類ごとの数

の算定方法

　本新株予約権の目的である株式の種類および総数は当社

普通株式45,000株とする（本新株予約権１個の目的であ

る株式の数（以下「割当株式数」という。）は、1,500株

とする。）。

(9)当初の行使価額　14,828円（平成20年４月23日の終値の

110％）

(10)行使価額の修正

　行使請求の効力発生日の前日までの３連続取引日の終値

平均値の90％に修正される。なお、下限行使価額は6,740

円とする。

１．第三者割当による新株式の発行

　平成21年６月10日開催の当社取締役会において、第三者

割当による新株式発行について決議し、平成21年６月26日

に払込が終了しましたが、当初の割当予定株数241,381株

（発行総額700,004,900円）を下回る109,563株（発行価額

317,732,700円）の払込みがあり、残りの131,818株につきま

しては失権となりました。割当先及び割当株式数は、

LAKEWOOD１号投資事業組合が82,758株（当初予定

137,932株）、EARS INVESTMENT HOLDINGS PTE

 LTDが9,290株（当初予定68,966株）、STAR GATE

 INVESTMENT HOLDINGS LTDが17,515株（当初予定

34,483株）となりました。

　これは、当社が平成21年6月18日に金融庁長官から３ヶ月

の一部業務停止命令、関東財務局長から業務改善命令を受

けたことに伴い、業務改善計画を関東財務局長に６月25日

に提出したところ、その情報開示が平成21年６月26日14時

にずれ込んだことにより、割当先の最終判断を遅らせるこ

ととなり、失権せざるを得ないとの連絡を受けたものであ

ります。なお、平成21年６月18日開示の「金融庁からの

３ヶ月業務停止命令、関東財務局からの業務改善命令につ

いて」で、各割当先からは、予定どおり払い込みを行う旨、

確認いたしましたが、業務改善計画の受理に関する開示が

遅れ、その確認を待っていた割当先からの一部払込みが間

に合いませんでした。

　また、払込みをいただいた割当先及び原始委託者は、すべ

て適格性の調査で問題がございませんでしたが、失権と

なった原始委託者の一部の適格性については、調査が終了

しませんでした。

　今回の増資により調達した資金（手取金）につきまして

は、当初は、自社運営ファンドを含む取引先等への借入金

の返済や未払金の支払等の債務返済のために5億4,000万円

程度、今後の当社の安定的な事業運営を行っていくために

経常的に発生する運転資金として9,000万円程度それぞれ

充当する予定でありましたが、一部失権により予定調達額

に不足が生じましたので、割当先のLAKEWOOD１号投資

事業組合とTEARS INVESTMENTS PTE

LTDより平成21年６月29日付で３億円の借入実行いたしま

した。これにより、当初予定していた調達額をほぼ確保す

ることができました。また、当社は信託免許要件である純

資産１億円（単体）を割り込み、債務超過となっておりま

したが、今回の増資により純資産１億円を回復いたしまし

た。借入金の概要は下記のとおりです。

＜長期借入金の概要＞　

(1)借入先と借入金額

 LAKEWOOD１号投資事業組合　     　　160,002,800円

 　TEARS INVESTMENT HOLDINGS PTE LTD　140,000,000

円

(2)借入額　　　300,002,800円

(3)利率　　　　９％（年利）

(4)借入実行日　平成21年６月29日
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前事業年度
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当事業年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

(11)行使期間

平成20年５月14日から平成22年５月13日

(12)取得条項

　当社は、残存する本新株予約権の一部又は全部を、本新株

予約権１個当たり、払込金額と同額で取得することがで

きる。

(13)譲渡制限

　本新株予約権の譲渡については、当社取締役会の承認を要

する。

(14)行使制限

　当社取締役会の決定により、平成20年５月14日から平成22

年３月13日までの期間においては、随時、何回でも、割当

先が本新株予約権の行使をすることができない期間を設

けることができる。

(15)買取請求

　割当先は、本新株予約権の行使価額が下限行使価額を下

回った場合、当社に対して、残存する本新株予約権の全

部の取得を請求することができる。この場合、当社は、当

該新株予約権の取得と引き換えに、本新株予約権１個当

たり、払込金額と同額を交付する。

ii．第７回新株予約権

(1)新株予約権の名称

　ジャパン・デジタル・コンテンツ信託株式会社第７回新

株予約権

(2)新株予約権の数　10個

(3)新株予約権の払込金額

新株予約権１個当たり211,500円（総額2,115,000円）

(4)申込期間　平成20年５月13日

(5)割当日　平成20年５月13日

(6)申込期日　平成20年５月13日

(7)募集の方法

第三者割当の方法により、NDC Risk Hedge Fund(エヌ・

ディー・シー・リスク・ヘッジ・ファンド）に全ての新

株予約権を割り当てる。

(8)新株予約権の目的である株式の種類及び種類ごとの数

の算定方法

　本新株予約権の目的である株式の種類および総数は当社

普通株式15,000株とする（本新株予約権１個の目的であ

る株式の数（以下「割当株式数」という。）は、1,500株

とする。）。

(9)当初の行使価額　14,828円（平成20年４月23日の終値の

110％）

(5)借入方法　　上記(1)記載の借入先と平成21年6月26日

　　　　　 　付で金銭消費貸借契約を締結

(6)借入期間　　平成21年6月29日から平成24年６月28日ま

　　　　　　　 での３年間

(7)条件　　　　株式転換及び期日前返済可能

(8)担保の有無　なし

　　第三者割当による新株式発行に係る変更内容は下記のと

おりであります。

＜変更前＞

(1)発行新株式数　　　　　普通株式　241,381株

(2)発行価格　　　　　　　１株につき2,900円

(3)発行価格の総額　　　　700,004,900円

(4)資本組入れ額　　　　　１株につき1,450円

(5)資本組入れ額の総額　　350,002,450円

(6)申込期日　　　　　　　平成21年６月26日

(7)払込期日　　　　　　　平成21年６月26日

(8)割当先及び割当株式数

　　　 LAKEWOOD１号投資事業組合　         137,932株

     TEARS INVESTMENT HOLDINGS PTE LTD　

 68,966株

     STAR GATE INVESTMENT HOLDINGS LTD　

 34,483株

＜変更後＞

(1)発行新株式数　　　　　普通株式　109,563株

(2)発行価格　　　　　　　１株につき2,900円

(3)発行価格の総額　　　　317,732,700円

(4)資本組入れ額　　　　　１株につき1,450円

(5)資本組入れ額の総額　　158,866,350円

(6)申込期日　　　　　　　平成21年６月26日

(7)払込期日　　　　　　　平成21年６月26日

(8)割当先及び割当株式数　

　　　　LAKEWOOD１号投資事業組合　          82,758株

 　　 TEARS INVESTMENT HOLDINGS PTE LTD　

  9,290株

      STAR GATE INVESTMENT HOLDINGS LTD　

 17,515株

　　今回の増資による発行済株式総数（資本金）の推移は下

記のとおりです。

(1)本新株発行前の発行済株式総数　　　　　　484,670株

(2)本新株発行前の資本金　　　　　　　2,563,585,854円

(3)本新株発行による増加株式数　　　　　　　109,563株

(4)本新株発行による増加資本金　　　　　158,866,350円

(5)本新株発行後の発行済株式総数　　　　　　594,233株

(6)本新株発行後の資本金　　　　　　　2,722,452,204円
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前事業年度
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当事業年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

(10)行使価額の修正

　行使請求の効力発生日の前日までの３連続取引日の終値

平均値の90％に修正される。なお、下限行使価額は6,740

円とする。

(11)行使期間

平成20年５月14日から平成22年５月13日

(12)取得条項

　当社は、残存する本新株予約権の一部又は全部を、本新株

予約権１個当たり、払込金額と同額で取得することがで

きる。

(13)譲渡制限

　本新株予約権の譲渡については、当社取締役会の承認を要

する。

(14)行使制限

　当社取締役会の決定により、平成20年５月14日から平成22

年３月13日までの期間においては、随時、何回でも、割当

先が本新株予約権の行使をすることができない期間を設

けることができる。

(15)買取請求

　割当先は、本新株予約権の行使価額が下限行使価額を下

回った場合、当社に対して、残存する本新株予約権の全

部の取得を請求することができる。この場合、当社は、当

該新株予約権の取得と引き換えに、本新株予約権１個当

たり、払込金額と同額を交付する。

２．資金の貸付及び借入の実行について

　当社は、以下のとおり資金の貸付及び借入を実行いたしま

した。

(1)資金の貸付

　①貸付先　株式会社シネカノン

　②貸付額　230,000千円　利率：４％

　③貸付期間　平成20年４月１日から平成22年２月26日まで

(2)資金の借入

ⅰ）

　①借入先　TMF３投資事業有限責任組合中小企業コンテ

ンツ制作支援ファンド

　②借入額　110,000千円　利率：３％

　③借入期間　平成20年４月１日から平成20年９月30日まで

ⅱ）

　①借入先　有限会社エスイープロジェクト他６社１任意

団体

　②借入額　88,000千円　利率：３％

　③借入期間　平成20年４月１日から平成20年５月30日ま

で

２．金融庁及び関東財務局からの行政処分

　　平成21年６月18日、当社は金融庁長官から信託業法第44

条第1項に基づく行政処分（信託業にかかる３ヶ月の業

務の一部停止命令）、関東財務局長から信託業法第43条

の規定に基づく行政処分（業務改善命令）をそれぞれ受

けました。これは、①土井宏文代表取締役社長（当時）自

らの主導のもと、信託勘定から特別目的会社（SPC）に

対して融資した資金を、支払代行契約を結ぶことで当社

の管理下に移し、平成19年12月と平成20年６月の２度に

わたり固有勘定の返済資金に充てた、②平成20年４月、信

託勘定から法令及び契約上の根拠なく信託報酬の前払い

と称して資金を引き出し、固有勘定の返済資金等として

流用した、③平成18年３月期及び平成19年３月期９月中

間期について、循環取引等により、重要な事項につき虚偽

の記載のある有価証券報告書等を提出した、④平田充前

代表取締役社長は、平成21年３月６日の就任から同年６

月１日の解任まで、当局の承認なく他の会社の代表取締

役の常務に従事していた、⑤これらの法令違反行為等を

防止できておらず、適切な法令等遵守態勢、内部管理態勢

が構築されていない。また、信託業務を的確に遂行するに

足りる人的構成を有していない、⑥平成21年３月末には

信託業法上の最低資本金額である1億円を下回る純資産

額（17百万円）となり、同年４月末には債務超過となっ

ている、ことが理由です。　

　　関東財務局長からの業務改善命令は、①受益者と協議の

上、信託契約の解消、受託者の変更その他受益者保護のた

めに必要な対応を速やかに実施、②既存の信託財産を保

全し、受益者を保護するために必要な業務を適切に行う

ために必要な内部管理態勢を整備、③信託財産の保全と

分別管理を徹底するとともに、会社財産を不当に費消す

る行為を行わない、④信託勘定から実行されている融資

資金を目的外使用している状況を解消するとともに、類

似事案の発生の有無を確認、─の４項目に関する業務改

善計画を平成21年６月25日までに提出し、以降、改善計画

の実施完了までの間、平成21年7月末を初回として、１ヶ

月毎に改善状況等を翌月10日までに報告する内容となっ

ています。分別管理については、営業日毎の報告となりま

す。業務停止は、平成21年６月19日（金）から同年９月18

日（金）までの間で、既存契約の信託財産の管理・返還

にかかる業務、上記業務改善命令の実施に必要な業務及

び監督官庁が個別に承認した業務を除き、信託業にかか

る業務ができなくなります。
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前事業年度
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当事業年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

３．元従業員の不祥事件について

今般、当社は、実績配当型合同運用特定金銭信託信託約款

に基づき合同運用特定金銭信託として組成される信託の受

託者として、委託者から信託を受けた金銭を委託者の特定

運用指図に基づき、主として香港に設立されたSPCに対し

て匿名組合出資することにより運用する信託商品「信託型

『ベトナム未公開株ファンド』第１号」に関して、元従業

員が、平成19年秋ごろから平成20年３月10日頃までの間に、

およそ8,700万円の匿名組合出資金を営業者の目的事業以

外に流用していた事実を、調査により確認いたしました。

当社は、これらの事実につき、信託業法第41条第１項及び

信託業法施行規則第48条第１項第８号の規定に基づき、平

成20年５月14日付で関東財務局長に対し「不祥事件等届出

書」を提出いたしました。

また、これに関連して当社は、法令等遵守態勢、内部管理

態勢及び経営管理態勢が不十分であるとして、平成20年６

月６日、関東財務局長から信託業法第43条の規定に基づく

業務改善命令を受けました。

なお、当社は現在、被害総額等を特定するために追加調査

を実施しており、状況が明らかになり次第、元従業員に対し

て誠実な対応を求める予定であります。

４．当社の関連会社である株式会社九天社は、平成20年６

月10日、東京地方裁判所に対し自己破産申立を行い、同

日受理されました。同社は出版業を営んでおりますが、

近年の出版需要の冷え込みによる売上減少に適切な対

策をとることができなかったものです。当社は、株主と

してさまざまな経営支援を行ってきましたが、抜本的な

収益改善の見通しが立たないことから、株主として直接

的な支援を昨年末で取りやめ、再建計画の策定を急ぐよ

う指導してきました。同社の自己破産申立に、当社は関

与しておりません。

(1）名称：株式会社九天社

(2）事業内容：出版社

(3）当社の持分比率：20.3％

(4）自己破産申立の時期：平成20年６月10日

(5）負債の総額：745百万円

(6）当該自己破産申立による会社の損失見込額：

当社は、同社に対する全債権及び出資金の合計544

百万円を、当事業年度までに全て特別損失として計

上しているため、今後損失が発生することはありま

せん。

(7）当該自己破産申立が営業活動へ及ぼす影響：

当社の営業活動に及ぼす影響はありません。

　――――――
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④【附属明細表】

【有価証券明細表】

【株式】

銘柄 株式数（株）
貸借対照表計上額
（千円）

投資有価証

券

その他

有価証

券

ライフエンタテイメント株式会社 400 －

株式会社ゾロリエンターテイメント 45,000 －

計 45,400 －

【その他】

種類及び銘柄 投資口数等（口）
貸借対照表計上額
（千円）

営業投資有

価証券

その他

有価証

券

TMF３投資事業有限責任組合中小企業コンテ

ンツ制作支援ファンド　　  　　　　※１
５ 135,881

エス・イー・プロジェクト匿名組合 １ 38,157

GAE信託受益権 １ 24,670

新世界遺産匿名組合 １ 504

タナカヒロシのすべて匿名組合 １ 217

投資事業組合音楽著作権管理ソフトウエア

ファンド　　　　　　　　　　　　　※１
１ 60

クロニクルダンジョンメーカー２匿名組合 １ －

ケイジェイ・プロジェクト匿名組合　※１ １ －

小計 － 199,491

投資有価証

券

その他

有価証

券

アスワン・エンタテイメント匿名組合 １ －

カラパナライブ匿名組合 １ －

小計 － －

合計 － 199,491

※１　関係会社に対するものであります。
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【有形固定資産等明細表】

資産の種類
前期末残高
（千円）

当期増加額
（千円）

当期減少額
（千円）

当期末残高
（千円）

当期末の減価
償却累計額ま
たは償却累計
額（千円）

当期償却額
（千円）

差引当期末残
高
（千円）

有形固定資産        

建物 333 －　 －　 333 300 － 33

車両運搬具 － 8,119　 －　 8,119 282 282　 7,837

工具器具備品 49,286　 2,004 1,201 50,089 32,793 14,636 17,296

有形固定資産計 49,619 10,123 1,201 58,541 33,375 14,918 25,166

無形固定資産        

商標権 1,514 －　 － 1,514 785 151 728

ソフトウェア 27,499 480 －　 27,979 11,425 5,595 16,553

電話加入権 650 －　 －　 650 －　 －　 650

無形固定資産計 30,143 480 － 30,623 12,691 5,746 17,932

長期前払費用 1,806 －　 －　 1,806 1,219 242 587

長期前払費用計 1,806 －　 ー　 1,806 1,219 242 587

（注）有形固定資産の当期増加額は、車両購入に係る資産購入8,119千円及び社内インフラ資産購入2,004千円でありま

す。また無形固定資産の当期増加額は、会計システムに係る追加ソフトであります。

【引当金明細表】

区分
前期末残高
（千円）

当期増加額
（千円）

当期減少額
（目的使用）
（千円）

当期減少額
（その他）
（千円）

当期末残高
（千円）

貸倒引当金 451,139 286,395 －　 － 737,534

債務保証損失引当金 220,000 －　 120,000　 100,000 －　

（注）貸倒引当金の「当期減少額（その他）」は、洗替によるもの及び債権の回収に伴う戻入益であります。
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（２）【主な資産及び負債の内容】

①　現金及び預金

区分 金額（千円）

現金 500

預金の種類  

　普通預金 58,518

小計 58,518

合計 59,018

②　売掛金

(イ)相手先別内訳

相手先 金額（千円）

TMF３投資事業有限責任組合中小企業コンテンツ制作

支援ファンド
15,750

株式会社ＧＡＥ 2,446

合同会社セディックプロジェクト 2,085

株式会社シネマプラス 745

株式会社エクシング 536

その他 2,850

合計 24,414

(ロ）売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

前期繰越高
（千円）

当期発生高
（千円）

当期回収高
（千円）

次期繰越高
（千円）

回収率（％） 滞留期間（日）

(A) (B) (C) (D)
(C)

─────
(A) ＋ (B)

× 100

(A) ＋ (D)
─────
２

──────
(B)

─────
365

40,659 224,435 240,680 24,414 90.79 52.91

　（注）　当期発生高には消費税等が含まれております。

③　信託未収収益

品目 金額（千円）

シネカノン（著作権） 38,522

ベトナム未公開株ファンド 15,495

栄光金銭債権信託　 2,592

ゲーム信託「ＧＡＥ」　 2,399

ＳＰファンドⅣ（金銭） 1,929

その他 2,756

合計 63,695

④　営業投資有価証券（匿）
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品目 金額（千円）

TMF３投資事業有限責任組合中小企業コンテンツ制作

支援ファンド
135,881

スパイグラス 38,157

ＧＡＥ 24,670

新世界遺産 504

タナカヒロシのすべて 217

合計 199,431

⑤　製品

品目 金額（千円）

ブロードバンドシネマ［ZERO］　制作費 2,651

月刊アクトレスアート・谷桃子 921

月刊アクトレスアート・インリンオブジョイトイ

制作費
577

月刊アクトレスアート・ほしのあき3　制作費 526

月刊アクトレスアート・森下悠里　制作費 306

月刊アクトレスアート・大久保麻梨子　制作費 280

合計 5,263

⑥　出資金

相手先 金額（千円）

デジタルコンテンツエージェンシー 33,000

合計 33,000

⑦　長期貸付金

相手先 金額（千円）

シネカノン 186,673

シーサイド 20,490

斉藤純雄 7,500

宮坂　隆順 1,437

合計 216,101

⑧　敷金保証金

相手先 金額（千円）

ジェネオンユニバーサルエンターテインメント 25,613

嘉一商事 34,498

計 60,111

⑨　破産更生債権等

相手先 金額（千円）

九天社 514,314
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相手先 金額（千円）

その他 7,388

計 521,702

⑩　買掛金

相手先 金額（千円）

テレビマンユニオン 1,709

エンターブレイン 1,680

ミュージックオンライン 945

イーネットフロンティア　 546

ビターズエンド　 252

その他　 549

計 5,681

⑪　短期借入金

相手先 金額（千円）

TMF３投資事業有限責任組合中小企業コンテンツ制作

支援ファンド
129,783

土井　宏文 22,000

デジタルコンテンツエージェンシー 15,071

ＦＣＣ協議会 12,000

音楽著作権管理 10,000

その他　 17,147

計 206,001

⑫　未払金

相手先 金額（千円）

ＦＥＦＡＳ 49,799

清友監査法人 25,200

降旗会計事務所 17,670

パークサイドコンサルティング 6,792

プロキューブジャパン 5,775

その他　 46,789

計 152,027

⑬　預り金

相手先 金額（千円）

シネカノン 155,700

降旗会計事務所（源泉） 2,780

土井　宏文 1,005

マイスターセレクト 907

EDINET提出書類

ジャパン・デジタル・コンテンツ信託株式会社(E05152)

有価証券報告書

 94/107



相手先 金額（千円）

岡田　馨（源泉） 829

その他　 3,348

計 164,570

　

（３）【その他】

該当事項はありません。

EDINET提出書類

ジャパン・デジタル・コンテンツ信託株式会社(E05152)

有価証券報告書

 95/107



第６【提出会社の株式事務の概要】

事業年度 ４月１日から３月31日まで

定時株主総会 ６月中

基準日 ３月31日

剰余金の配当の基準日 ９月30日、３月31日

単元株式数 －

端株の買取り 　  該当事項はありません。

取扱場所  

株主名簿管理人  

取次所  

買取手数料  

公告掲載方法 日本経済新聞に掲載して行う。

株主に対する特典 該当事項はありません。

　（注）１．当社定款の定めにより、端株主は、利益配当金及び中間配当金を受ける権利を有しております。

　　なお、端株主の利益配当金及び中間配当金に関する基準日は上記のとおりであります。
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第７【提出会社の参考情報】

１【提出会社の親会社等の情報】

当社の金融商品取引法第24条の７第１項に規定する親会社等は、EFG BANK HONG KONG GORGE

OUSE GRACE INVESTMENTS PTE LTDでございます。

２【その他の参考情報】

　当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。

１　有価証券届出書

　　第６回及び第７回新株予約権に係る有価証券届出書であり、平成20年４月24日関東財務局長に提出。

  ２　有価証券届出書の訂正届出書

　　 第６回及び第７回新株予約権に係る有価証券届出書に係る訂正届出書であり、平成20年４月25日関東財

     務局長に提出。

　　３  有価証券報告書及びその添付書類

　　　　事業年度（第13期）（自　平成19年４月１日　至　平成20年３月31日）平成20年６月19日関東財務局に提出。

　　４　有価証券報告書の訂正報告書

　　　　事業年度（第12期）（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）の有価証券報告書に係る訂正報告書であ

　　　　り、平成20年６月20日関東財務局長に提出。

　　５　有価証券届出書

　　　　第８回及び第９回新株予約権に係る有価証券届出書であり、平成20年７月16日関東財務局長に提出。

　　６　四半期報告書

　 　　（第14期第１四半期）（自　平成20年４月１日　至　平成20年６月30日）平成20年８月14日関東財務局長に提

　　　　出。

　　７  確認書

　　　　第14期第１四半期（自　平成20年４月１日　至　平成20年６月30日）の四半期報告書に対する確認書であり、平

　　　　成20年８月14日関東財務局長に提出。

　　８　有価証券報告書の訂正報告書

　　　　事業年度（第13期）（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）の有価証券報告書に係る訂正報告書であ

　　　　り、平成20年９月26日関東財務局長に提出。

　　９　有価証券届出書

　　　　株式に係る有価証券届出書であり、平成20年11月28日関東財務局長に提出。

　　10　四半期報告書

　　　 （第14期第２四半期）（自　平成20年７月１日　至　平成20年９月30日）平成20年11月28日関東財務局長に提

　　　　出。

　　11　確認書

　　　　第14期第２四半期（自　平成20年７月１日　至　平成20年９月30日）の四半期報告書に対する確認書であり、平

　　　　成20年11月28日関東財務局長に提出。

　　12　四半期報告書の訂正報告書

　　　 （第14期第２四半期）（自　平成20年７月１日　至　平成20年９月30日）の第２四半期報告書に係る訂正報告書

　　　　であり、平成20年12月５日関東財務局長に提出。

　　13　確認書

　　　　第14期第２四半期（自　平成20年７月１日　至　平成20年９月30日）の四半期報告書の訂正報告書に対する確認

　　　　書であり、平成20年12月５日関東財務局長に提出。

　　14　確認書の訂正確認書

　　　　平成20年11月28日に提出した第14期第２四半期（自　平成20年７月１日　至　平成20年９月30日）の四半期報告

　　　　書に係る確認書に係る訂正確認書であり、平成20年12月５日関東財務局長に提出。

　　15　有価証券届出書の訂正届出書

　　　　平成20年11月28日に提出した株式に係る有価証券届出書に係る訂正届出書であり、平成20年12月５日関東財務局

　　　　長に提出。

　　16　臨時報告書

　　　　平成20年12月８日関東財務局長に提出。

　　　　金融商品取引法第24条の５第４項並びに企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第12号及び第19号の規

　　　　定に基づく臨時報告書であります。

　　17　有価証券届出書の訂正届出書

　　　　平成20年11月28日に提出した株式に係る有価証券届出書に係る訂正届出書であり、平成20年12月８日関東財務局
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　　　　長に提出。

　　18　有価証券届出書の訂正届出書

　　　　平成20年11月28日に提出した株式に係る有価証券届出書及び平成20年12月８日に提出した有価証券届出書に係る

　　　　訂正届出書であり、平成20年12月９日関東財務局長に提出。

　　19　臨時報告書

　　　　平成20年12月19日関東財務局長に提出。

　　　　金融商品取引法第24条の５第４項並びに企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第３号及び第４号の規

　　　　定に基づく臨時報告書であります。

　　20　臨時報告書

　　　　平成21年２月17日関東財務局長に提出。

　　　　金融商品取引法第24条の５第４項並びに企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基

　　　　づく臨時報告書であります。

　　21　臨時報告書

　　　　平成21年３月６日関東財務局長に提出。

　　　　金融商品取引法第24条の５第４項並びに企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の規定に基づく

　　　　臨時報告書であります。

　　22　四半期報告書

　　　 （第14期第３四半期）（自　平成20年10月１日　至　平成20年12月30日）平成21年４月２日関東財務局長に提

　　　　出。

　　23　確認書

　　　　第14期第３四半期（自　平成20年10月１日　至　平成20年12月30日）の四半期報告書に対する確認書であり、平

　　　　成21年４月２日関東財務局長に提出。

　　24　確認書の訂正確認書

　　　　平成21年４月２日に提出した第14期第３四半期（自　平成20年10月１日　至　平成20年12月30日）に四半期報告

　　　　書に係る確認書に係る訂正確認書であり、平成21年４月７日関東財務局に提出。

　　25　有価証券報告書の訂正報告書

　　　　事業年度（第10期）（自　平成16年４月１日　至　平成17年３月31日）有価証券報告書に係る訂正報告書であ　

　　　　り、平成21年４月28日関東財務局長に提出。

　　26　有価証券報告書の訂正報告書

　　　　事業年度（第９期）（自　平成15年４月１日　至　平成16年３月31日）の有価証券報告書に係る訂正報告書であ

　　　　り、平成21年４月28日関東財務局長に提出。

　　27　有価証券届出書の訂正届出書

　　　　平成20年11月28日に提出した有価証券届出書および平成20年12月８日に提出した有価証券届出書の訂正届出書に

　　　　係る訂正届出書であり、平成20年４月30日関東財務局長に提出。

　　28　有価証券届出書の訂正届出書

　　　　平成20年７月16日に提出した有価証券届出書に係る訂正届出書であり、平成20年４月30日関東財務局長に提出。

　　29　有価証券届出書の訂正届出書

　　　　平成20年４月24日に提出した有価証券届出書に係る訂正届出書であり、平成20年４月30日関東財務局長に提出。

　　30　四半期報告書の訂正報告書

　　　 （第14期第２四半期）（自　平成20年７月１日　至　平成20年９月30日）の第２四半期報告書に係る訂正報告書

　　　　であり、平成21年４月30日関東財務局長に提出。

　　31　確認書　

　　　　第14期第２四半期（自　平成20年７月１日　至　平成20年９月30日）の四半期報告書に対する確認書であり、平

　　　　成21年４月30日関東財務局長に提出。

　　32　四半期報告書の訂正報告書

　　　 （第14期第１四半期）（自　平成20年４月１日　至　平成20年６月30日）の第１四半期報告書に係る訂正報告書

　　　　であり、平成21年４月30日関東財務局長に提出。

　　33　確認書

　　　　第14期第１四半期（自　平成20年４月１日　至　平成20年６月30日）の四半期報告書の訂正報告書に対する確認

　　　　書であり、平成21年４月30日関東財務局長に提出。

　　34　有価証券報告書の訂正報告書

　　　　事業年度（第13期）（自　平成19年４月１日　至　平成20年３月31日）の有価証券報告書に係る訂正報告書であ

　　　　り、平成21年４月30日関東財務局長に提出。

　　35　半期報告書の訂正報告書

　　　　事業年度（第13期中）（自　平成19年４月１日　至　平成19年９月30日）の半期報告書に係る訂正報告書であ

　　　　り、平成21年４月30日関東財務局長に提出。

　　36　有価証券報告書の訂正報告書
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　　　　事業年度（第12期）（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）の有価証券報告書に係る訂正報告書であ

　　　　り、平成21年４月30日関東財務局長に提出。

　　37　半期報告書の訂正報告書

　　　　事業年度（第12期中）（自　平成18年４月１日　至　平成18年９月30日）の半期報告書に係る訂正報告書であ

　　　　り、平成21年４月30日関東財務局長に提出。

　　38　有価証券報告書の訂正報告書

　　　　事業年度（第11期）（自　平成17年４月１日　至　平成18年３月31日）の有価証券報告書に係る訂正報告書であ

　　　　り、平成21年４月30日関東財務局長に提出。

　　39　四半期報告書の訂正報告書

　　　 （第14期第２四半期）（自　平成20年７月１日　至　平成20年９月30日）の第２四半期報告書に係る訂正報告書

　　　　であり、平成21年５月11日関東財務局長に提出。

　　40　確認書

　　　　第14期第２四半期（自　平成20年７月１日　至　平成20年９月30日）の四半期報告書に対する確認書であり、平

　　　　成21年５月11日関東財務局長に提出。

　　41　臨時報告書

　　　　成21年６月３日関東財務局長に提出。

　　　　金融商品取引法第24条の５第４項並びに企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の規定に基づく

　　　　臨時報告書であります。

　　42　有価証券届出書

　　　　株式に係る有価証券届出書であり、平成21年６月10日関東財務局長に提出。

　　43　有価証券届出書の訂正届出書

　　　　平成21年６月10日に提出した株式に係る有価証券届出書に係る訂正届出書であり、平成21年６月12日関東財務局

　　　　長に提出。

　　44　有価証券届出書の訂正届出書

　　　　平成21年６月10日に提出した有価証券届出書および平成21年６月12日に提出した有価証券届出書の訂正届出書に

　　　　係る訂正届出書であり、平成21年６月17日関東財務局長に提出。

　　45　臨時報告書

平成21年６月19日関東財務局長に提出。

金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２号第９号の２の規定に基

づく臨時報告書であります。

46　臨時報告書

平成21年６月19日関東財務局長に提出。

金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２号第12号の規定に基づく

臨時報告書であります。

47　有価証券届出書の訂正届出書

平成21年６月10日に提出した有価証券届出書、平成21年６月12日に提出した有価証券届出書の訂正届出書および

平成21年６月17日に提出した有価証券届出書の訂正届出書に係る訂正届出書であり、平成21年６月19日関東財務

局長に提出。

48　有価証券届出書の訂正届出書

平成21年６月10日に提出した有価証券届出書、平成21年６月12日に提出した有価証券届出書の訂正届出書、平成

21年６月17日に提出した有価証券届出書の訂正届出書および平成21年６月19日に提出した有価証券届出書の訂

正届出書に係る訂正届出書であり、平成21年６月22日関東財務局長に提出。
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】

　該当事項はありません。
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 独立監査人の監査報告書 

   平成21年４月28日

ジャパン・デジタル・コンテンツ信託株式会社  

 取締役会　御中  

 公認会計士近事務所　 　

 　  　公認会計士 近　　　暁　　印　

 降籏公認会計士事務所 　

 　  公認会計士 降籏　京二　　印

　私たちは、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている

ジャパン・デジタル・コンテンツ信託株式会社の平成19年４月１日から平成20年３月31日までの連結会計年度の連結財

務諸表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書及び連結

附属明細表について監査を行った。この連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、私たちの責任は独立の立場から連結財

務諸表に対する意見を表明することにある。

　私たちは、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、私たちに連

結財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎として行わ

れ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての連結財

務諸表の表示を検討することを含んでいる。私たちは、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断し

ている。

　私たちは、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、ジャパン・

デジタル・コンテンツ信託株式会社及び連結子会社の平成20年３月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連

結会計年度の経営成績およびキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

追記情報

１．有価証券報告書の訂正報告書の提出理由に記載されているとおり、会社は金融商品取引法第24条の２第１項の規定

に基づき連結財務諸表を訂正している。私たちは訂正後の連結財務諸表について監査を行った。

２．継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況に記載されているとおり、会社は前々連結会計年度、前連結

会計年度及び当連結会計年度において重要な営業損失を計上しており、また、営業キャッシュ・フローのマイナスに

よる手許流動性の悪化により、継続企業の前提に関する重要な疑義が存在している。当該状況に対する経営計画等は

当該注記に記載されている。連結財務諸表は継続企業を前提として作成されており、このような重要な疑義の影響を

連結財務諸表には反映していない。

３．重要な後発事象に記載されているとおり、会社は平成20年４月24日開催の取締役会において、第三者割当による新

株予約権の発行について決議している。

４．重要な後発事象に記載されているとおり、会社は平成20年４月１日付で資金の貸付及び借入を実行した。

５．重要な後発事象に記載されているとおり、会社は平成20年5月14日付で関東財務局長に対し「不祥事件等届出書」

を提出した。また、当該事件に対し、平成20年６月６日付で、関東財務局より業務改善命令を受けている。

６．重要な後発事象に記載されているとおり、関連会社である株式会社九天社は、平成20年６月10日、東京地方裁判所に

対し、自己破産の申立を行い、同日受理された。

　会社と私たちとの間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　　上
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　（※）１．上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は有価証券報告書提出会社が

別途保管しております。

２．前連結会計年度の連結財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれていません。
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独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書

   平成21年６月30日

ジャパン・デジタル・コンテンツ信託株式会社  

 取締役会　御中  

 公認会計士近事務所 　

   公認会計士 近　　　暁　　印

 稲森公認会計士事務所　 　

 　  公認会計士 稲森　信幸　　印
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＜財務諸表監査＞

　私たちは、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている
ジャパン・デジタル・コンテンツ信託株式会社の平成20年４月１日から平成21年３月31日までの連結会計年度の連結財
務諸表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書及び連結

附属明細表について監査を行った。この連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、私たちの責任は独立の立場から連結財

務諸表に対する意見を表明することにある。

　私たちは、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、私たちに連

結財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎として行わ

れ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての連結財

務諸表の表示を検討することを含んでいる。私たちは、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断し

ている。

　私たちは、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、ジャパン・

デジタル・コンテンツ信託株式会社及び連結子会社の平成21年3月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結
会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

追記情報

１． 継続企業の前提に関する注記に記載のとおり、会社は5期間連続して営業損失を計上しており、増資等による資　　
金調達が必要な状況にあり、また、金融庁長官及び関東財務局局長から行政処分を受けていることから継続企業の前提

に重要な疑義を生じさせるような状況が存在しており、現時点では継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ

る。なお、当該状況に対する対応策及び重要な不確実性が認められる理由については当該注記に記載されている。連結財

務諸表は継続企業を前提として作成されており、このような重要な不確実性の影響は連結財務諸表に反映されていな

い。

２． 重要な後発事象に関する注記に記載のとおり、会社は平成21年6月10日の取締役会決議に基づき、平成21年6月26日
を払込期日とするLAKEWOOD1号投資事業組合、TEARS INVESTMENT HOLDINGS LIMITED及び
STAR GATE INVESTMENT HOLDINGS LTDを割当先とする第三者割当増資を行っている。払込期日における会社及び
割当先の事務手続の遅れ等により払い込みの一部が完了しなかったため、代替的な資金調達手段として、会社は、平成21
年6月26日開催の取締役会決議に基づき、平成21年6月26日付でLAKEWOOD1号投資事業組合及び
TEARS INVESTMENT HOLDINGS LIMITEDから総額300百万円の長期借入金に関する金銭消費貸借契約を締結し、平成
21年6月29日に資金調達を行っている。
３． 重要な後発事象に関する注記に記載のとおり、会社は、平成21年6月18日に金融庁長官及び関東財務局局長から信
託業法に基づく行政処分(信託業に係る3ヶ月間の業務の一部停止命令及び業務改善命令)を受けている。

＜内部統制監査＞

　私たちは、金融商品取引法第193条の２第２項の規定に基づく監査証明を行うため、ジャパン・デジタル・コンテンツ信
託株式会社の平成21年３月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。財務報告に係る内部統制を整備及び運用並
びに内部統制報告書を作成する責任は、経営者にある。また、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全

には防止又は発見することができない可能性がある。

　私たちは、下記事項を除き、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠し

て内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準は、私たちに内部統制報告書に重要な虚偽の表示がない

かどうかの合理的な保証を得ることを求めている。内部統制監査は、試査を基礎として行われ、財務報告に係る内部統制の

評価範囲、評価手続及び評価結果についての、経営者が行った記載を含め全体としての内部統制報告書の表示を検討する

ことを含んでいる。

記

　会社は、内部統制報告書に記載のとおり、重要な評価手続ができなかった。会社は当該評価範囲の制約による影響により

財務報告に係る内部統制の評価結果を表明できないと判断しており、監査手続の実施への影響が重要であることにより、

私たちは、ジャパン・デジタル・コンテンツ信託株式会社の平成21年3月31日現在の財務報告に係る内部統制について、内
部統制報告書に対する意見表明のための合理的な基礎を得ることができなかった。

　私たちは、内部統制報告書において評価範囲の制約とされた当該内部統制の財務報告に与える影響の重要性に鑑み、ジャ

パン・デジタル・コンテンツ信託株式会社の平成21年３月31日現在の財務報告に係る内部統制の評価結果を表明できな
いと表示した上記の内部統制報告書が、財務報告に係る内部統制の評価について、適正に表示しているかどうかについて

の意見を表明しない。

　会社と私たちとの間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　　上

　（※）１．上記は、監査報告書及び内部統制監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は有

価証券報告書提出会社が別途保管しております。

２．連結財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれていません。

EDINET提出書類

ジャパン・デジタル・コンテンツ信託株式会社(E05152)

有価証券報告書

104/107



 独立監査人の監査報告書 

   平成21年４月28日

ジャパン・デジタル・コンテンツ信託株式会社  

 取締役会　御中  

 公認会計士近事務所 　

 　  公認会計士 近　　　暁　　印

 降籏公認会計士事務所　 　

 　  公認会計士 降籏　京二　　印

　私たちは、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている

ジャパン・デジタル・コンテンツ信託株式会社の平成19年４月１日から平成20年３月31日までの第13期事業年度の財務

諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び附属明細表について監査を行った。この財務諸表の作

成責任は経営者にあり、私たちの責任は独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。

　私たちは、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、私たちに財

務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎として行われ、経

営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の

表示を検討することを含んでいる。私たちは、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。

　私たちは、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、ジャパン・デジ

タル・コンテンツ信託株式会社の平成20年３月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をす

べての重要な点において適正に表示しているものと認める。

追記情報

１．有価証券報告書の訂正報告書の提出理由に記載されているとおり、会社は金融商品取引法第24条の２第１項の規定

に基づき財務諸表を訂正している。私たちは訂正後の財務諸表について監査を行った。

２．継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況に記載されているとおり、会社は前々事業年度、前事業年度

及び当事業年度において重要な営業損失を計上しており、また、手許流動性の悪化により、継続企業の前提に関する重

要な疑義が存在している。当該状況に対する経営計画等は当該注記に記載されている。財務諸表は継続企業を前提と

して作成されており、このような重要な疑義の影響を財務諸表には反映していない。

３．重要な後発事象に記載されているとおり、会社は平成20年４月24日開催の取締役会において、第三者割当による新

株予約権の発行について決議している。

４．重要な後発事象に記載されているとおり、会社は平成20年４月１日付で資金の貸付及び借入を実行した。

５．重要な後発事象に記載されているとおり、会社は平成20年5月14日付で関東財務局長に対し「不祥事件等届出書」

を提出した。また、当該事件に対し、平成20年６月６日付で、関東財務局より業務改善命令を受けている。

６．重要な後発事象に記載されているとおり、関連会社である株式会社九天社は、平成20年６月10日、東京地方裁判所に

対し、自己破産の申立を行い、同日受理された。

　会社と私たちとの間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　　上

　（※）１．上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は有価証券報告書提出会社が

別途保管しております。

２．前事業年度の財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれていません。
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 独立監査人の監査報告書 

   平成21年６月30日

ジャパン・デジタル・コンテンツ信託株式会社  

 取締役会　御中  

 公認会計士近事務所　 　

 　  公認会計士 近　　　暁　　印

 稲森公認会計士事務所　 　

 　  公認会計士 稲森　信幸　　印

　私たちは、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている

ジャパン・デジタル・コンテンツ信託株式会社の平成20年４月１日から平成21年３月31日までの第14期事業年度の財務

諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び附属明細表について監査を行った。この財務諸表の作

成責任は経営者にあり、私たちの責任は独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。

　私たちは、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、私たちに財

務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎として行われ、経

営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の

表示を検討することを含んでいる。私たちは、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。

　私たちは、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、ジャパン・デジ

タル・コンテンツ信託株式会社の平成21年3月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する事業年度の経営成績をす

べての重要な点において適正に表示しているものと認める。

追記情報

１． 継続企業の前提に関する注記に記載のとおり、会社は5期間連続して営業損失を計上しており、増資等による資

　金調達が必要な状況にあり、また、金融庁長官及び関東財務局局長から行政処分を受けていることから継続企業の

　前提に重要な疑義を生じさせるような状況が存在しており、現時点では継続企業の前提に関する重要な不確実性が

　認められる。なお、当該状況に対する対応策及び重要な不確実性が認められる理由については当該注記に記載され

　ている。財務諸表は継続企業を前提として作成されており、このような重要な不確実性の影響は財務諸表に反映さ

　れていない。

２． 重要な後発事象に関する注記に記載のとおり、会社は平成21年6月10日の取締役会決議に基づき、平成21年6月26

　日を払込期日とするLAKEWOOD1号投資事業組合、TEARS INVESTMENT HOLDINGS LIMITED及び

STAR GATE INVESTMENT 

　HOLDINGS LTDを割当先とする第三者割当増資を行っている。払込期日における会社及び割当先の事務手続の遅れ等

　により払い込みの一部が完了しなかったため、代替的な資金調達手段として、会社は、平成21年6月26日開催の取締

　役会決議に基づき、平成21年6月26日付でLAKEWOOD1号投資事業組合及びTEARS INVESTMENT HOLDING

S LIMITEDから総

　額300百万円の長期借入金に関する金銭消費貸借契約を締結し、平成21年6月29日に資金調達を行っている。

３． 重要な後発事象に関する注記に記載のとおり、会社は、平成21年6月18日に金融庁長官及び関東財務局局長から

　信託業法に基づく行政処分(信託業に係る3ヶ月間の業務の一部停止命令及び業務改善命令)を受けている。

　会社と私たちとの間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　　上
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　（※）１．上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は有価証券報告書提出会社が

別途保管しております。

２．財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれていません。
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